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令和７年９月29日（月曜日） 

───────────────────── 

   午後１時０分開会 

──────────────── 

会議に付託された議案等           

○議案第25号 令和６年度宮崎県歳入歳出決算 

       の認定について 

──────────────── 

出席委員（６人） 

  主      査   内 田 理 佐 

  副 主 査   山 口 俊 樹 

  委      員   日 高 博 之 

  委      員   福 田 新 一 

  委      員   岩 切 達 哉 

  委      員   脇 谷 のりこ 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 労働委員会事務局 

  労働委員会事務局長   渡 邉 世津子 

  調 整 審 査 課 長   米 村 文 明 

 

 商工観光労働部 

  商工観光労働部長   児 玉 浩 明 

  商工観光労働部次長   松 浦 好 子 

  企業立地推進局長兼 
             今 村 俊 久 
  企 業 立 地 課 長 

  観光経済交流局長   鬼 塚 保 行 

  商 工 政 策 課 長   河 村 直 哉 

  経営金融支援室長   長谷川   誠 

  企 業 振 興 課 長   徳 地 清 孝 

  先端技術産業推進室長   加 藤 和 樹 

  雇用労働政策課長   湯 浅   聡 

  観 光 推 進 課 長   矢 越 智 郁 

  スポーツランド推進課長   渡 邊 陽 生 

  国際・経済交流課長   牧   浩 一 

  工業技術センター所長   鍋 島 宏 三 

  食品開発センター所長   黒 木 俊 幸 

  県立産業技術専門校長   守 部 丈 博 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議 事 課 主 査   春 田 拓 志 

  政策調査課主任主事   岩 倉 有 希 

───────────────────── 

○内田主査  ただいまから、決算特別委員会商

工建設分科会を開会いたします。 

 まず、分科会の日程についてであります。 

 分科会の日程については、御覧のとおりであ

りますが、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、そのように決定いたし

ます。 

 次に審査方針についてであります。 

 審査方針につきましては、決算特別委員会に

おいて決定のとおりでありますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に、本日開催されました主査会における協

議内容について御報告いたします。 

 まず、審査における執行部の説明についてで

あります。分科会審査説明要領を御覧ください。 

 決算事項別の説明は、目の執行残が100万円以

上のもの、及び執行率が90％未満のものについ

て、また、主要施策の成果は、主なものについ

て説明があると思いますので、審査に当たりま

してはよろしくお願いいたします。 

 最後に、審査の進め方についてですが、商工

観光労働部と県土整備部は２班編成とし、班ご

とに説明及び委員質疑を行い、最後に部全体の

総括質疑を行いたいと存じます。 
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 それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。 

   午後１時１分休憩 

───────────────────── 

   午後１時２分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 令和６年度決算について執行部の説明を求め

ます。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○渡邉労働委員会事務局長  労働委員会事務局

の令和６年度決算の概要について御説明いたし

ます。 

 決算特別委員会資料の２ページを御覧くださ

い。 

 表の上から２段目、（款）労働費の欄のとお

り、予算額9,013万1,000円に対しまして、支出

済額8,774万8,637円となり、不用額238万2,363

円、執行率97.4％となっております。 

 次に、執行率が90％未満の目はありませんの

で、執行残が100万円以上の目について御説明い

たします。 

 その主なものは、節の一番上の報酬83万9,900

円であります。これは、斡旋等の件数が見込み

件数を下回ったため、労働委員会委員15名の日

額報酬が執行残となったことなどによるもので

あります。 

 なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載、審査意見書及び監査報告書に関して、特に

報告すべき事項はありません。 

 決算に関する説明は以上でございますが、令

和６年度の業務実績の概要につきまして、調整

審査課長から御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

○米村調整審査課長  それでは、令和６年度の

業務実績につきまして御説明いたします。 

 決算特別委員会資料３ページを御覧ください。 

 まず、（１）不当労働行為審査事件について

でございます。これは、労働組合や組合員に対

する使用者側の行為が、労働組合法で禁止され

ている不当労働行為に該当するか否かの審査を

行うものであります。 

 最終的に、不当労働行為に該当すると判断し

た場合は、その是正を命じる救済命令を、不当

労働行為に該当しないと判断した場合は、棄却

命令を発することになりますが、審査手続の中

で、労使間での話合いによる解決の機運が生じ

た場合には、双方に和解を勧め、合意に達すれ

ば和解協定書を締結し、事件は解決することに

なります。 

 令和６年度は、令和５年度からの繰越しが

１件、新規申立が１件ございました。前年度繰

越分は申立人による取下げにより終結しており

ます。 

 新規申立は、今年の２月に申立のあったもの

ですが、審査の手続上、当事者双方の主張や証

拠を調査・整理して争点を明らかにしていくな

ど、審査に時間を要しますため、次年度に繰り

越しております。 

 続きまして、資料の４ページを御覧ください。 

 （２）労使紛争あっせん事件についてでござ

います。 

 まず、①集団的事件についてであります。こ

れは、労働組合と使用者との間に生じた労働関

係に関する紛争について、労働委員会が間に入

り、双方の歩み寄りを促すことで、紛争の解決

に努めるものでありますが、令和６年度は、取

扱事件はございませんでした。 

 次に、②個別的事件についてであります。こ

れは、労働者個人と使用者との間に生じた労働
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関係に関する紛争について、労働委員会が間に

入り、双方の歩み寄りを促すことにより、紛争

の解決に努めるものであります。 

 アの取扱件数ですが、令和６年度は、新規の

申請が５件ございました。終結状況としまして

は、解決が３件、被申請者があっせんに応じな

かったことによる打切りが２件となっておりま

す。 

 事件の内容につきましては、イの内容別件数

のとおりでありますが、最も多いのは解雇・雇

止め及び退職の各３件となっております。 

 続きまして、資料の５ページを御覧ください。 

（３）労働相談についてでございます。労働

相談は、職場での様々なトラブルで悩んでいる

相談者に対しまして、労働関係法令に関する情

報提供や助言を行うとともに、内容によりまし

ては、先ほど御説明しましたあっせん制度を紹

介するものであります。 

 まず、①相談者別件数ですが、令和６年度は、

292件の相談があり、そのうち269件は労働者個

人からの相談となっております。 

 次に、②内容別件数ですが、これは、欄外に

ありますように、１件の相談に複数の内容を含

む場合がありますので相談者別件数とは合計が

一致しませんが、パワハラ・嫌がらせに関する

相談が106件と最も多く、次いで、退職、年休、

労働契約に関する相談が多く寄せられておりま

す。 

○内田主査  執行部の説明が終了しました。 

委員の皆様から質疑はございませんか。 

○福田委員  資料５ページに、退職の件数が41

件とあるんですけれども、退職については具体

的にどういう内容で揉めるんですか。 

○米村調整審査課長  退職も様々だと思います

けれども、例えば、辞めたいのに辞めさせても

らえないというような相談もあるかもしれませ

んし、退職するんだけれども、年休分のお金が

もらいたいとかです。また、解雇に近いような

形でパワハラがあって、やはり辞めたいとかい

うようなこともあります。 

複数に絡む場合もありますし、単独で辞めた

いんだけれどもどうしたらいいかというような

相談もあるかと思います。 

○山口副主査  予算のところで、不用額が生じ

た理由が、相談件数が予定より少なかったとい

うことでした。実際、見込みは何件だったんで

すか。 

○米村調整審査課長  補正予算を組むときに、

今までの件数は置いておいて、今後、不当労働

行為事件が１件出るのではないかとか、あっせ

ん事件が数件出るのではないかとかいうような

ことを加味して見込みを立てていたところです。 

 前回見込みを立てているときには、不当労働

行為が１件、集団的なあっせん等について１件、

個別のあっせんについて１件あるのではないか

ということで予定していたところです。 

○内田主査  ほか、ございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、以上をもって、労働委

員会事務局を終了いたします。 

 執行部の皆様、お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午後１時11分休憩 

───────────────────── 

   午後１時13分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 令和６年度決算について、部長の概要説明を

求めます。 

○児玉商工観光労働部長  商工観光労働部の令

和６年度決算につきまして御説明いたします。 
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 まず、総合計画の施策体系表に基づきまして、

主要施策の成果について御説明いたします。 

 決算特別委員会資料の右下のほうに決算３と

書いてありますが、３ページを御覧ください。 

 この施策体系表につきましては、県総合計画

の分野別施策のうち、商工観光労働部に関連す

るものを記載したものであります。当部では、

「人づくり」、「産業づくり」の分野において、

事業を実施してきたところでございます。 

 まず、「人づくり」の分野についてでありま

すが、一人ひとりが尊重され、共感し合い活躍

できる社会づくりを進めるため、「宮崎県人会

活性化・ネットワーク化」など、グローバル化

への対応に取り組んだところであります。 

 次に、「産業づくり」の分野ですが、経済・

交流を支える基盤の整備を進めるため、「半導

体関連人材育成」や「働きやすい職場「ひなた

の極」強化」など、みやざきの未来を切り拓く

多様な産業人材の育成・確保に取り組んだとこ

ろであります。 

 ４ページを御覧ください。 

 地域に根ざした企業・産業の振興を図るため、

「小規模事業者パワーアップ支援」や、５ペー

ジ目になりますけれども、「ものづくり企業物

価高騰対策設備等改修支援」、「半導体関連企

業誘致加速化」など、経済と雇用を支える企

業・産業の持続的な発展に取り組んだところで

ございます。 

 ６ページを御覧ください。 

 こちらにありますように、「みやざき地域課

題解決型起業支援」や「みやざき新ビジネス創

出支援」、「製造業脱炭素推進モデル育成」な

ど、競争力強化のためのチャレンジ支援にも取

り組んだところでございます。 

 次に、活発な観光・交流による活力の維持・

創出を図るため、「宿泊業の生産性・サービス

向上支援」や、７ページになりますが、「ス

ポーツキャンプ総合窓口等設置」、「市町村ス

ポーツ施設等整備強化」など、観光の振興に取

り組んだところでございます。 

 主な施策の概要については、以上であります。 

 次に、資料８ページを御覧ください。 

 令和６年度歳出の決算状況につきまして御説

明します。 

 一般会計は、下から５段目の計の欄になりま

すが、予算額512億498万2,841円、支出済額443

億1,747万2,943円、明許繰越額13億517万2,000

円、不用額55億8,233万7,898円、執行率86.5％

で、翌年度繰越額を含めた執行率は89.1％とな

っております。 

 次に、特別会計は、下から２段目の計の欄に

なりますが、予算額5億392万1,000円、支出済額

3億3,332万8,968円、明許繰越額5,026万8,000円、

不用額１億2,032万4,032円、執行率66.1％で、

翌年度繰越額を含めた執行率は76.1％となって

おります。 

 一般会計と特別会計をあわせました部の合計

は、一番下の欄になりますが、予算額517億890

万3,841円、支出済額446億5,080万1,911円、明

許繰越額13億5,544万円、不用額57億266万1,930

円、執行率86.4％、翌年度繰越額を含めた執行

率は89.0％となっております。 

 次に、資料９ページを御覧ください。 

 監査における指摘事項については記載のとお

りでございます。 

 また、監査委員から提出されました令和６年

度宮崎県歳入歳出決算審査意見書におきまし

て、３件の意見・留意事項等がございました。

これらについては、後ほど、関係課長から説明

いたします。 
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○内田主査  部長の概要説明が終了いたしまし

た。これより、商工政策課、企業振興課、雇用

労働政策課、企業立地課の審査を行います。 

 令和６年度決算について、各課の説明を求め

ます。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○河村商工政策課長  商工政策課の令和６年度

決算につきまして、御説明いたします。 

 当課は、一般会計と特別会計がございまして、

まず、一般会計について説明いたします。 

資料10ページを御覧ください。 

 表の上から２段目、一般会計のところでござ

いますが、予算額は425億7,243万6,000円、支出

済額は367億17万1,162円、翌年度への繰越額は8

億3,273万円、不用額は50億3,953万4,838円、執

行率は86.2％、翌年度繰越額を含む執行率は

88.2％でございます。 

 次に、目の執行残が100万円以上のもの、及び

執行率が90％未満のものについて御説明いたし

ます。 

資料11ページを御覧ください。 

上から３段目の（目）商業総務費であります。

不用額が117万3,838円となっております。 

 不用額の主なものにつきましては、上から

７つ目の共済費の部分でございまして、不用額

82万1,850円となっております。こちらにつきま

しては、令和７年１月30日付けで職員の給与に

係る地方職員共済組合の基礎年金拠出金の負担

金率が、令和６年４月１日に遡及して引き下げ

られたことによりまして、執行残が生じたもの

でございます。 

 資料12ページを御覧ください。 

 （目）商業振興費でございます。不用額が50

億3,510万9,540円となっております。 

 主なものといたしましては、下から４つ目の

負担金、補助及び交付金が不用額3,290万9,422

円、その下の貸付金が不用額50億円となってお

ります。 

 このうち、負担金、補助及び交付金につきま

しては、「中小企業融資制度利子補給」におい

て、利子補給件数が見込みを下回ったこと、ま

た、令和５年度からの繰越事業であります「小

規模事業者パワーアップ支援」におきまして、

事業期間中の申請の取り下げなどにより執行残

となったものでございます。 

 また、貸付金の50億円の部分ですが、こちら

については、大規模な自然災害や急激な景気の

悪化等へ対応するため、緊急対策枠として中小

企業融資制度の原資預託金を50億円確保してい

たものでございまして、こちらについては対応

が不要であったことから全額が執行残となった

ものであります。 

 14ページを御覧ください。 

 一番上の（目）工鉱業振興費でございますが、

不用額が163万6,918円となっております。 

 これは主に、説明欄に事業名を記載しており

ますが「みやざき地域課題解決型起業支援」に

おきまして、補助対象事業者の補助金額の確定

に伴い執行残となったものでございます。 

 15ページを御覧ください。 

特別会計について御説明いたします。 

 一番上段の小規模企業者等設備導入資金でご

ざいますが、予算額は２億7,680万円、支出済額

は１億6,657万9,388円、不用額は１億1,022万

612円、執行率は60.2％、翌年度繰越額を含む執

行率についても同様に60.2％となっております。 

 こちらについては上から４段目の（目）小規

模企業者等設備導入事業助成費において、不用

額が１億1,022万612円となっております。こち
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らにつきましては、次年度以降の貸付原資など

として令和７年度に繰り越すものでございます。 

 次に特別会計の歳入決算について、御説明い

たします。 

 16ページ目を御覧ください。 

 令和６年度小規模企業者等設備導入資金特別

会計歳入歳出決算書でございます。 

 ページ中ほどの歳入合計の欄を御覧ください。 

 まず、調定額については４億564万6,400円、

その右の収入済額については２億8,400万920円、

１つ飛んで収入未済額につきましては１億2,164

万5,480円となっております。 

 特別会計の歳入決算につきましては以上でご

ざいます。 

 次に、17ページ目を御覧ください。 

主要施策の成果に関する報告書について御説

明いたします。 

 「産業づくり」の「２ 地域に根ざした企

業・産業の振興」の「（１）経済と雇用を支え

る企業・産業の持続的な発展」でございます。 

 この表にあります施策推進のための主な事業

及び実績について、主要なものを説明いたしま

す。 

 18ページを御覧ください。 

 こちらに３つの事業を記載しておりますが、

各事業については、中小企業等への支援を促進

するため、県中小企業団体中央会や商工会等に

対する人件費及び事業費等への補助をはじめ、

事業者に対して、事業の強化や新分野進出など

に関する助言や指導を行うなど、経営基盤の強

化を支援したものであります。令和６年度にお

きましても、巡回指導など多くの経営指導等を

実施したところでございます。例えば、表の中

段にありますとおり、「小規模事業経営支援事

業費補助金」の実績内容のところにございます

が、商工会等における経営改善普及事業といた

しまして、巡回指導２万7,389件、窓口指導４万

3,817件となっておりまして、幅広く事業者への

支援が実施できたものと考えております。 

 19ページを御覧ください。 

 上段、「商工会事務局体制強化」につきまし

ては、市町村と連携いたしまして商工会の事務

局長が不在となっている商工会に対して事務局

コーディネーターを設置し、経営指導員等が経

営改善普及事業に専念できる体制を整備するも

のでございまして、11市町村の16商工会に対し

て支援を行ったところでございます。 

 下段の「中小企業ＢＣＰ策定等緊急支援」に

つきましては、防災・減災設備の導入に係る経

費を補助したほか、ＢＣＰ策定のハードルを下

げるため、「宮崎県版ＢＣＰひな形」、「宮崎

県版ＢＣＰひな形ライト」等を作成・公表する

とともに、経営指導員向け研修会も実施したと

ころでございます。 

 20ページを御覧ください。 

 上段の「地域をつなぐ！みやざき商店街人材

育成」でございますが、商店街などの課題解決

をリードする人材育成を目的とするものでござ

いまして、開催した講座には32名の方に御参加

いただいたところでございます。 

 下の、「小規模事業者パワーアップ支援」に

つきましては、新事業展開、販路開拓や生産性

向上等に取り組む小規模事業者に対しまして、

機械設備等の導入などに係る経費を補助するも

のでございまして294者の事業者に対して支援を

行いました。 

 少し補足ですが、25ページを御覧いただけれ

ばと思います。 

こちら、施策の成果と書いておりますが、①

の成果指標が今説明を差し上げた「小規模事業
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者パワーアップ支援」にかかるものでございま

す。成果指標といたしまして、①の括弧部分に

ありますが、対前年同月比売上高５％増の事業

者数、あるいは事業所内の最低賃金を５％引き

上げるという目標を掲げておりまして、それぞ

れこのパワーアップ支援事業を受けた事業所の

５割以上において、この目標を達成したという

実績になっているところです。 

 21ページを御覧ください。 

 一番上の、「物価高騰等対策プレミアム付商

品券等発行」につきましては、こちら令和５年

度２月補正で措置したものを、令和６年度に繰

り越して実施したものでございます。物価高騰

などの対策としての消費喚起施策として、地域

の実情に応じたプレミアム付商品券や地域通貨

ポイントの付与など、消費喚起策に取り組む市

町村を支援したところでございます。 

 なお、令和７年度への繰越額として５億9,040

万円を記載しております。こちらについては、

令和６年度２月補正予算において措置したもの

を令和７年度に全額繰り越したもので、現在、

同様の事業を実施しているものです。 

 その他、２つを下段に記載しておりますが、

これらの事業につきましては、中小企業金融対

策といたしまして、厳しい経営環境にある企業

ですとか、新事業に積極的に取り組む企業に対

しまして、事業資金を安定的かつ円滑に供給す

るための原資の預託や信用保証料の補助等を行

ったものです。 

 主な実績といたしましては、中ほどの「中小

企業融資制度貸付金」の欄にありますとおり、

新規融資実績が2,065件、377億3,180万円となっ

ているところでございます。 

 22ページを御覧ください。 

 一番下の「中小企業再生支援強化」でござい

ますが、県内中小企業者の経営改善等を図るた

め、経営改善計画及び再生計画の策定に要する

経費の一部を補助したものです。令和６年度の

実績は記載のとおり、経営改善計画が27件、再

生計画は９件となっております。 

 23ページを御覧ください。 

 一番上の、「中小企業支援ネットワーク経営

支援強化」は、中小企業者の経営改善や事業再

生を促進するため、支援を行う側である商工団

体等のスキルアップや多職種の外部専門家の連

携を図るもので、経営支援スキルアップ研修を

11回実施したほか、多職種専門家連携では14件

の支援を実施したところです。 

 また、一番下の、「プロフェッショナル人材

戦略拠点」につきましては、県内企業と都市部

のプロ人材とのマッチングを支援するものでご

ざいまして、令和６年度の成約件数は62件とな

っております。 

 27ページを御覧ください。 

 こちらは「（２）競争力強化のためのチャレ

ンジ支援」でございますが、表にあります「み

やざき地域課題解決型起業支援」については、

本県の様々な社会的課題の解決に取り組む起業

者に対しまして、開業費用の補助や伴走型支援

を行うもので、８件を支援したところでござい

ます。 

 主要施策の成果については、以上でございま

す。 

 29ページを御覧ください。 

 29ページにつきましては、令和６年度宮崎県

歳入歳出決算審査意見書について御説明します。 

 （１）小規模企業者等設備導入資金特別会計

についてでありますが、こちらについては、小

規模企業者等の設備投資を促進するため、設備

資金貸付事業の経理を行うために設置されたも



令和７年９月29日(月) 

 - 8 -

のでございます。 

 30ページを御覧ください。 

 本会計につきまして、一番下の意見・留意事

項等の欄にございますとおり、「貸付金の収入

未済額については、引き続き償還促進の努力が

望まれる」との意見をいただいたところでござ

います。 

 収入未済額につきましては、訪問や文書催告

等により回収に努めておりますが、収入未済額

につきましては１億2,164万5,480円となってお

ります。 

 引き続き、償還促進に努めますとともに、県

財務規則の要件を満たした債権につきましては、

不納欠損処理等についても検討してまいります。 

 最後に、31ページを御覧ください。 

監査結果報告書指摘事項について御説明いた

します。 

 支出事務の指摘事項についてでありまして、

中小企業再生支援強化事業補助金について、交

付決定事務の遅れているものがあったとの指摘

でございます。 

 改善に向けてございますが、指摘内容につき

まして職員への情報共有を行いまして、意識の

徹底を図るとともに、事務処理の進捗状況を所

属内で共有し、確認を徹底することで適正な事

務処理に努めてまいります。 

○徳地企業振興課長  資料32ページを御覧くだ

さい。 

 表の上から２段目の企業振興課計の欄ですが、

令和６年度の予算額は24億1,109万6,000円、支

出済額は19億9,726万2,795円で、翌年度への繰

越額は３億6,057万9,000円、不用額は5,325万

4,205円であり、執行率は82.8％、翌年度繰越額

を含んだ執行率は97.8％となります。 

 次に、目の不用額が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものにつきまして御説明いた

します。 

 下から４段目の（目）工鉱業総務費、不用額

464万1,011円であります。 

 主な内容としましては、一番下の段の共済費

について、基礎年金拠出金の負担率が令和６年

４月１日に遡って引き下げられたことに伴い、

見込みを下回ったものでございます。 

 続きまして、33ページを御覧ください。 

 一番上の段の（目）工鉱業振興費、不用額

4,002万1,413円であります。 

 その主な内容は、下から４段目の負担金、補

助及び交付金のうち、主なものとして、右側の

説明欄中ほどに記載しております「ものづくり

企業物価高騰対策設備等改修支援」などでござ

います。 

 これは、県内製造業者の省力化や自動化、生

産性向上等の設備改修に対する支援であり、令

和５年度からの繰越予算により実施したもので

ございますが、補助額が確定したことにより、

執行残が生じたものであります。 

 次に、34ページを御覧ください。 

 １段目の（目）工業試験場費、不用額850万

8,579円であります。これは、工業技術センター

の維持管理経費等でありますが、その主な内容

として、表の中ほどの需用費につきまして、光

熱水費や修繕等に要する経費が見込みを下回っ

たことにより、執行残が生じたものであります。 

 続きまして、主要施策の成果に関する報告書

について御説明いたします。 

 35ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の１、「（１）みやざきの未

来を切り拓く多様な産業人材の育成・確保」で

ございます。 

 表中の上の「みやざきＩＣＴ産業を担う人材
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育成」、下の「ＩＣＴ産業人材マッチング支援」

では、ＩＣＴ人材の確保に向けて研修を実施し、

ＩＣＴ技術者の育成を図るとともに、首都圏在

住で、本県に関心を持つＩＣＴ技術者とのネッ

トワークを構築し、県内企業とのマッチングを

図ったところでございます。 

 36ページを御覧ください。 

 表中の上の新規事業「半導体関連人材育成」

では、半導体関連産業における人材育成・確保

のため、子どもとその保護者向けの理解促進イ

ベントの開催や中学校・高校での出前授業の実

施、産学官連携による大学講義の取組強化等に

取り組んだところでございます。 

 次に39ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の２、「（１）経済と雇用を

支える企業・産業の持続的な発展」であります。 

 主な事業につきまして御説明いたします。 

40ページを御覧ください。 

 表中の上の「先端技術を活用した食のビジネ

スモデル創出拡大」では、食に関するＡＩ技術

等に強みを持つ企業と県内企業のマッチングを

図ったほか、最先端のテクノロジーを駆使し、

食に関する問題解決や食の可能性を大きく広げ

ていく技術であるフードテック導入の機運醸成

を図るセミナーを実施したところでございます。 

 表中の下の「食品の安全認証取得等販売力強

化」では、食品製造業者の新たな販路獲得に欠

かせない食品安全の国際規格の認証取得や食品

の安全確保のための施設改修など、12件の取組

を支援したところであります。 

 41ページを御覧ください。 

 表中の上の「下請企業振興」では、県内中小

企業の取引の拡大を図るため、受発注企業の登

録や、取引のあっせん、商談会の開催に加え、

都市圏での商談会への出展支援を行ったところ

でございます。 

 その下の「ものづくり企業物価高騰対策設備

等改修支援」では、電力や燃油など物価高騰の

影響を受けるものづくり企業35社における、省

力化や自動化などの取組を支援したところでご

ざいます。 

 なお、補正予算の関係により、一部財源を今

年度に繰り越しております。 

 42ページを御覧ください。 

 表真ん中の「東九州メディカルバレー構想拠

点強化」では、医療関連機器産業への新規参入

や取引拡大を図るためコーディネーター等を配

置し、延べ61社に対して、製品開発への支援を

行ったほか、延べ15社に対して、医療関連機器

に係る展示会への出展支援を行ったところであ

ります。 

 43ページを御覧ください。 

 表中の上が工業技術センター、下が食品開発

センターの研究開発事業でございます。 

 工業技術センターでは、資源環境部、材料開

発部、機械電子部の課題11テーマ、食品開発セ

ンターでは、食品開発部、応用微生物部の課題

７テーマについて研究開発を行うとともに、企

業からの依頼に基づき、Ｘ線や赤外線を照射し

て分析や測定を行う試験、各分野にわたる様々

な技術指導や相談に対応したところでございま

す。 

 46ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の２、「（２）競争力強化の

ためのチャレンジ支援」であります。 

 表中の新規事業「みやざき新ビジネス創出支

援」では、デザインの力をブランド構築やイノ

ベーションの創出に活用するデザイン経営の考

え方を商品開発や販路確保につなげるため、

９つの県内事業者とデザイナー等のマッチング
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を図り、伴走支援を実施したほか、県産農林水

産物等を活用して開発された商品の審査会、Ｍ

ＩＹＡＺＡＫＩ ＦＯＯＤ ＡＷＡＲＤを開催

したところであります。 

 47ページを御覧ください。 

 表中の上の「地域産業技術開発促進・新事業

創出推進」では、県内企業が有する技術を生か

した新たな事業展開や新製品の研究、開発を目

指し、支援を実施しました。 

 主な実績としまして、地域産業技術マーケテ

ィング支援では、自社技術の有意性検証や用途

探索といった技術マーケティングに関するセミ

ナーや企業のニーズに寄り添った支援を行った

ほか、新事業創出支援では、新たなビジネスモ

デルの実現に挑戦するなど、持続的な成長が期

待される次世代リーディング企業８社に対し、

コーディネーターによる伴走支援を実施しまし

た。共同研究開発支援では、県内企業が大学や

公設試験研究機関と行う産学官共同研究開発な

どに関して、事業可能性調査・研究開発併せて

18件の支援をしたところでございます。 

 表の真ん中の新規事業「製造業脱炭素推進モ

デル育成」では、製造事業者の脱炭素の取組を

促進するため、モデル企業３社を選定し、エネ

ルギー診断を実施した上で、温室効果ガス排出

量削減計画の策定を支援したところでございま

す。 

 48ページを御覧ください。 

 表中、「みやざきスタートアップ創出・成長

促進」では、創業の機運醸成を図るため、資金

調達や企業体験等のセミナーやワークショップ

を９回開催したほか、スタートアップ企業の技

術検証のマッチングやスタートアップ支援資金

の調達について支援したところであります。 

 主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。 

 なお、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○湯浅雇用労働政策課長  雇用労働政策課の令

和６年度決算につきまして、御説明いたします。 

 決算51ページを御覧ください。 

 表の１段目の雇用労働政策課計の欄ですが、

当課の令和６年度一般会計の決算額は、予算額

13億9,348万3,000円、支出済額13億3,654万

9,720円、翌年度への繰越額は433万4,000円、不

用額5,259万9,280円、執行率は95.9％、翌年度

繰越額を含む執行率は96.2％であります。 

 次に、目の執行残が100万円以上のものについ

て御説明いたします。なお、執行率が90％未満

のものはございません。 

 まず、上から４段目の（目）労政総務費です。

右から３列目の不用額は365万854円となってお

ります。 

 主な理由ですが、若者等を中心に本県での就

職活動に要する交通費等を補助する新規事業

「ＵＩＪターン人材獲得」において、交通費等

への補助金が見込を下回ったため、一番下の段

になりますが、負担金、補助及び交付金の執行

残が生じたことなどによるものです。 

 53ページを御覧ください。 

 上から２段目の（目）職業訓練総務費です。

不用額は405万8,088円となっております。 

 主なものは、上から６段目の共済費でありま

すが、これは、令和７年１月30日付けで、職員

の給与に係る地方職員共済組合の基礎年金拠出

金の負担金率が令和６年４月１日に遡及して引

き下げられたことにより、執行残が生じたもの

であります。 

 54ページを御覧ください。 

 表の１段目の（目）職業訓練校費です。不用
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額は4,393万2,239円となっております。 

 主な理由ですが、離職者等の再就職を促進す

るための委託訓練において、訓練の受講者数が

見込みを下回ったことにより、上から５段目の

報償費及び報償費の４段下の委託料に、それぞ

れ執行残が生じたことなどによるものです。 

 当課の決算につきましては以上です。 

 次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。 

 決算55ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の「１ 経済・交流を支える

基盤の整備」の「（１）みやざきの未来を切り

拓く多様な産業人材の育成・確保」についてで

す。 

 主な事業について、順に御説明いたします。 

 56ページを御覧ください。 

 新規事業「働きやすい職場「ひなたの極」強

化」です。この事業は、育児休業取得後の職場

復帰を支援する奨励金給付や情報発信強化によ

り、「ひなたの極」認証制度の更なる普及促進

に集中的に取り組むもので、令和６年度は14社

を「ひなたの極」として認証しました。 

 その下の、新規事業「賃上げにつながる職場

環境整備支援」です。この事業は、県内企業に

おける持続的な賃上げの後押し等につながるセ

ミナーと専門家による個別相談会を令和７年度

に全額繰り越して行うものです。実施予定の

５回のうち、９月に宮崎会場で２回、都城と延

岡会場で各１回の計４回を既に実施しており、

残りの１回を今後、宮崎会場で実施予定です。 

 57ページを御覧ください。 

「女性と高齢者の就業支援」です。この事業

では、みやざき女性就業支援センター及びみや

ざきシニア就業支援センターを運営し、就労相

談等による利用者数はそれぞれ1,178人、1,194

人となっております。また、就職決定者は136人、

113人となっております。 

 その下の、改善事業「若年無業者等就職サ

ポート」です。この事業では、ヤングＪＯＢサ

ポートみやざきの運営を行い、40歳未満の若年

者を対象に、キャリアカウンセリングや就職に

関する情報提供等を行い、281人の就職が決定し

ております。また、みやざき若者サポートス

テーションにおいては、心理カウンセリングや

短期の職場体験を実施しており、132人の就職決

定に繋げております。 

 58ページを御覧ください。 

 「中・高校生の県内就職促進」です。この事

業では、中・高校生に対して、対象学年に応じ

た企業説明会等を開催するとともに、県内就職

支援員による各私立学校との連携や、就職総合

情報サイトによる県内企業の情報提供等を実施

しております。このうち、高校３年生向け応募

前ジュニアワークフェアでは、高卒者向けの求

人票が公開される７月１日以降に、県内４か所

で企業説明会を開催し、合計で231企業、1,043

人の生徒が参加いたしました。 

 59ページを御覧ください。 

 ２つ目の事業「就職説明会等開催」です。こ

の事業では、求職者と県内企業の出会いの場と

して、県内外の大学生や一般求職者に対し、オ

ンラインや対面による就職説明会を開催してお

ります。このうち、オンラインにより今年2月に

実施した就職説明会には143人、102企業が参加

しております。 

 60ページを御覧ください。 

 「宮崎で暮らす働く、県内就職促進」です。

この事業では、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センターにおいて、ふるさと宮崎人材バンクを

活用した無料職業紹介事業を運営しており、人
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材バンクにおいては、令和６年度末時点の登録

求職者563人、就職決定者185人となっておりま

す。 

 61ページを御覧ください。 

 新規事業「ＵＩＪターン人材獲得」です。こ

の事業では、ＵＩＪターン就職希望者に対し、

県内企業への就職活動に要した交通費等の補助

を行う、ＵＩＪターン就活応援補助金事業を実

施し、312件の補助を行いました。併せて、当該

補助金の周知のための広報等も実施いたしまし

た。 

 62ページを御覧ください。 

 ２つ目の事業「技能向上対策」です。ここで

は、将来を担う若者などの「ものづくり」への

関心を高めるため、小中学校や高校等に技能士

を派遣し、技能体験教室や技能講座等を行い、

10月にイオンモール宮崎で開催した技能まつり

では2,514人がものづくり体験に参加し、その魅

力に触れていただきました。 

 63ページを御覧ください。 

 「県立産業技術専門校」です。この事業では、

西都市の本校において、高校卒業者以上の方を

対象に電気設備科など４科で１、２年生合わせ

て116人に対し、２年間の普通課程による職業訓

練を行ったところです。また、分校の高鍋校で

は、中学校卒業者以上の方を対象に建築科な

ど３科、７人に対し、１年間の短期課程による

職業訓練を行いました。そのほか、委託訓練に

つきましては、パソコンや医療事務、介護福祉

士等の訓練コースを設け、離職者等を対象とし

て、合計681人の方に職業訓練を実施し、県民の

就職促進に努めたところです。 

 主要施策の成果については、以上であります。 

 なお、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○今村企業立地推進局長  企業立地課の決算に

つきまして御説明します。 

 資料の66ページを御覧ください。 

 当課の令和６年度一般会計の決算額は、予算

額10億837万8,000円、支出済額8億9,301万9,627

円、翌年度への明許繰越額2,128万9,000円、不

用額9,406万9,373円、執行率は88.6％、翌年度

繰越額を含む執行率は90.7％であります。 

 次に、不用額が100万円以上のもの、執行率が

90％未満のものにつきまして御説明します。 

 ページ中ほどの（目）工鉱業振興費でありま

すが、不用額9,369万4,531円となっております。 

 その主な理由については、まず、委託料の不

用額158万2,559円ですが、これは主に、高原町

にあります宮崎フリーウェイ工業団地の分筆・

測量に要する費用が不用となったものでありま

す。 

 次に、負担金、補助及び交付金の不用額8,932

万円ですが、「企業立地促進補助金」の執行残

が主なものであります。 

 なお、「企業立地促進補助金」は、立地企業

の新規雇用や設備投資等の実績に応じて支払う

ものでありまして、毎年年度中に補助金の申請

資格のある立地企業に対し、年度内の申請の有

無と見込額を確認しているところでありますが、

実績払いでありますので、雇用とか投資が計画

どおりにいかない等の理由により、実際の補助

申請額が見込額を下回ったため、執行残が生じ

たものであります。 

 続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

いて、御説明します。 

 資料の68ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の２、「（１）経済と雇用を

支える企業・産業の持続的な発展」であります。 

 施策推進のための主な事業及び実績の表１段
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目の「地域工業団地整備促進」であります。 

 近年、県内において企業等に御紹介が可能な

工業団地が不足している状況にあります。その

ため、市町村等が実施する工業団地整備への支

援を行い、県内各地域における工業団地の整備

促進を図ったところであります。具体的な事業

内容としましては、市町村等が行う工業団地整

備に関する事前調査や排水施設、取付道路等の

基盤施設の整備、さらには、工業団地の分譲を

促進するための広報活動費に対して補助を行う

ものでありますが、令和６年度は、都城市と延

岡市土地開発公社に、調査事業等の補助金を交

付したところであります。 

 資料の69ページを御覧ください。 

 こちらは「半導体関連企業誘致加速化」であ

ります。 

 皆様も御承知のとおり、現在、国内外におい

て半導体関連企業の投資が活発化しております

が、九州におきましては、新生シリコンアイラ

ンド九州の実現に向けまして、産学官が連携し

た動きが高まっております。そのため、本県も

その一翼を担うべく、半導体関連企業等を誘致

するための広い用地の確保や誘致活動を加速化

させ、もっと若者の県内就職や、ＵＩＪターン

を促進し、県内産業の振興を図るための経費で

ございます。 

 事業内容としましては、市町村等が行う半導

体関連企業等の誘致を目的とした工業団地整備

に係る適地調査等の基盤調査事業に対して補助

を行うものであり、令和６年度は宮崎市に補助

金を交付するとともに、日向市と日南市に交付

決定をしました1,760万円については、事業期間

の関係等で令和７年度に繰り越したところであ

ります。 

 また、誘致活動としましては半導体関連企業

へのトップセールスや、国際的な半導体関連展

示会であるセミコン台湾2025への出展に向けた

準備等を行ったところであります。 

 次の「誘致対象企業開拓」でありますが、こ

れは民間のインターネットサービス、それから

民間企業のネットワークを活用し、本県に立地

可能性のある企業を効率的に新規開拓するため

の経費でありまして、令和６年度は、この事業

を通じまして企業との面談とか県内視察などが

計18件実現したところであります。 

 次に、「企業立地促進補助金」でありますが、

令和６年度は、補助金の申請のありました31企

業に対し、新規雇用者数や設備投資の額などの

実績に応じ、補助金を交付したところでありま

す。 

 主要施策の成果につきましては、以上です。 

 なお、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○内田主査  説明が終了いたしました。 

委員の皆様から質疑はございませんか。 

○日高委員  資料68ページの「地域工業団地整

備促進」の中で、調査とかいろんなことをされ

るということですが、取付道路や排水設備につ

いては県がやるんですか。 

○今村企業立地推進局長  こちらにつきまして

は、基本的に市町村への補助となります。市町

村の工業団地でありますので、整備は市町村に

なります。 

○日高委員  補助するわけでしょう。どのくら

い補助するんですか。 

○今村企業立地推進局長  補助率が決まってお

りまして、「地域工業団地整備促進」の800万円

については、補助率が３分の１となっておりま

す。次の「半導体関連企業誘致加速化」も工業

団地の補助があるんですが、こちらは半導体関
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連企業に特化した団地ということで、補助率を

かさ上げして２分の１となっております。 

○日高委員  取付道路と排水関係、いわゆる水

を取らないといけないんです。800万円が上限か

分からないけれども……。 

 あと、いろいろな要件がある中で、水が取れ

ないとか、４メートルしか道路幅がないところ

もあります。そのあたりまで県がやるのか。や

はり造成はしないわけですよね。造成までいけ

ないけれども、道路と排水施設に補助金を交付

することを初めて知ったので、そこについて詳

しく教えてください。 

○今村企業立地推進局長  こちらも実は、そう

いう施設整備の補助込みの額になっておりまし

て、県全体で年間800万円しかないものですから、

市町村からはこれが足りないという声は聞いて

いるところであり、予算化に向けて何とか頑張

りたいと企業立地課としては考えております。 

○日高委員  当初予算で県がプールする予算が

800万円です。使おうと思えば造成にも使えると

いうことですよね。 

800万円の県単事業を予算に上げる必要がある

んですか。例えば、10億円とか。例えば、本当

に県が市町村と連携して、半導体産業を呼び込

もうとか本気でやる気があれば、この800万円の

予算というのはかなり中途半端な置き方だと思

うんです。そのあたりの考え方なんですよね、

次長。 

○松浦商工観光労働部次長  私も令和４年度に

企業立地課長をしておりまして、その当時も予

算が800万円でした。そのときの市町村の取組状

況としては、造成までいかずに設計段階でとい

う事例もありまして、当時は800万円の予算を消

化しきれないような状況でございました。その

ときの状況で市町村の工業団地に取り組む状況

も違いますので、予算の増減というのがかなり

ございまして、なかなか市町村のニーズに即時

に予算額として対応できていないという状況は、

委員の御指摘のとおりかと思います。 

 そのため、資料69ページの「半導体関連企業

誘致加速化」の事業を取りまして、半導体関係

という縛りはかけているんですけれども、団地

整備の予算を別に※5,000万円用意するような形

で、取組の工夫はしているところでございます。 

○日高委員  ということは、800万円があって、

半導体関連でまた※5,000万円。今の説明だと、

半導体関連の5,000万円は何でも使っていい、

プールしている予算ということですね。800万円

は結局何でも使えるというやつですが、5,000万

円はそうじゃないような気がしています。 

○今村企業立地推進局長  800万円のほうにつき

ましては、調査も、それから基盤施設の整備に

も補助をするんですけれども、この4,000万円の

ほうは基本的に調査のみの補助であります。次

長が5,000万円と申しましたけれども、工業団地

に使えるのはこのうちの約4,000万円でございま

す。 

 それから、そもそも造成の支援・補助は検討

しておりません。 

○日高委員  造成の支援は当然していないと思

うんですけれども、先ほど次長が令和４年に課

長をされていたときに、800万円が消化しきれな

かったと言われました。するわけないです。800

万円で造成とか。工業団地を造成しようと思っ

たら、億かかりますよ。800万円はどうかなと思

います。800万円がいいのか、それともどかんと

やるのか。800万円があるから何でも使っていい

というのは少し違う気がします。これが仮に

８億円あったら、億単位でどんどん執行します 

※このページの右段に訂正発言あり 
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よ。以前、30億円くらい県が貸し付けをしてい

ました。あれももうないでしょう。決算から外

れてしまいますが、800万円で何ができるんです

か。 

市町村によっては宮崎市みたいな大きい都市

もあれば、串間市のような小さい市もあったり、

町もあるわけで、そこにかけるお金ってなかな

か違うんです。予算がある程度潤沢な市はいけ

るけれども、ないところはなかなか簡単にいき

ません。５～６ヘクタールだったら山でも10億

円かかるんですよ。それで、分譲して売れるか

どうかも分からない状況で、ただ調査費だけ出

すって、今日は決算ですからしようがないです

けれども、800万円、何でも使っていいからどん

どん使ってくださいっていうのは筋的にどうか

なと思います。次長、そのあたりはどう思いま

すか。 

○松浦商工観光労働部次長  委員御指摘のとお

り、現在の市町村の工業団地造成の状況で800万

円という額は非常に少ない額かと思います。そ

の時々の工業団地造成のタイミングですとか、

市町村もまず調査から入って設計、造成という

段階で必要な予算額があると思いますので、必

要額に応じた補助金を準備するというのが理想

的だと思います。そのタイミングに応じた形で

対応できるような形で取り組んでまいりたいと

思います。 

○日高委員  だから、調査費のみの800万円にし

たほうがいいんじゃないでしょうか。造成費で

800万円ってやはり少し筋が違うと思うんです。 

 続けて、資料61ページの「ＵＩＪターン人材

獲得」の交通費補助件数312件についてです。 

若干件数を下回ったということですけれども、

周知等はもともとされていたのでしょうか。こ

ういうのはオーバーして、補正予算を組まない

といけないくらいだと思っています。商工観光

労働部がやっていることが少し中途半端なよう

な気がしています。 

○湯浅雇用労働政策課長  こちら、当初予算で

補助交付金として1,300万円を組んでいて、実際

の補助件数は312件、補助金の交付決定額は681

万円という状況ですが、県政番組や新聞広告等

のいろいろな媒体を使ってＰＲしたところでご

ざいます。これをきっかけに県内企業の魅力を

知ってもらって、ＵＩＪターンにつなげていき

たいという入り口の部分の補助金でもあります。

今年度も実施しておりますし、ＰＲに努めて、

もっと使ってもらえるように頑張りたいと思っ

ています。 

○日高委員  例えば、チケットを割引で買う人

もいれば普通に買う人もいます。このあたりの

基準は何かあるのでしょうか。そういう理由で

申請が来ないとか、何かあるんじゃないですか。 

○湯浅雇用労働政策課長  この補助金につきま

しては、実際の交通費や宿泊費の領収書を出し

ていただいて、それに対する２分の１とか３分

の２の補助を出しておりますので、実費の補助

を出しているというような状況でございます。 

○日高委員  そのあたりは問題ないというとこ

ろですね。どのような問題があると思いますか。

これは、本当は補正予算を組まないといけない

くらい使わないといけないはずなんです。 

○湯浅雇用労働政策課長  担当課としては補正

予算を組むくらい、可能な限りたくさんの媒体

でＰＲしてやらないといけないんですけれども、

この場合、特に考えていますのは、宮崎県にい

る保護者が補助金を知って、県外にいる子供に

これを使って帰ってきてみたらというのがある

かと思いますので、まずはそういった部分。県

外では、県外事務所の個人的なネットワークと
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かＳＮＳ等もありますので、そういうものを使

いながら、実際に県外にいる学生や一般求職者

に届くように、さらに工夫を重ねて周知してい

きたいと思っております。 

○日高委員  よろしくお願いします。 

 もう１つ、大学生・短大生のインターンシッ

プ受入れについてお伺いします。受入企業が46

社、参加人数123人、決算額1,382万3,000円。こ

れはいろいろやっているなと思うんですけれど

も、インターンシップの中身の問題です。イン

ターンシップはどの程度の期間やられているん

ですか。 

○湯浅雇用労働政策課長  まず対象は、大学生、

短大生、専門学校生とかで、期間はいろいろあ

るんですけれども、短いものだと１日だったり、

長いものだとひと月とかかけてやるものもござ

います。 

○日高委員  結局就職につなげないといけない

と考えれば、企業任せというものでもなくて、

実際に労働してもらうとか、実質的に合うか合

わないかというところ。こういった、行政がも

う一歩踏み入れるというところにつなげていか

ないといけないけれども、１か月もインターン

シップを行っているのは聞いたことなくて、本

当はあるのかと思いますが。 

だから、仕事にどうつなげるかなんです。賃

金をどう稼がせるか。高校生は賃金を稼いだら

いけないのでしょうか。いいでしょう。賃金を

稼がせるんです。こういう仕事をしたら、こう

いった対価があるんだということをインターン

シップで学ばせるんです。約1,400万円もかけて

いるので、場合によってはそういうことをすれ

ばいいのではという気がします。 

○湯浅雇用労働政策課長  委員おっしゃるよう

に、このインターンシップは、まさにそういう

職業体験もあります。大学生は離職率が高いと

いうこともありますけれども、こういったイン

ターンシップでいろいろ経験することで、自分

に合う企業に巡り合うというところでも大事だ

と思います。 

 現在、大学等においては、学生に対して積極

的にインターンシップへ取り組むような指導も

されているんですけれども、正直、県内企業に

おいて、インターンシップをしっかり受け入れ

ていくとか、インターンシップをきっかけに就

職につなげていくという意識が、まだまだ県の

取組も足りなくて、周知できていない部分もあ

るかと思います。令和６年度に参加してもらっ

た46企業が挙がっていますけれども、こういっ

た企業をどんどん広げていくような、県内企業

に対する理解を深めるような取組とか、セミ

ナーも実際やっておりますが、そういうところ

にもっと企業が来てもらえるように働きかけて

いきたいと思います。 

○日高委員  企業がどう考えるかだと思うんで

す。人材不足と言って、外国人雇用とか言って

いるけれども、実質、高校生の県内就職率とか、

大学生の県内就職率は、コロナ禍が終わってか

ら、どんどん東京に吸い取られている現状じゃ

ないですか。多分、県内就職率は来年も下がり

ます。 

 だから、大学、短大、もう高校でもいい。こ

の事業には高校がないですよ。そのぐらいから、

世の中はこういうものだと、労働の対価として、

こういうことでお金を稼げるんだというのをや

るべきと思います。 

○湯浅雇用労働政策課長  高校生や中学生に対

する取組は、資料58ページのほうで書かせてい

ただいています。一番上の高校３年生向け、あ

るいはその下の高校１・２年生向けのオンライ
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ンの説明会についてですが、３月の高校受験の

日は１・２年生は自宅で待機ということになり

ますので、その日に合わせてオンラインで、家

からでも企業を学んでいただく取組をしていま

す。あるいはその下の中学生向けに対しては、

県内事業者との意見交換会、あるいは保護者に

対する取組等もやっていますので、こういった

部分で、まず中学生や高校生、そして先ほど説

明しました大学生インターンシップ等につなげ

ていきたいと思っております。 

○日高委員  高校生、中学生向けの主な実績を

見ています。参加企業が何社とか参加生徒が何

名とか、事業的にはこれはできているんです。

でも、何のためにこれをするかというと、若い

人たちに県内に定着してもらうことが狙いです

よね。だから、この事業をするに当たって、成

果が出てこなければならないんです。 

福祉保健部は、子育て支援をやって合計特殊

出生率1.8以上とかいって、できもしないことを

やっているわけです。そんなことではなくて、

できるところに目標を持っていって、明確に県

内定着をやっていくということは、今後もこの

成果がどう現れるかだって決算でないと見えな

いんですけれども。中身はやっているんですが、

目標に達しないと駄目なんです。経過が良くて

も、結果が出ないといけないという話です。 

 だから、こういった雇用や県内定着、企業振

興などが表裏一体の関係になるわけだから、そ

のあたりをしっかりと。次長、そこを総括して

言ってください。 

○松浦商工観光労働部次長  県内の高校生の卒

業後の県内定着に向けての成果目標の御質問と

いうことでよろしかったでしょうか。 

○日高委員  総括って。考え方を言えばいいん

です。 

○松浦商工観光労働部次長  それについては、

前回の常任委員会で説明したんですけれども、

みやざき産業振興戦略のほうで、県内新規高卒

者の県内就職割合を、令和８年３月卒で70％と

いう目標を立てております。県内の大学や短大

等の新規卒は、令和８年３月卒で55％という目

標を掲げておりまして、それに向けて事業を組

み立てて、目標達成に向けて取組を進めている

ところでございます。 

○日高委員  県内高校生の県内就職割合を令和

８年３月卒で70％。注視しておきます。 

○福田委員  関連で資料68ページですが、地域

に根ざした企業・産業の振興とか、経済と雇用

を支える企業・産業の持続的な発展というタイ

トルになっています。69ページの一番下の「企

業立地促進補助金」の約８億2,000万円について、

この補助金交付に値する31企業というのは実績

で出ているんですけれども、この補助金に値す

る条件というのはどういうものがあるんですか。 

○今村企業立地推進局長  まず、県の企業立地

として認定するためには、立地が決まってから

通常は４年以内、大規模案件だと６年以内に、

県内在住の新規雇用者を一定数雇用する必要が

あります。一般だと最低でも５人。県内増設で

は10人を新規雇用していただくということが条

件であります。 

 まず、その条件を確保した上で、雇用者１人

当たりいくら、投資額いくら当たりいくらとい

うことで、後ほど実績に応じて補助金を支払う

ことになっております。 

○福田委員  はっきり言って儲かっていかない

と企業が潰れてしまいますよね。将来性という

のは補助金の対象には入っていないんですか。 

○今村企業立地推進局長  県の企業として誘致

するためには、事前にそのあたりをしっかり確
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認をします。過去３年間において、ちゃんと収

益が上がっているとか、いろいろな民間調査会

社の記録などを参考にしており、それらは誘致

企業とするかどうかのファクターとなっており

ます。 

○福田委員  その前の「誘致対象企業開拓」の

延長上にこの「企業立地促進補助金」というつ

ながりはあるんですか。それとも、全く別個の

ものなのでしょうか。 

○今村企業立地推進局長  やはり新しい企業を

開拓するためにも、そのあたりの実績が上がっ

ているところを、ある程度フィルターで絞り込

んで、さらに本県に立地していただきたい産業

に絞ってアタックをかけるということになって

おります。 

○福田委員  最後に、工業技術センターも材質

などいろいろ開発されていますよね。そういう

ところから、こういう企業に宮崎をもっと発展

させてほしいとかいうような希望をもって誘致

するような作戦はないんですか。 

○今村企業立地推進局長  本県では７つの重点

誘致対象の産業を決めております。今回も挙が

っております半導体関連とか、本県に割と強み

のあるフードビジネス関連といったような業種

は重点的に誘致を進めておるところであり、立

地が成就した暁には、企業立地補助金も若干か

さ上げをしているところでございます。 

○日高委員  県が商工会等46団体に補助してい

る「小規模事業経営支援事業費補助金」につい

てです。県は、将来的に商工会をどう見てます

か。 

○河村商工政策課長  将来的にと言いますと。 

○日高委員  人口も減ってきているから、統合

していこうという動きがあるのか。 

○河村商工政策課長  現時点において足元で統

合の議論があるかと言われると、それはありま

せん。現状よく商工会あるいは市町村の方々か

らは、地域にとって必要な組織だということを

聞いております。もちろん効率化というところ

は必要だと思いますけれども、引き続きその役

割をどう果たしていけるかというところを主眼

に支援していきたいと思っています。 

○日高委員  予算的には昨年並みの執行予算で

来ていたらそれでいいんですけれども、コーデ

ィネーターの派遣とかを市町村に対してもやっ

ているということで、これについても昨年

度……。減っているのかな。いろいろとあるん

ですが、そのあたりは、どちらかというと予算

を確保してくれということだから、決算ではな

いけれども、よろしくお願いします。 

○河村商工政策課長  予算を確保しろという御

指摘だと思いますので、しっかりと受け止めた

いと思います。予算自体は徐々に増えておりま

すけれども、これは処遇改善ですとか、我々公

務員に倣って1人当たりの給与も上げてもらいま

すので、予算総額としては上がってきていると

ころでございます。 

○脇谷委員  商工政策課の15～16ページ、ある

いは29～30ページですけれども、小規模企業者

等設備導入資金特別会計についてです。収入未

済額が１億2,000万円余りあるということですが、

この不用額についてと、どのように見たらいい

のかというのを、もう１回説明していただけな

いでしょうか。 

○長谷川経営金融支援室長  この特別会計です

けれども、決算資料の29ページの真ん中ぐらい

に書いてありますが、県が小規模企業者に対し

て行う、みやざき小規模企業者等設備導入資金

と中小企業者の事業の協業化、工場や店舗など

の集団化・強力化のための資金の貸し付けを行
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っている高度化事業の２つの事業で成り立って

おります。 

 高度化事業に関しましては、資金の一部を国

の独立行政法人中小企業基盤整備機構から資金

を一部いただいて、県の費用も含めて民間企業

へ貸し付けを行っているという事業でございま

す。こちらに関しては、償還がありますと、そ

の都度、県の一般会計や中小企業基盤整備機構

にお返しするということになります。 

 もう一方の、みやざき小規模事業者等設備導

入資金貸付については、公益財団法人宮崎県産

業振興機構が実施しております小規模企業者等

の設備資金の貸与事業を行うものでございます。

こちらに関しましては、予算額１億2,500万円と

いうことで毎年度実施しておりますけれども、

企業が設備を導入する際の資金の一部として貸

し付けを行っております。こちらに関しまして

は、特別会計の中で１億2,500万円、毎年度の貸

し付けの枠を運用しておりますので、当然１億

2,500万円を使い切らないときは、そのまま特別

会計の中にプールしておくという形になってお

ります。７年間で１億2,500万円の枠内、毎年度

回しているような形でございますので、こうい

う特別会計の仕組みで運用しているところでご

ざいます。 

○脇谷委員  ということは、「貸付金の収入未

済額については、引き続き償還促進の努力が望

まれる」と資料30ページにありますけれども、

償還をしても、中小企業基盤整備機構に返すの

であって、償還されなくても、県としては、あ

まり懐が痛まないという感じでいいですか。 

○長谷川経営金融支援室長  一部県費もござい

ますので、最終的に破産ということになります

と、最終的には、県のほうで不能欠損というこ

ともあり得ます。 

○脇谷委員  そうであれば、償還を促進しても

らいたいという気持ちもよく分かりますし、企

業としても、手元の資金がないから、設備投資

はしたいけれども返せないんだというところで、

なかなか償還の促進ができないというところも

あると思います。その落とし所というか、どう

いうところに、県としてはスタンスを持ってい

らっしゃるんでしょうか。 

○長谷川経営金融支援室長  高度化事業に関し

ましては、経営状況が少し芳しくないというよ

うなところにつきましては、中小企業基盤整備

機構のほうがアドバイザーを活用して、現地で

のアドバイスなどもやっておりますので、その

あたりも活用しながら、少しでも償還が円滑に

進むように取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

○山口副主査  同じところですけれども、貸付

金の回収の主体について、先ほどは宮崎県産業

振興機構の実務を委託しているところだという

話も出ましたけれども、どこにあるんですか。 

○長谷川経営金融支援室長  高度化事業に関し

ましては、私ども県のほうで実際、貸付先との

交渉というか、そのあたりの調整をしていると

ころでございます。 

 一方で、宮崎県産業振興機構が行っておりま

す、みやざき小規模事業者等設備導入資金貸付

については、この産業振興機構が主体的に償還

の指導等を行っているところでございます。 

○山口副主査  確認ですが、産業振興機構が行

っているほうについて、仮に貸し倒れとなった

場合──産業振興機構が100万円貸して、100万

円取り返せませんでしたというときは、この100

万円は産業振興機構側が持ってくれるんですか。 

○長谷川経営金融支援室長  そちらに関しまし

ては、県が最終的には負担することになってお
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ります。 

○山口副主査  この指摘については、昨年もお

そらく行われていて、少し未済額が増えてしま

っているところもあると承知しています。また、

今後不納欠損もという話もちらっと出てきてい

ますが、もう少し具体的にどのくらいの可能性

があるのかとか、不納欠損になり得そうなとこ

ろの額の予測とか、そういったものがあれば説

明をいただけないでしょうか。 

○長谷川経営金融支援室長  令和６年度に2,000

万円ほど収入未済額が増えておりますけれども、

こちらは昨年度に破産の手続を開始した貸付先

が１件増えているということで、2,000万円の増

加ということになっております。 

 それ以前にございました約１億円の収入未済

でございますけれども、既に不能欠損処理をし

たものもございます。残りの１億円程度に関し

ましては、貸付先の連帯保証人や相続人が所在

不明であるというようなこともございまして、

まだ財務規則上の要件を満たしておりませんこ

とから、この１億円が残っているような状況で

ございます。 

○山口副主査  ということは、１億2,000万円の

収入未済額のうち、約１億円と約2,000万円の主

に２件の事案でこの収入未済額が成立している

ということですか。 

○長谷川経営金融支援室長  増加しているのは

2,000万円の１件でございますけれども、それ以

前からございます約１億円の収入未済額に関し

ましては４件でございます。 

○山口副主査  昨年度も償還促進努力という形

で言われていますけれども、昨年度の指摘を受

けて、具体的にどういう努力がなされているの

でしょうか。また、今回も指摘をされています

けれども、今年度も含めてどういう努力をされ

ているのか教えてください。 

○長谷川経営金融支援室長  昨年度発生しまし

た約2,000万円の案件に関しましては、今年度に

入りまして、弁護士に事務委任を行っておりま

す。先方と交渉を続けてきておりまして、７月

に回収を終えております。 

 残りの１億円でございますけれども、こちら

に関しましても、現在、弁護士に相談している

案件がございまして、その状況を見ながら対応

してまいりたいと考えております。 

○山口副主査  弁護士に相談している案件もご

ざいまして、ということは、４件のうち弁護士

に相談していない案件もあるということですか。 

○長谷川経営金融支援室長  そのとおりでござ

いまして、１件に関しては、弁護士のほうに相

談を差し上げているところでございます。ただ、

残り３件に関しましては、住民票の調査等をや

っておりますけれども、住民票が既に閉鎖され

ているというようなこともございまして、なか

なか調査が進んでいない状況でございます。 

○山口副主査  住民票が閉鎖されているよう

な３件はいくらになりますか。 

○長谷川経営金融支援室長  こちらのほうは合

わせまして900～1,000万円程度になります。 

○山口副主査  その900万円については、今年度、

不納欠損の手続をしている、もしくはする予定

はありますか。 

○長谷川経営金融支援室長  こちらに関しまし

ては、不納欠損の要件を満たしておりませんの

で、まだ結論が出ていない状況でございます。 

○山口副主査  連絡が取れなくなる場合である

とか、住民票が閉鎖されて追えなくなるという

のは、どの段階で気づくものなんですか。産業

振興機構はずっと連絡を取ろうとしていたりす

るわけですよね。夜逃げしちゃったみたいなも
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のなのか分からないですけれども、あまり想定

していない気がするんです。貸付けをしたとこ

ろと連絡が取れなくなってしまうと、県民のお

金なので、不能欠損にできるだけしたくないと

いう思いがあります。できる範囲で結構なので、

どういう流れでそういう状態になっているのか、

もう少し詳しく教えてもらってもいいですか。 

○長谷川経営金融支援室長  産業振興機構が行

っておりました事業に関しても、既に県のほう

で債権回収の手続き、調査等をやっております。

古いものですと、昭和30年に貸し付けているよ

うなものもございまして、古いものが残ってお

る関係上、住民票や戸籍等本等の収集をこれま

でやってきておりますけれども、行方がつかめ

ていないという状況でございます。 

○山口副主査  ３件のうち、全部がかなり過去

のもので、常識的に考えると亡くなってしまっ

ているであろうという方々への貸し付けが、そ

の３件ともそういう状態ですという理解でよろ

しいですか。 

○長谷川経営金融支援室長  連帯保証人の所在

が分からないというところもございます。一方

で、貸し付けをした企業が、登記簿をまだ閉鎖

していない、清算手続が終わっていないような

ところもございます。そちらに関しましては、

清算人の選任という手続が生じてまいりますの

で、そのあたりで、手続をどうするのかという

ところを総合的に考える必要があると考えてお

ります。 

○山口副主査  昭和30年となってくると、もう

70年ぐらいたっていると思うんですけれども、

ずっと県庁の中では課題として積み残って、毎

年やってきているものなんですか。過去の歴史

は分からないんですけれども、事務処理は一生

懸命しているのかもしれませんが、何十年もず

っと結論を出されずに残っているというのは少

し驚いています。直近になって発見されたとい

うものなのか、それともずっと解決しないまま

70年ぐらい来ていますというものなのか、その

あたりを教えてもらえますか。 

○長谷川経営金融支援室長  後者のほうです。

ずっとこのような状況が続いているということ

でございます。 

○山口副主査  分かりました。 

○日高委員  聞き逃したかもしれませんが、宮

崎カーフェリーの償還はまだ決算には入ってい

ないのですか。 

○長谷川経営金融支援室長  宮崎カーフェリー

の償還に関しましては、今年度から開始という

ことでございます。 

○日高委員  まだ入っていない。 

○長谷川経営金融支援室長  昨年度の決算とい

うことで入っておりません。 

○山口副主査  雇用労働政策課の「ひなたの極」

認証制度ですけれども、登録した会社の数を載

せていただいていますが、これに登録したり認

証されることによって、実際雇用が増えたりと

か採用に対してポジティブな影響があったとい

うところの確認は何かしらされているのか教え

ていただけますか。 

○湯浅雇用労働政策課長  分かりやすいところ

で言うと、県のほうで開催している就職説明会

に参加するにあたって、「ひなたの極」認証企

業については、優先して合同就職説明会に参加

してもらっています。県でいくと「ひなたの極」

がありますが、「えるぼし」といった国がやっ

ている制度もあります。就職説明会に参加もし

やすいし、働きやすい企業ですよというのをＰ

Ｒするのに使ってもらっているという状況がご

ざいます。 
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○山口副主査  「ひなたの極」認証によって、

いろいろと優先的に参加ができますということ

ですが、結局、彼らの採用にはプラスになって

いるのか、マイナスになっているのかというこ

とをお聞きしたかったところです。プラスにな

っているのかというところを追えているのか。

採用募集していて、これまでは予定人数まで到

達できなかったけれども、「ひなたの極」に登

録をして、いろいろなセミナーに参加させても

らうと採用予定人数全部取れるようになりまし

たとか、応募人数が1.5倍になりましたとか、認

証をすることによって、彼らの採用活動に具体

的にプラスになっているのかというところを追

えているのかどうかということを知りたいと思

っています。制度としてのメリットについては

重々分かりましたけれども、結果が出ているの

かというところです。 

○湯浅雇用労働政策課長  「ひなたの極」認証

企業に対しては、毎年認証後アンケートを実施

しておりまして、そのアンケート結果の中には、

実際に認証されたことによって、採用にプラス

になったというような回答もございます。 

○山口副主査  プラスになったというのは、あ

くまで主観です。具体的に数字的なもので抑え

ているものはありますか。 

○湯浅雇用労働政策課長  企業が人を採用する

場合に、実際にこの人は認証を見たからここを

選んだのかといった部分はなかなか捕捉が難し

いところではございます。人を採用するにあた

ってはいろいろな条件が重なります。「ひなた

の極」も１つでありますし、給料がよかったと

かもあります。この認証をきっかけに実際に来

たかを判断するのは難しいところです。 

 先ほど申しましたアンケートですけれども、

実際に「ひなたの極」認証をとっている企業に

対して、十分に人が採用できているのかをアン

ケートし、令和５年度については認証企業のう

ち56.5％が欲しかった人数がとれているという

ような回答があるところです。 

○山口副主査  その56.5％が認証を受けていな

い企業に比べて高いのか低いのかが分からない

と、「ひなたの極」認証がポジティブな制度に

なっているのかというところに到達できないと

思います。登録している企業と登録していない

企業との差が分からないと、ひなたの極に入っ

たほうがいいですよとか、ひなたの極がすごく

効果を上げていますよというところを宣伝でき

ないのではないかと思いますが、このあたりを

これから考えていただけないでしょうか。 

○湯浅雇用労働政策課長  副主査がおっしゃる

ように、「ひなたの極み」認証があったことで

分かりやすくというのも大事な観点だと思いま

す。 

 一方、採用のためだけというわけではなく、

そこの会社で働いている社員が、うちの会社は

「ひなたの極」に認証されているということで

モチベーション高く仕事ができたり、あるいは

それ以外の波及効果──あそこが取っているん

だったらうちも取ってみよう、うちも働きやす

い職場にしようというような相乗効果を期待し

ています。副主査がおっしゃるような、採用の

観点も大事かと思いますけれども、「ひなたの

極み」認証企業がもっと増えるように、いろい

ろな取組を併せたいと思っています。 

○福田委員  先日、男女６名ずつのインターン

生と工場見学に行ったんです。「女性と高齢者

の就業支援」とありますが、その訪問先が、結

婚された女性にお子さんがいたりして、１日の

うちに２～３時間は取れるんだけれども、決ま

った時間に必ず出勤できるわけではないので、
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その構内での内職というのがあります。だから

女性の方が空いた時間に２～３時間来て、そこ

で内職する作業というのがあるんです。そうい

うものについて支援するような施策はないんで

すか。 

○湯浅雇用労働政策課長  女性の働きやすい環

境というのでいきますと、先ほどおっしゃった

「女性と高齢者の就業支援」の中で、みやざき

女性就業支援センターということで、県の中に

およそ55歳未満の女性の方を対象にしたセン

ターを作っております。そこの相談員の方に、

例えば限られた２時間で働きたいとか、あるい

は毎日は出られないけれどもこの曜日は出られ

るとか、そういうことを相談してもらうと、企

業開拓員の方と連携して企業を回って、こうい

う形で働きたい女性がいますがどうですか、み

たいなことをやる取組を行っております。 

○福田委員  そこで仕事を覚えて、正規に働け

るようになったら正社員として働くという、そ

ういうスタイルですから、平均年齢もうんと若

いんです。20代の若者がたくさんそういう内職

の仕事で働いています。以前も聞いたんですけ

れども、県でも、女性が働きやすい場所を支援

するような施策があると、もっといろいろな企

業も手を挙げてくるんじゃないかと思います。 

○松浦商工観光労働部次長  女性の働く場とい

うことで、いろんなライフステージで、子供が

小さいときには少ししか働けなくて内職がした

いという方もいらっしゃると思います。内職支

援センターという形で内職を御紹介するような

制度もありますので、それぞれ女性の方がどれ

くらいの時間で、どのような働き方をしたいの

かということで、いろいろな選択をできるよう

なメニューとして準備はしてあります。 

○福田委員  ちなみに、都城工業団地に進出し

ました株式会社九州コガネイが新しいシステム

をやっています。答弁はいりません。 

○湯浅雇用労働政策課長  そういうところもし

っかり勉強してやってまいります。 

 それから、先ほどの副主査の御質問で、「ひ

なたの極」認証企業の新規の採用充足率が

56.5％では分かりにくいという話がありました。

同じようなアンケートを一般企業にしたときに

40.5％という数字がありますので、それと比較

しますと「ひなたの極み」認証企業のほうが

16％高い充足率という結果がございます。 

○内田主査  ほか、ないですか。進行を代わっ

てもらってもいいですか。 

○内田主査  資料71ページになりますが、施策

の成果や今後の方向性ということで、企業立地

のところで質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、企業立地課が窓口になっていらっしゃ

ると思うので、いろいろな企業からの立地の相

談が電話やメールで来ていると思います。いた

だいた相談を、どのように市町村から情報を取

りながら振り分けているというか、こういう相

談が来ていますよと市町村に投げていらっしゃ

るのかとか、庁内で横断的にいろいろ協議した

上で市町村のほうに振っているのかという流れ

というのがあるんですか。 

○今村企業立地推進局長  いろいろなところか

ら当課に立地の相談があります。民間企業や民

間企業が委託しているコンサル、意外と多いの

が銀行関係や不動産関係ですけれども、そうい

う情報があったらこちらが行って、具体的に交

通アクセスや土地の広さ等についてのどのよう

な条件が必要なのかを全部、県のほうで聞いて、

どの市町村がマッチするかというのは、当課の

ほうである程度振り分けをしています。当然、
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関係課にも聞くことがありますけれども、当課

で振り分けて、こういう情報があるんだけれど

も何かいい返しがありますかということで、複

数の市町村へ投げています。市町村からのいい

回答がありましたら、市町村と一緒にその企業

を訪問して、もっと詳しい情報を聞いたりして

立地につなげていくという流れが多いです。 

○内田主査  銀行とかコンサルから来ていたと

きには出向いて行ってからということだと思う

し、メールでしたらメールのやり取りで、県外

とか海外だったときに電話でやり取りをしなが

らということだろうと思ったところです。 

複数の市町村に話をするということですが、

市町村によって準備ができているところや意欲

的なところ、様々だと思うんですが、一番新し

い情報を常に企業立地課が把握しているんです

か。どの市町村がどれぐらいの土地が用意でき

ているとか、全部把握できているんですか。そ

れによって振っているのでしょうか。 

○今村企業立地推進局長  随時、各市町村には

どのような用地があるか、どのような物件情報

があるかは、県のほうで集約して、最新の状態

にして、県の物件データベースとして持ってい

ます。お話があったらその中で、相応しい市町

村に声をかけるということが多いです。 

○内田主査  情報を取っているのは、企業立地

課ということでよろしいですか。 

○今村企業立地推進局長  当課から市町村には

調査を依頼していますし、県庁にも規制を担当

する課があります。都市計画課や農政関連とい

った補助を出しているところから情報が上がっ

たりすることもあります。物件の情報も含めて、

全て企業立地推進局で一括してデータベース化

しているところであります。 

○内田主査  常に用意ができているところとか、

情報をいただいているということで、庁内横断

的な連携もできているということで理解しまし

た。 

 相談件数が年どれくらい来ているのか、以前

伺ったときは把握していないということでした

が、実際に把握されていないのですか。メール

とか銀行とかコンサルから年間何件来ているの

かを踏まえて、市町村に振っていただいて、成

功率がどれくらいだというところまで、しっか

り分析していただかないと、補助金をこれから

強化していくというときに、可能性と実態が合

っていないということになります。分析がしっ

かりできていなかったら次に進めないのではな

いでしょうか。 

国内外からの企業誘致をということで知事に

頑張っていただいていますが、頑張っていらっ

しゃるところも増えてきていると思うんですけ

れども、市町村はどれくらい土地を用意すれば

いいのかとか、目安が分からなかったり、何か

不透明だと思います。そういう分析とかがしっ

かりできないと、次のステージに向かってやっ

ているのかが見えないと思っています。 

まずは、年間どれくらい相談が来ているかと

いうことが分かれば教えていただきたい。その

成功率まで分かれば教えていただきたいです。 

○今村企業立地推進局長  非常に耳の痛い話で

ございまして、相談件数は数字として持ってい

るものはございません。主査のほうから話があ

りましたことも踏まえて、今後しっかり分析し

て、今後の企業誘致活動につなげていきたいと

思います。 

○内田主査  数字が用意できていなくても、電

話などをいただいたりしたら必ず報告されてい

るんですよね。それぞれ条件も様々だと思うん

ですけれども、相談されていたら数はどこかに
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残っていると思うんです。聞き流していないで

すよね。話を受けたもの全部が宮崎県で可能性

がないか、立地ができるのではないかというこ

とで、前向きに進んでいるんじゃないですか。 

○今村企業立地推進局長  電話とかメールとか、

県庁の企業立地のホームページを見て御相談が

あったものについては全てお返しをしておりま

す。 

○内田主査  そうであれば、数は分かるんじゃ

ないかと思います。今、用意できていなくても

控えていますよね。検討されたりしているとい

うことは、ほかの課とも横断的な取組をしてい

るということは、断っていることもあるかも分

からないですけれども、全て前向きに捉えて、

カウントしていないとおかしいと私は思います。 

○今村企業立地推進局長  やはり数字は持って

いないんですけれども、相談を受けて実際に訪

問した数は持っております。令和６年度につい

て246件、大体毎年200～300件程度は、御相談を

いただいた結果、より詳しい情報を取りに実際

に訪問しているところでございます。 

○内田主査  相談いただいたことで足を運ばれ

た件数はメールも含めてですよね。判断基準は

何なのでしょうか。成功させようと思って足を

運ばれていると思いますが、この相談は動かな

くていいというのと、これは動こうと思う判断

基準です。 

もしかしたら県が断っているというか聞き流

している相談が、市町村によっては欲しい案件

かも分からないじゃないですか。私は、受けた

相談は全て市町村にしっかりと渡すべきだと思

います。用意できていないと思っているかもし

れないけれども、もしかしたら市町村は用意で

きている可能性もありますよね。 

○今村企業立地推進局長  御相談のあった件に

ついては、全ての市町村にではないですけれど

も、フィードバックはしているところです。 

○山口副主査  暫時休憩します。 

   午後３時５分休憩 

───────────────────── 

   午後３時９分再開 

○山口副主査   分科会を再開いたします。 

○今村企業立地推進局長  これまでの相談の全

数はカウントしておりませんが、県庁、３つの

県外事務所でより確度の高いものを約400件訪問

して、より詳しい情報を聞き取っています。そ

のうち、現在約35件が、非常に確度が高いとい

うことで、これについては市町村にも情報を共

有して、いい物件・案件がないかということで、

フィードバックをお願いしているところです。 

○内田主査  それぞれの市町村も努力いただい

ている中で、一般質問の中でも言ったんですけ

れども、南海トラフ地震対策ということで、地

元企業も事業拡大とは別に移転の問題を抱えて

いるところもあり、県としては、国内外からの

企業誘致をということで旗を振っていただいて

いて、市町村もやる気を出しているところだと

思うんです。 

 それで、ただ単に土地が用意されているから

とかではなくて、空きビルとかもあります。小

規模でも企業を誘致したいと思っている市町村

もあると思うので、県が取得した情報を市町村

に投げていただけるような体制をしっかりとつ

くっていていただきたいと感じました。 

 都市計画課や担い手農地対策課とか、関係す

る部署もあるんですけれども、その２課は規制

する側なので、その２課からの情報は、そこま

で前向きな情報ではないのではないかと思いま

す。県庁全体で、企業誘致に向けて、これだけ

旗を振って頑張っているんだということで市町
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村を支えていただきたい。 

 資料71ページの下のほうに、補助金とかの補

助率を見直す支援制度の充実を図っていきます

というようなことも今後の方向性として書いて

ありますけれども、しっかりと分析していただ

いて、これだけの土地が足りないんだ、これだ

けの企業から相談を受けているんだという目安

がないと、どれだけの土地を用意していいのか

分かりません。 

 補助金の話もありました。いろいろな事業の

質問もありましたけれども、本当に予算として

足りないのかどうかも見えてこないので、どれ

だけの話が来ていて、どれだけの企業誘致を宮

崎県が考えていて、その目標が市町村と合って

いるのかどうかということも含め、来年に向け

てしっかり実行し、成果を上げていただきたい。 

 知事は九州知事会の会長もされているのだか

ら、熊本県からの流れだったり、半導体だった

り、九州は１つということを堂々と言えるよう

な宮崎県であってほしいなと私は思います。担

当の皆さんも、１件でもキャッチするというよ

うな意気込みでやっていただきたいと思って質

問をさせていただきました。 

 決算審査ですけれども、来年に向けても課題

としてしっかり前向きに受け止めていただきた

いなと思っていますので、この質問を受けて御

答弁をお願いします。 

○今村企業立地推進局長  主査のお言葉を受け

まして、県庁内各課、それから何よりも、市町

村との連携が企業誘致については大事でござい

ますので、しっかり取り組んでまいりたいと思

います。 

○日高委員  立地相談件数を把握していないこ

とは、私は分かります。センターを持っていて、

センターでプロパーがやっていれば、件数は絶

対分かるわけです。ＵＩＪターンセンターとか、

いろいろな相談窓口があればできる。 

 企業立地課に、相談件数全部を把握できる受

付がいますか。やはりできないでしょう。セン

ターを設置して件数を把握するというところま

で踏み込むのであればいいですけれども、また

「立地相談件数は何件か把握していますか」、

「いや、していません」となりますよ。企業立

地課の今の体制で件数の全数把握ができるので

あればいいですよ。 

○今村企業立地推進局長  今の体制で全ての件

数をしっかりっていうのは、なかなか正直、厳

しいかなと思いますけれども、その相談を受け

て訪問した数とか、メールで返した数、このあ

たりはしっかり数字を残していきたいと思いま

す。 

○日高委員  結局、相談件数の把握はできない

ということでしょう。 

○今村企業立地推進局長  なかなか厳しいと思

いますけれども、数字として残せるものはしっ

かり残していきたいと考えております。 

○日高委員  初めからそう言えばよかったよう

な気がします。 

○内田主査  ほかはないですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、以上をもって商工観光

労働部第１班の審査を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

   午後３時16分休憩 

───────────────────── 

   午後３時21分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 これより、観光推進課、スポーツランド推進

課、国際・経済交流課の審査を行います。 

 令和６年度決算について、各課の説明を求め
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ます。 

○矢越観光推進課長  観光推進課の令和６年度

決算について御説明いたします。 

 決算特別委員会資料の決算72ページを御覧く

ださい。 

 当課は、一般会計と特別会計がございます。 

 まず、一般会計について御説明いたします。 

 表の上から２番目、観光推進課一般会計の欄

を御覧ください。 

 予算額20億6,893万6,552円に対しまして、支

出済額17億4,650万6,460円、翌年度への明許繰

越額4,281万2,000円、不用額２億7,961万8,092

円、執行率84.4％、翌年度繰越額を含む執行率

は86.5％であります。 

 目の執行残が100万円以上のもの及び執行率が

90％未満のものについて、御説明いたします。 

 上から３段目の（目）観光費でありますが、

不用額の合計は、同じく２億7,961万8,092円、

執行率84.4％となっております。 

 主なものといたしましては、73ページを御覧

ください。 

 下から３段目の負担金、補助及び交付金

の２億7,563万1,029円でありますが、これは主

に、昨年８月の南海トラフ地震臨時情報発表に

より生じた国内外観光客の不安を払拭し、本県

への観光需要を早急に回復するための緊急的な

誘客対策や、海外からの直行便を活用した旅行

商品造成に係る支援の執行残でございます。 

 次に、特別会計について御説明いたします。 

 74ページを御覧ください。 

 表の上から２番目の、えびの高原スポーツレ

クリエーション施設（特別会計）の合計額にな

りますが、予算額9,166万6,000円に対しまして、

支出済額4,102万669円、翌年度への明許繰越額

5,026万8,000円、不用額37万7,331円であります。 

 上から３段目の（目）観光費の執行率が

44.8％でありますが、これは、えびの高原アイ

ススケート場の製氷車収納庫兼倉庫につきまし

て、関係機関との調整に日時を要したことから、

令和７年度に繰り越したためであり、繰越額を

含めた執行率は99.6％となっております。 

 続きまして、資料の75ページを御覧ください。 

 一番上の県営国民宿舎（特別会計）の合計額

になりますが、予算額１億3,545万5,000円に対

しまして、支出済額１億2,572万8,911円、不用

額972万6,089円、執行率92.8％であります。 

 上から３段目の（目）観光費でありますが、

不用額の合計は972万6,089円となっております。 

 主なものといたしましては、表の下から４段

目の工事請負費の437万1,891円でありますが、

これは、えびの高原荘の従業員寮屋根改修工事

や放送設備改修工事の執行残になります。 

 歳出決算の説明は、以上でございます。 

 次に、特別会計の歳入決算について御説明い

たします。 

 資料の76ページをお開きください。 

 まず、えびの高原スポーツレクリエーション

施設特別会計でございます。 

 ページ中ほど、歳入合計の欄を御覧ください。 

 調定額4,149万6,588円に対しまして、収入済

額は4,149万6,588円となり、収入未済額はござ

いません。 

 続きまして、77ページを御覧ください。 

 県営国民宿舎特別会計でございます。 

 ページ中ほどにあります、歳入合計の欄を御

覧ください。 

 調定額１億3,535万5,527円に対しまして、収

入済額１億3,535万5,527円となり、こちらも収

入未済額はございません。 

 特別会計の歳入決算につきましては、以上で



令和７年９月29日(月) 

 - 28 -

ございます。 

 次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。 

 資料の78ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の「３ 活発な観光・交流に

よる活力の維持・創出」の「（１）観光の振興」

についてであります。 

 まず、「ＭＩＣＥ強化」につきましては、県

観光協会におきまして、本県で開催された企業

の会議や学会などの主催者に対して50件の開催

支援補助を行い、延べ２万661人の宿泊につなげ

るとともに、企業や大学関係者等のキーパーソ

ンの招請等を実施し、今後のＭＩＣＥの本県開

催に向けた誘致活動を実施したものであります。 

 次に、79ページを御覧ください。 

 ３段目の「宿泊業の生産性・サービス向上支

援」では、観光客のさらなる受入れ等を見据え、

人手不足等で厳しい経営環境にある県内宿泊事

業者の生産性やサービス向上の取組を支援する

ため、自動チェックイン機といったＤＸ機器の

導入など、計46件の支援を行いました。 

 その次の「観光人材確保緊急対策」では、観

光産業の国内外からの観光客の受入れ体制を強

化するため、人材確保のための広告等の情報発

信に対する支援を行い、当該事業によりまして

52名の採用につなげたところであります。 

 次に、80ページを御覧ください。 

 上段の「みやざき観光情報発信強化」では、

国内向け県公式観光サイト「みやざき観光ナビ」

において、新たな観光スポットや特集記事を追

加するなど内容充実に取り組み、アクセス数は、

対前年比1.7倍の573万回と大幅に増加したとこ

ろであります。また、海外向けの観光サイト

「ＶＩＳＩＴ ＭＩＹＡＺＡＫＩ」については、

国内向け県公式観光サイトと連動した多言語

ページに改修を行ったものです。 

 次に、その下の「県民総参加！ひなたプロ

モーション」は、本県のシンボルキャラクター

であるみやざき犬を活用した魅力発信事業では、

みやざき犬を県内外のイベントなど532回派遣し

たところであります。また、昨年開催されまし

た、ひなたフェス2024におきましては、26市町

村とのコラボ企画を実施し、県内周遊へつなげ

ました。そのほか、本県ゆかりの著名人の方な

どに県の魅力発信に御協力等をいただくため、

みやざき大使への就任をお願いしております。

令和６年度には、日向坂46のメンバーや髙石あ

かりさんなど４組に委嘱させていただきました。 

 次に、81ページを御覧ください。 

 ２段目の新規事業「メタバースで「日本のひ

なた」ＰＲ」は、インターネット上に構築され

た３次元の仮想空間であるメタバース上に

「バーチャルみやざき」を構築し、県内の旅行

先として県庁本館及び体験ができる観光地とし

て、鵜戸神宮や高千穂峡の、合わせて３か所を

再現したところであります。 

 次に、82ページを御覧ください。 

 １段目の改善事業「宮崎の強みを生かした誘

客」は、国内交通事業者等と連携した観光プロ

モーションや、食や神話を生かした誘客事業と

して、それぞれデジタルスタンプラリーを実施

し、合わせて8,247人の参加があったところであ

ります。 

 ３段目の新規事業「観光みやざき緊急誘客」

は、昨年８月に南海トラフ地震臨時情報が初め

て発表されたこと等によりまして生じた国内外

観光客の不安を払拭し、本県への観光需要を早

急に回復するため、緊急的な情報発信及び誘客

対策として、国内向けには、団体客の旅行商品

を造成販売した事業者への支援を行い、延べ
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１万1,668人の宿泊につなげるとともに、海外向

けには、現地旅行会社と連携したプロモーショ

ン等を行ったところです。 

 次に、83ページを御覧ください。 

 上段の「大阪・関西万博を見据えた観光誘客

促進」は、大阪・関西万博を契機とした本県へ

の誘客を図るため、交通各社との連携プロモー

ションや、関西圏でのイベント出展等を行った

ものであります。 

 次に、84ページを御覧ください。 

 上段の改善事業「外国人個人観光客誘客」で

は、海外向けＳＮＳを活用した情報発信に取り

組み、18万人を超えるフォロワーを獲得すると

ともに、ＯＴＡと呼ばれるオンライン旅行代理

店等と連携し、韓国、台湾、香港、ＡＳＥＡＮ、

中国市場向けにデジタルプロモーションを実施

したものであります。 

 下段の「みやざきインバウンド誘客回復・強

化」は、海外現地の旅行博出展により本県の観

光ＰＲを行うとともに、九州各県で東アジアと

の直行便が多く運航されている状況を踏まえ、

旅行会社に対し、県外空港経由で本県を周遊す

る旅行商品の造成支援等を行い、インバウンド

の誘客促進を図ったものであります。また、海

外クルーズ船の誘致拡大を図るため、海外ク

ルーズ船を取り扱う旅行会社招請等の取組も実

施いたしました。 

 主要施策の成果に関する説明は、以上であり

ます。 

 最後に、令和６年度宮崎県歳入歳出決算審査

意見書について御説明させていただきます。 

 87ページを御覧ください。 

 えびの高原スポーツレクリエーション施設特

別会計についてでございます。 

 88ページの一番下、意見・留意事項等の欄に

ありますとおり、「指定管理者と十分連携を図

りながら、引き続き利用者の更なる確保や効率

的かつ安定的な施設の管理・運営を行うことが

望まれる」との意見であります。 

 えびの高原スポーツレクリエーション施設は、

屋外型アイススケート場としましては日本最南

端に位置し、国立公園の利用促進と本県観光の

振興に寄与するための施設であります。県とし

ましても、えびの市や関係機関との連携を強化

し、効果的な情報発信を行うなど利用者の確保

や、効率的かつ安定的な施設の管理運営を行っ

てまいります。 

 続きまして、89ページを御覧ください。 

 県営国民宿舎特別会計についてでございます。 

 90ページの一番下の意見・留意事項等の欄に

ありますとおり、「指定管理者と十分連携を図

りながら、引き続き利用者の更なる確保や効率

的かつ安定的な施設の管理・運営を行うことが

望まれる」との意見であります。 

 えびの高原荘及び高千穂荘では、それぞれの

指定管理者が魅力的な宿泊プランの造成に取り

組むなど、集客の強化に取り組んでいるところ

であります。県としましても、地元市町や関係

機関との連携を強化するとともに、効果的な情

報発信や、旅行会社に対して施設を活用したツ

アー造成の働きかけなどを行い、利用者のさら

なる確保や、効率的かつ安定的な施設の管理運

営を行ってまいります。 

 なお、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○渡邊スポーツランド推進課長  スポーツラン

ド推進課の令和６年度決算について御説明いた

します。 

 委員会資料91ページを御覧ください。 

 表の１段目、スポーツランド推進課の計です



令和７年９月29日(月) 

 - 30 -

が、予算額７億9,310万6,289円に対しまして、

支出済額７億5,581万2,345円、翌年度への明許

繰越額1,046万円、不用額2,683万3,944円、執行

率95.3％、翌年度繰越額を含む執行率は96.6％

であります。 

 目の執行残が100万円以上のものについて、御

説明いたします。 

 一般会計、上から３段目の（目）観光費であ

りますが、不用額の合計は2,683万3,944円とな

っております。 

 主なものとしまして、まず、表の中ほど、委

託料の不用額909万6,512円であります。 

 これは、プロ野球キャンプの管理運営事業に

ついて、日程の変更に伴い作業人数や日数が減

少したことや、県内スポーツ施設の視察受入委

託業務について、受入チーム数の実績数が見込

みを下回ったことなどにより執行残が生じたも

のでございます。 

 次に、一番下の、負担金、補助及び交付金の

不用額1,628万7,912円であります。 

 これは、市町村等が実施する資機材及び合宿

所整備補助事業について、事業実績に伴う執行

残や、合宿、大規模大会等の受入れ支援事業等

の実績に伴う執行残が生じたこと等によるもの

であります。 

 歳出決算の説明は以上でございます。 

 次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。 

 資料92ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の「３ 活発な観光・交流に

よる活力の維持・創出」の「（１）観光の振興」

についてであります。 

 まず、「スポーツランドみやざき誘客推進」

につきましては、春季キャンプを行うプロ野球

球団の受入支援や、みやざきフェニックス・

リーグ、青島太平洋マラソン等に対するスポー

ツイベント開催支援のほか、本県合宿を行うプ

ロスポーツチーム等に対し、歓迎セレモニーと

して県産品を贈呈するなどの実績61件や、アマ

チュアスポーツ団体につきましても915団体に対

し、合宿やイベント開催に対する支援を行った

ところです。 

 次に、93ページを御覧ください。 

 上段の改善事業「スポーツランドみやざき全

県展開」は、国内外代表合宿の受入支援として、

ラグビー日本代表や侍ジャパン、ＷＢＣニカラ

グア共和国代表などの国内外のスポーツチーム

計８チームに対し、受入支援を行いました。ま

た、大規模スポーツイベント・大会等の支援と

して、ソフトバンク公式戦やＭＩＹＡＺＡＫＩ 

ＳＵＲＦＩＮＧ ＧＡＭＥＳ等の開催について

も支援を行いました。 

 下の段の新規事業「スポーツキャンプ総合窓

口等設置」は、スポーツ合宿に係るワンストッ

プ相談窓口として、ひなたスポーツ観光ステー

ションを県観光協会内に令和６年９月に設置し

たものであります。実績としましては、相談受

付は66件で、うち24件が合宿誘致につながった

ところです。 

 次に、94ページを御覧ください。 

 新規事業「市町村スポーツ施設等整備強化」

は、スポーツランドみやざきの全県化を進める

ため、市町村が実施するスポーツキャンプ・合

宿や、大会開催のための施設整備や合宿所整備

について、令和６年度は８市町村へ支援を行い

ました。 

 主要施策の成果に関する説明は以上でありま

す。 

 なお、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 
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○牧国際・経済交流課長  国際・経済交流課の

令和６年度の決算につきまして、御説明いたし

ます。 

 決算特別委員会資料の右下、96ページをお開

きください。 

 表の１段目にありますとおり、国際・経済交

流課の令和６年度の予算額は９億5,754万7,000

円、支出済額は８億8,815万834円で、翌年度へ

の繰越額は3,296万8,000円、不用額は3,642万

8,166円であり、執行率は92.8％、翌年度繰越額

を含んだ執行率は96.2％となります。 

 次に、目の執行残が100万円以上のもの、執行

率が90％未満のものについて、御説明いたしま

す。 

 まず、上から４段目の（目）計画調査費であ

ります。不用額が1,572万9,367円となっており

ます。これは主に、「世界とのつながり強化推

進」における、国外からの招聘者に要する旅費

の執行残や、「外国人材受入環境整備」におけ

る、公益財団法人宮崎県国際交流協会への委託

料（事務費）等の執行残であります。 

 次に、97ページを御覧ください。 

 上から３段目の（目）商業振興費であります。

不用額が26万6,180円、執行率は83.6％となって

おります。これは主に、伝統工芸品の認定協議

等に要する旅費の執行残であります。 

 次に、98ページを御覧ください。 

 上から１段目の（目）貿易振興費であります

が、不用額が909万2,441円となっております。

これは主に、「「世界の活力とりこみ」強化推

進」の委託料や、職員旅費の執行残であります。 

 次に、99ページを御覧ください。 

 上から１段目の（目）物産振興費であります。

不用額が948万1,413円となっております。これ

は主に、「ふるさと宮崎応援寄附金拡大」にお

いて、返礼品発送業務等の委託料の執行残であ

ります。 

 次に、100ページを御覧ください。 

 上から２段目の（目）観光費でありますが、

不用額が185万8,765円となっております。 

 主なものは、上から３つ目の（節）共済費で

ありますが、これは、令和７年１月30日付で、

職員の給与に係る地方職員共済組合の基礎年金

拠出金の負担金率が、令和６年４月１日に遡及

して引き下げられたことによる執行残でありま

す。 

 次に、主要施策の成果に関する報告書につい

て御説明いたします。 

 101ページの、「人づくり」の１、「（１）グ

ローバル化への対応」についてでありますが、

次の102ページの表の１番目、「多文化共生地域

づくり推進」であります。これは、地域住民と

外国人住民とが共に地域社会の一員として理解

し、協力し合う多文化共生社会づくりを進める

ため、宮崎県国際交流協会に業務を委託してい

るもので、多文化共生アドバイザーの派遣によ

り、県民向け異文化理解講座を実施したほか、

外国人住民支援事業として、外国人向け防災セ

ミナーを開催したところであります。 

 次に、103ページを御覧ください。 

 表の２番目、「外国人材受入環境整備」であ

ります。これは、外国人住民が増加する中、行

政・生活全般に関する情報提供や相談対応を一

元的に行う、みやざき外国人サポートセンター

を運営するとともに、地域や外国人住民等の

ニーズを踏まえた日本語教育の充実を図り、外

国人住民も住みやすい社会づくりの推進に努め

たところであります。 

 次に、104ページを御覧ください。 

 表の１番目、新規事業「宮崎県人会活性化・
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ネットワーク化」であります。これは、令和

５年度の宮崎県人会世界大会開催を契機に新た

に築かれたつながりを活用し、国内外の県人会

を招聘し、県人会の活性化や次世代への承継に

向けた次世代育成会議の開催をはじめ、ネット

ワークの強化を図るために、宮崎県人会ホーム

ページの開設及び情報発信など、県や県人会同

士の交流による関係構築を図ったところであり

ます。 

 次に、新規事業「ブラジル宮崎県人会創立75

周年記念式典」であります。これは、昨年度、

ブラジル宮崎県人会創立75周年を記念し、本県

関係者を含め約350名が式典に参加し、本県とブ

ラジル宮崎県人会との親善を深めるとともに、

ブラジル県費留学生事業や農業青年国際交流受

入れなど、宮崎県人会世界大会を契機とした、

本県とブラジルのつながりの強化推進に努めた

ところであります。 

 次に、106ページを御覧ください。 

 「産業づくり」の２、「（１）経済と雇用を

支える企業・産業の持続的な発展」についてで

あります。 

 まず、表の１番目、「みやざき海外拠点運営

強化」であります。これは、上海及び香港に海

外交流駐在員を配置して、貿易・投資等に関す

る情報収集や、県内企業の海外活動の支援、本

県への観光誘客の促進などに努めたところであ

ります。 

 次に、107ページを御覧ください。 

 表の１番目、「みやざきＳＨＯＣＨＵ輸出促

進」であります。これは、本県の主要輸出品目

である焼酎について、海外市場開拓を図るため、

焼酎のブランディング・魅力発信のためのプロ

モーション等に取り組んだところであります。 

 次に、108ページを御覧ください。 

 表の３番目、「ふるさと宮崎応援寄附金拡大」

であります。これは、ふるさと納税制度を通じ

て、県産品をはじめ、本県ならではの多彩な魅

力を発信することにより、地場産業の振興や域

内経済の循環、地域の認知度向上につなげるも

のであります。 

 次に、110ページを御覧ください。 

 表の２番目、「大阪・関西万博を見据えた県

産品魅力発信強化」であります。これは、大

阪・関西万博に向け、高まる関西圏の経済活力

を取り込むため、県産品の期間限定ショップ、

いわゆるポップアップショップの展開や、大規

模商談会出展支援など、県産品を「見る」「知

る」「買える」機会の創出を通じ、県産品の認

知度向上、販路拡大を図ったものであります。 

 次に、111ページを御覧ください。 

 「「チームみやざき」による経済交流」であ

ります。これは、県が物産貿易団体と連携し、

輸出に取り組む県内事業者を「チームみやざき」

体制で支援することで、県産品の輸出のさらな

る拡大を図り、グローバルプランが目指す世界

からの活力取り込みにつなげるものであります。 

 主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。 

 なお、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○内田主査  以上で、説明が終了いたしました。 

 委員の皆様にお諮りいたします。 

質疑においては、明日の10時から再開という

ことでよろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、執行部の皆様にも、た

びたび御足労願いますが、明日の10時から再開

ということでよろしくお願いいたします。 

 以上をもって本日の分科会を終了します。 
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   午後３時51分散会 
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令和７年９月30日（火曜日） 

───────────────────── 

   午前９時58分再開 

──────────────── 

出席委員（６人） 

  主      査   内 田 理 佐 

  副 主 査   山 口 俊 樹 

  委      員   日 高 博 之 

  委      員   福 田 新 一 

  委      員   岩 切 達 哉 

  委      員   脇 谷 のりこ 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 商工観光労働部 

  商工観光労働部長   児 玉 浩 明 

  商工観光労働部次長   松 浦 好 子 

  企業立地推進局長兼 
             今 村 俊 久 
  企 業 立 地 課 長 

  観光経済交流局長   鬼 塚 保 行 

  商 工 政 策 課 長   河 村 直 哉 

  経営金融支援室長   長谷川   誠 

  企 業 振 興 課 長   徳 地 清 孝 

  先端技術産業推進室長   加 藤 和 樹 

  雇用労働政策課長   湯 浅   聡 

  観 光 推 進 課 長   矢 越 智 郁 

  スポーツランド推進課長   渡 邊 陽 生 

  国際・経済交流課長   牧   浩 一 

  工業技術センター所長   鍋 島 宏 三 

  食品開発センター所長   黒 木 俊 幸 

  県立産業技術専門校長   守 部 丈 博 

 

 県土整備部 

  県 土 整 備 部 長   桑 畑 正 仁 

  県土整備部次長 
             海 野 由 憲 
  （ 総 括 ） 

  県土整備部次長 
             中 原   学 
  (道路･河川･港湾担当) 

  県土整備部次長 
             迫   節 夫 
  (都市計画･建築担当) 

  高速道対策局長   山 浦 弘 志 

  管 理 課 長   小 薗 真 二 

  用 地 対 策 課 長   前 村 敦 子 

  技 術 企 画 課 長   植 村 幸 治 

  工 事 検 査 課 長   佐 藤 祐 之 

  盛 土 対 策 課 長   前 田 秀 高 

  道 路 建 設 課 長   椎 葉 倫 男 

  道 路 保 全 課 長   大部薗 一 彦 

  河 川 課 長   中 武   透 

  ダ ム 対 策 監   山 下   修 

  砂 防 課 長   三 橋   剛 

  港 湾 課 長   那 須 紘 之 

  空 港 ・ ポ ー ト 
             髙 澤 俊 満 
  セールス対策監 

  都 市 計 画 課 長   村 岡 昭 彦 

  美しい宮崎づくり推進室長   丸 岡 浩 二 

  建 築 住 宅 課 長   松 田 真 二 

  高速道対策局次長   杉 本 達 哉 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議 事 課 主 査   春 田 拓 志 

  政策調査課主査   増 田   匠 

  政策調査課主任主事   岩 倉 有 希 

───────────────────── 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

昨日の続きからになりますが、説明が終わっ

たというところで、委員の皆様から質疑をお願

いしたいと思います。 

○日高委員  資料82ページの「観光みやざき緊

急誘客」についてです。 

フェイクニュースじゃないですけれども、台
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湾関係でいろんなことがあったと。観光客の足

が遠のく可能性が出てきたものだから誘致事業

をやったということで、緊急と言っているんで

すね。宮崎県の場合は、常に緊急じゃないかと

思っています。商工観光労働部の観光の予算を

見てみると、外国人誘客も中途半端で本当にや

る気があるのかと感じます。緊急という１つの

事業の実績内容ということで書いていますが、

観光については、こういうことを常に緊急的に

やるべきじゃないかと思うんですけれども、そ

れについてお伺いします。 

○矢越観光推進課長  御指摘のとおり、状況に

応じて観光需要を喚起するための対策というの

はいろいろと打っていかなければいけないと考

えております。 

 資料82ページの「観光みやざき緊急誘客」に

ついて御説明させていただいた中では、昨年度、

南海トラフ地震臨時情報が日本で初めて発表さ

れました。キャンセル等も大変出ましたので、

国内外の観光客の不安を払拭し、観光需要を早

急に回復するためということで、緊急的に措置

させていただいたものになります。具体的には、

アシアナ航空のホームページを活用したプロ

モーションでは、特集ページをつくっていただ

いたり、予約特典としてクーポンを付与したり

しました。ロッテ観光につきましては、テレビ

ショッピング等々の旅行商品の造成支援等、台

湾につきましては、増便を見据えてファムツ

アー等々の実施をさせていただいたところであ

ります。 

 繰り返しになりますけれども、コロナ禍前の

状態にまだ回復していない本県においては、例

えば自然災害──今年度におきましては予言の

関係等で大きく落ち込んだりしましたけれども、

そういった事象に対しまして、適切に需要喚起

のための対策なり、プロモーションなりを打っ

ていきたいと考えております。 

○日高委員  それは分かっているんです。常に

緊急であるくらいのレベルでやっていかないと

いけないんじゃないかという、そういう質問を

しています。 

○矢越観光推進課長  通常の取組以上に、常に

緊急的なプラスアルファの部分をということだ

と思うんですけれども、我々としましては、既

存の事業なりをその都度ブラッシュアップして

いくことで、委員の御指摘の部分に応えていく

のかなと考えております。 

○日高委員  これ以上言ってももうあれなので、

もう言いません。 

あと、資料84ページの外国人誘客関連の事業

については、何をしているのでしょうか。この

程度で本当に他県との差別化ができるような誘

客対策が整っているのでしょうか。これは決算

ですから、今は新しい事業も多分やってきてい

るとは思うんですけれども、本当にこの程度で

いいのかという気がしているんです。 

○矢越観光推進課長  資料84ページの上段と下

段もインバウンド関係の取組になります。基本

的には直行便対策を柱としまして、直行便の搭

乗率をしっかり総合交通課と連携して埋めてい

く、それが県内の宿泊に一定程度つながってい

くと考えております。 

 それから情報発信の部分につきましては、観

光客の動向として、個人観光客が割合として増

えてきているということもあります。オンライ

ントラベルエージェント──ＯＴＡ関連との連

携、それから宮崎県内でのアクセス関係、これ

は２次交通対策の部分にもなります。あと特に

欧・米・豪の方々につきましては体験型の観光

を重視されるところもありますので、アドベン
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チャーツーリズム等の商品造成に取り組みなが

ら、外国人観光客のインバウンド関係の誘客促

進を図っているところであります。 

 ＳＮＳのほうも５言語９媒体で情報発信して

おります。18万人程度のフォロワー数になって

おりますが、昨年度は15万人程度でしたので、

この部分でも大きく情報発信できているんじゃ

ないかと考えております。 

○日高委員  令和５年度から繰越しがあるけれ

ども、何を繰り越しているのでしょうか。 

○内田主査  「みやざきインバウンド誘客回

復・強化」の令和５年度からの繰越額４億8,369

万4,000円です。 

○矢越観光推進課長  決算84ページの繰越しの

部分は、観光推進課の合計繰越額になるかと思

います。 

○日高委員  観光推進課は「みやざきインバウ

ンド誘客回復・強化」で全部繰り越していると

いうことですか。 

○矢越観光推進課長  決算84ページの右下の一

番下の繰越額については、観光推進課の事業の

全ての繰越額の合計額ということになります。 

○日高委員  だから、観光推進課の繰越しは全

部「みやざきインバウンド誘客回復・強化」の

ところになっていると、この表だとそう見えま

すよね。 

○内田主査  見えますね。 

○矢越観光推進課長  繰り返しになりますが、

決算84ページの下の段に合計というところがあ

りますけれども、これは報告させていただいて

おります観光推進課の全ての事業の合計額とい

うことになります。「みやざきインバウンド誘

客回復・強化」で繰り越している額ではござい

ません。 

○日高委員  そういうつくりになっているのか。 

○矢越観光推進課長  観光推進課の繰越額は決

算79ページの一番下の「観光人材確保緊急対策」

2,105万1,000円と、82ページの「県内旅行宿泊

応援クーポン付与」４億6,264万3,000円の２つ

でありまして、その合計額が84ページに記載さ

れていることになります。 

○福田委員  資料80ページの下段、「県民総参

加！ひなたプロモーション」の主な実績内容等

に、日向坂46の誘致及び市町村やひなたフェス

2024とのコラボ企画の実施とあります。26市町

村をうまく巻き込んだ企画だと思うんですけれ

ども、そのコラボ企画というのを説明していた

だけますか。 

○矢越観光推進課長  ひなたフェス2024の際に、

せっかく宮崎県にお越しいただくので、なるべ

く県内を周遊していただこうということで、県

内26市町村それぞれに日向坂46のメンバー貼り

付けました。貼り付けたというか、この市は誰

というような形で、応援の方を貼り付けまして、

その方々のポスターやのぼり旗を各市町村に配

置して、そのファン──おひさまの方々に周遊

していただきました。 

 第２弾としまして、フェスが終わった後に、

今度はポスターに直筆のサインをしていただき

まして、市町村に配置された日向坂46のアイド

ルが直接、宮崎県の推しの部分といったところ

をアプリ等から生の声で聞けるような、その市

町村に行っていただいて、アプリを介してス

マートフォンをかざしていただければ、そうい

う音声も聞こえるということで、そういう工夫

をしながら、県内の周遊を図っております。 

○福田委員  日向坂46についてはあまり知らな

いんですけれども、予想よりもかなりの経済効

果が出たと記憶しています。これだけすごかっ

たというのを数値的に出せるものがありますか。 
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○矢越観光推進課長  主催者が宮崎大学と組ん

で試算した経済効果のほうは、約29億円と発表

されております。 

○福田委員  会場がひなたサンマリンスタジア

ム宮崎でしたよね。知事も、「ああいうところ

で、ああいうコンサートができるんだというの

を自分でも実感した」ということを、いろいろ

なところで発言されるんですけれども、次に展

開していこうという企画はないんですか。 

○矢越観光推進課長  ひなたサンマリンスタジ

アム宮崎で初めて音楽イベントをやったという

ことになりますけれども、非常に経済効果が高

いということもありまして、知事のほうからも

再度、県有施設を利活用したイベントというこ

とで指示が下りてきております。我々も、２度

目のひなたフェス開催に向けて、動いていると

ころであります。 

○岩切委員  資料82ページです。 

先ほどの日高委員の質問に関連するんですが、

予算額に対して決算額の乖離が一番大きいのは、

「観光みやざき緊急誘客」だと思っています。

１億数千万円ほどの執行残ということになるん

ですが、この緊急誘客ということで企てられた

企画に対して、費用面では十分に使えなかった

事情があるようですね。この事業については、

費用は抑えた上で十分な効果を得たという理解

でいいのでしょうか。それとも、いろいろな障

害があって、十分に費用を使えずに終わったと

理解すればいいのかを教えてください。 

○矢越観光推進課長  委員御指摘のとおり、

１億4,000万円ほど執行残が出ております。これ

につきまして主なところを申し上げますと、団

体旅行者対策としまして、団体客やグループ旅

行を中心とした誘客を図るために、旅行会社の

旅行商品造成に対しまして、送客実績に応じて

１人当たり3,000円の補助を実施するということ

で予算を組んでおります。５万人分となる１億

5,000万円の予算を準備したんですけれども、実

績のほうが１万2,000人泊程度であり、予算額の

ほうが3,500万円程度ということになったことが

主な要因になっております。 

 キャンペーン期間中が令和６年11月～令和

７年１月だったんですけれども、ここの延べ宿

泊者数を見てみますと、前年同月期と比べまし

て17％ほどの増となっておりますので、そうい

う意味では一定の効果があったと考えていると

ころであります。 

○岩切委員  ５万人分に対して１万2,000人分だ

ったけれども、前年よりは大きかったのでとい

う理解ですね。 

 もう既に今年度も半年ほど経過しつつあるん

ですけれども、その余波みたいなものが令和

７年度につながってきているというような理解

でよろしいでしょうか。 

○矢越観光推進課長  今年度の延べ宿泊者数の

状況を見てみますと、昨年度よりは回復してき

ております。この事業が直接の要因と言えるか

どうかは分かりませんけれども、我々の取組の

一定の成果がそういう結果として現れていると

考えております。 

○岩切委員  県単でせっかくつけていただいた

大きなお金なので、その効果が今年度、来年度

とつながっていけばいいなと思っております。

あとはまた別の機会に。 

○日高委員  ５万人泊を３か月間で目指した緊

急事業ですよね。１万2,000人泊ということは、

これは少しおかしくないですか。３万8,000人泊

分が余っているわけだから、５万人泊を目指し

た以上はもっと努力しないといけない。 

緊急の事業なので繰越しじゃないですよね。
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５万人分で１万2,000人というのはどうかなと思

います。５万人で３万人とか３万5,000人だった

ら話は別だけれども、緊急で５万人泊をやらな

きゃいけないのに、その２割強です。それで成

果があったというのは少し違うと思います。 

○矢越観光推進課長  御指摘のとおりかと思い

ます。せっかくつけていただいた予算を有効に

活用できなかったというところは、我々も反省

すべき点だと思っております。 

 私が先ほど申し上げたのは、前年同月期と比

べて17％ほど伸びているということですので、

このキャンペーンの成果が一定程度あったので

はないかというように申し上げたところです。 

○日高委員  まずは、何が足りなかったかとい

うのをやはり反省するところだと思います。 

あと、17％宿泊客が伸びたというのは、その

関係もあると思うんですけれども、他県はどん

どん伸びてきているわけですから、普通伸びて

きますよね。だから、商工観光労働部自体の目

指すところがどこなのかが分からないんです。

コロナ禍からどこまで回復して、どのぐらいの

位置に持っていくのかというのが分かりません。

宮崎県の状況を考えると簡単ではないというの

は分かるけれども、もう少し特筆的にやらない

といけないのではないでしょうか。 

私から言えば、財政課も財政課です。財政課

が予算をつけて、これだけ不用額として上がる

わけだから、やはり財政課も考えてやらないと

いけない。ピシャッとしたところを考えなよ。

そこについてはしっかり言っておきなさい。だ

から、財政課と商工観光労働部はしっかり連携

しないと駄目ですよ。やれることはどんどん提

案してやらないといけないわけなので、これが

なぜ緊急事業で……。これについては、もう結

果論なのでしようがないですけれどもね。やる

のであれば計画性を持ってやってください。予

算をつけたら、しっかりと満額使う。足りなく

て逆に補正予算を組まないといけないくらい観

光関係は重要だから、お願いします。 

○矢越観光推進課長  我々も多額の執行残が残

ったことに対しましては、歯がゆい思いはして

おります。御指摘を踏まえて、つけていただい

た予算を有効活用できるように、今後も一生懸

命頑張っていきたいと思います。 

○岩切委員  資料80ページの「みやざき観光情

報発信強化」で、みやざき観光ナビが対前年比

172％のアクセス数ということで、相当に大きく

伸びております。私も時々、みやざき観光ナビ

をチェックするんですが、非常に見やすくなっ

て、項目ごとに内容がどんどん出てくるような

工夫がされています。従前の観光サイトから変

えていく過程の中で、どのような目標でつくら

れたのでしょうか。要は、宮崎県を知っていた

だくということなのか、それとも宮崎県に来て

いただくという方向なのか、どの層をターゲッ

トにしていらっしゃるのか、そのあたりのコン

セプトを報告いただけますか。 

○矢越観光推進課長  みやざき観光ナビにつき

ましては、令和６年２月14日にリニューアルさ

せていただきました。我々としては、公式の観

光ナビのほうにアクセスを増やしたいというこ

ともありまして、従前のサイトとの違いとしま

して、誘客キャンペーン等の広告などで、サイ

トのほうに積極的に誘導するような取組が１つ。

また、サイトの更新頻度を高くしますとイン

ターネット上の検索結果の上位になりますので、

露出を高めるためにも更新頻度を高くしており、

みやざき観光ナビですと、ほぼ毎日何かしら情

報を更新しているような状況になっております。

あとは、特集記事やイベント情報を継続的に発
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信することで、閲覧者の満足度やサイトへの再

訪意欲といったものを高めたいと考えておりま

す。 

○岩切委員  物すごくよくなったということで

見させていただいておりますが、ホームページ

というのはこちら側から積極的に入っていけな

いと見られません。勝手に入ってくるというの

は、大体ＳＮＳ系ですね。みやざき観光ナビが

確かフェイスブックか何かを持っていらっしゃ

ったと思うんですけれども、そこから思わず、

みやざき観光ナビのホームページのほうに行き

たくなるような、フェイスブックやＸの活用を

さらに強化していただければありがたいと思う

んですけれども、そういうシステムは既にお願

いはできていらっしゃるのでしょうか。 

○矢越観光推進課長  みやざき観光ナビにそう

いうリンクを貼るなり、誘導するなりといった

ことはもちろんですけれども、先ほど言いまし

たように、誘客キャンペーン等をするときには、

ホームページのほうに誘導できるような取組を

させていただいているところであります。 

○脇谷委員  資料81ページですけれども、「教

育旅行誘致・定着促進」につきましてお伺いい

たします。 

 昨年の決算審査では、施策の成果及び今後の

方向性について、特段に取り上げて書いてあっ

たと思っております。昨年の決算審査には、貸

切バスの借上料及び商品企画開発費支援という

ことが書かれており、それを着実に実行されて

いるということですばらしいんですけれども、

実績の18校は目標に達しているのでしょうか。

どれくらいの目標を立てていて、この実績につ

いてどう捉えていらっしゃるか、教えてくださ

い。 

○矢越観光推進課長  我々としましては、もち

ろん、より多くの学校に来ていただきたいと考

えております。令和５年度と令和６年度を比較

しますと、令和５年度は44校で令和６年度は18

校ですので、実績としては下回ってしまったと

いうことになります。 

 ここでは令和５～７年度の３か年間の成果指

標として、教育旅行の延べ宿泊者数３万人にし

ております。補助金とは関係ありませんけれど

も、教育旅行全体の宿泊者の受入れとしまして

は、令和５年度が7,684人、令和６年度が7,291

人ですので、年間１万人程度の宿泊者で計算し

ますと、まだ成果指標に対しては実績が足りて

いないというような状況になっております。 

○脇谷委員  ある県内の大きな企業の方が、教

育旅行を県内にすべきだとおっしゃっていまし

た。それからコロナ禍によって県内教育旅行が

増えたということを捉えて、その方が言ったよ

うに、実際に県内教育旅行が増えたんだけれど

も、それがコロナ禍によってこういうふうに多

くなったのかと言われました。コロナ禍におい

ては県内教育旅行が増えたけれども、今後どの

ように持っていかれるのかというところをお伺

いします。 

○矢越観光推進課長  コロナ禍において、県外

のほうに教育旅行に行けないという実態もあっ

て、その期間中、県内の教育旅行というのは実

績としては多く出たところです。我々としまし

ては、せっかく県内で教育旅行をしていただく

というところだったので、コロナ禍後もなるべ

く県内でと考えており、セールス等を行ってい

ましたが、やはりコロナ禍が明けていきますと、

県外のほうに、元に戻っていくというような状

況もございます。 

 ただ、先ほど延べ宿泊者数の数字を申し上げ

ましたが、令和５年度と令和６年度は7,000人程
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度で、よく言えば踏ん張っているほうだという

ような感じはしております。 

 外国の方々が県内に教育旅行で来ていただい

ている実績も増えてきております。我々としま

しては、特に台湾ですけれども、訪日の教育旅

行の分野についても、今後は力を入れていきた

いと考えております。 

○脇谷委員  よろしくお願いします。 

○山口副主査  資料81ページにメタバースの新

しい取組があったと思うんですけれども、構築

したところに、実際どれくらい来たとかは分か

るものですか。 

○矢越観光推進課長  昨年度構築いたしました

バーチャルみやざきには、延べ5,529人の方が来

ていただいております。 

○山口副主査  メタバースに詳しくないので、

どう評価すべきものなのかが分からないんです

けれども、目標値を達成されているとか、メタ

バース界隈ではかなり来ているほうだとか、そ

のあたりは分かりますか。 

○矢越観光推進課長  メタバース空間をつくっ

ている他県の自治体もあるんですけれども、そ

こと比べますと、宮崎県が一番数字的には多か

ったと記憶しております。 

○山口副主査  県としての目標値みたいなのあ

ったんですか。 

○矢越観光推進課長  認知度ランキングという

ものがありまして、その順位を上げようという

ことを成果指標と上げております。令和４年度

の認知度ランキングが38位でしたが、令和６年

度も同じく38位ということになっております。 

○山口副主査  えびの高原スポーツレクリエー

ション施設特別会計、県営国民宿舎特別会計に

ついてなんですけれども、繰越しがいろいろと

あったという話もあるかと思いますが、令和

６年度に指定管理者が変わったんですよね。令

和５年の末に募集されていたと思います。しか

し、予算上は当初予算で組んでいたと思います。

なぜこういう形で繰越しが起きたのかというの

をもう少し詳しく教えてください。 

○矢越観光推進課長  副主査おっしゃるとおり、

本工事につきましては当初予算で組んでおりま

して、６か月の工期を予定しておりました。ア

イススケート場の製氷車と倉庫を整備する予定

だったんですけれども、指定管理者が昨年度変

更になりました。手続関係が２月定例会へずれ

込んだということもあり、年度当初、指定管理

者のほうが受入体制の構築等に時間と労力を取

られておりました。指定管理者との調整に時間

を要したことで、昨年度中に入札工事に入りま

すと、工期がアイススケート場の準備期間と重

なり運営に支障が生じるということになり、繰

越しになったものでございます。 

○山口副主査  指定管理者の選定は１回やり直

しているのかな。指定管理者の選定手続が年度

末にずれ込んだという話ですが、それもともと

11月定例会でやる予定だったのが、２月定例会

にずれたということだったんですね。 

工事の発注主体は指定管理者ではなく県なん

ですよね。 

○矢越観光推進課長  通常11月定例会で選定し

ているものが、２月定例会にずれ込んでおりま

す。 

直接的に指定管理者の選定という部分という

ことではないんですけれども、発注自体は確か

に県が行います。指定管理者との連携という部

分では、実際にアイススケート場を運営する際

には準備期間が必要になってまいります。その

準備期間と６か月の工期を考えたら、昨年度中

のアイススケート場のオープンに差し支えると
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いうことで繰り越したということになります。 

○山口副主査  そこが分からなくて、そもそも

県が発注者として行う工事で、施設自体も県が

工事をしたり……。施設の所有主体は国なのか、

県ですかね。持っている施設について指定管理

者の多少の意見を聞くことについては理解する

ところではあるんですけれども、当初予算で取

っているものが大幅にずれ込むほど、設計変更

までする必要性があったりするくらい、意見を

聞かないとできないものだったんですか。 

予算を組む段階では、県側としてはこういう

ものを造るというのは当然決めていて、それに

基づいて予算を取っているわけだから、指定管

理者との協議で大幅に変わるということはあま

り想定していないと思います。どうして指定管

理者の準備が整っていないという理由で繰り越

さなければいけないぐらいずれ込んだのか、も

う一回教えてもらえますか。 

○矢越観光推進課長  工期を６か月程度考えて

ということを申しましたけれども、年度当初に

発注ができなかったというのが大きな部分にな

るかと思います。年度当初の発注という部分で、

指定管理者との調整がうまくできなかったとい

うことです。 

○山口副主査  具体的にどういう調整が必要だ

ったんですか。 

○河村商工政策課長  おっしゃるとおり、県が

施工する立場にありますので、指定管理者との

調整というのは、※令和５年度当時の指定管理者

との調整で、令和５年度当初想定していた工期

の遅れも当然生じましたので、冬のスケート場

の運営自体に影響があるということが判明した

ため、繰り越して次のシーズンにやりましょう

という話になったと記憶しています。スケート

場自体に関わる施設の更新なので、製氷がうま

くできないような状況にもなりかねず、繰り越

したと理解しております。 

○矢越観光推進課長  指定管理者との調整の中

で、指定管理初年度ということもあり、スケー

ト場の準備期間を通常よりも長めに取りたいと

いう意見もありました。その準備期間を考える

と６か月の工期と重なってしまって、発注自体

を翌年度に繰り越したということになります。 

○山口副主査  議事録を追うと、令和６年２月

定例会の常任委員会で、アイススケート場の運

営に関わる経費ですという説明をしているよう

です。製氷車やスケート機材ほかの保管場所と

して倉庫設置増設をするという話をされていま

す。その段階では、恐らく指定管理者が内定し

ていて、いろいろな協議が始まっているのでは

ないかと思いますが、準備に時間をかけたいと

いう話については、その段階では出ていなかっ

たから当初予算として計上したという理解でい

いですか。 

○矢越観光推進課長  その段階では、準備期間

を前倒ししたいとかいう話は出ておりません。 

○山口副主査  その話はいつ出てきたんですか。

４月１日から指定管理期間が始まっていますけ

れども、もともとは当初予算が通った後、いつ

から発注しようとしていたのか、これらについ

て教えていただけますか。 

○矢越観光推進課長  ４月に入札の準備をしま

して、５月に発注予定だったということでござ

います。 

○山口副主査  指定管理者側からは、いつ準備

時間を長く取りたいという要請が来たんですか。 

○矢越観光推進課長  ３～４月にかけて指定管

理者と引継ぎをする中で、アイススケート場に

対する準備を早めたいという話があったようで 

※44 ページに訂正発言あり 
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ございます。 

○山口副主査  アイススケート場の準備と倉庫

の工事発注はどうリンクしているんですか。よ

りよく管理するために倉庫とか製氷車を準備す

るものだと思うのですが、それを後ろ倒しにし

てまでやりたい準備とは何なのか分からないの

ですが、教えてください。 

○矢越観光推進課長  工事期間中は、そもそも

製氷車自体が通れなくなるというような支障が

あったようでございます。 

○山口副主査  もともと４月に発注して５月ぐ

らいから工事を始めてということで、６か月だ

ったら大体11月ぐらいに工事が完了するスケジ

ュールで組んでいます。通常だと、11月ないし

12月ぐらいから製氷車を使って準備していくも

のを前倒ししたいということは、10月ぐらいか

ら準備を始めたいということだった。工事期間

と照らし合わせると、６か月間製氷車が通れな

いような工事予定になっていたということです

か。 

○矢越観光推進課長  副主査のおっしゃるとお

りになります。通常のアイススケート場のオー

プン期間は12～２月になります。これまでの開

催期間を見ますと、早いときで12月１日ぐらい

からオープンしている時期もございます。です

ので、通常でいけば11月ぐらいから準備となり

ますけれども、新しい指定管理者のほうは初め

てということもあって、10月ぐらいから準備も

始めたいという意向があったということのよう

でございます。 

○山口副主査  もともと６か月の工事で、５月

に工事し始めたとしたら、何月に完了する予定

だったのか。10月末完了でよかったですか。当

初の予定は10月末完了ですか。 

○矢越観光推進課長  当初の計画は11月末完成

のようでございます。 

○山口副主査  それだと、新しい指定管理者だ

ろうとそうでなかろうと、準備できないですよ

ね。通常12月オープンで11月から準備している

のにおかしいでしょう。 

○矢越観光推進課長  失礼いたしました。11月

中の完成を予定していたということでございま

す。 

○山口副主査  そもそも、前任の指定管理者で

もアイスケート場の準備に間に合う工事計画に

なっていますか。 

○矢越観光推進課長  前指定管理者でいきます

と、２週間程度あれば準備ができるということ

でありますので、11月中の完成であれば間に合

うということになります。早いときで12月１日

からのオープンもありましたけれども、気候に

よって12月中旬や下旬になったりというのはあ

ります。 

○山口副主査  指定管理者募集の段階で、この

工事の予定は、指定管理者候補の方々に伝わっ

ているものですか。 

○矢越観光推進課長  この工事については伝わ

っておりません。 

○山口副主査  伝わっていない。分かりました。 

○福田委員  指定管理者がやるのはいいんです

けれども、どこがリードしているのか、どこが

指示するのかと思っていました。 

資料88ページの意見・留意事項等は、監査の

方が書かれた内容だと思うんですけれども、

「指定管理者と十分連携を図りながら」とあり

ます。指定管理者と十分連携を図るというのが

具体的に分からなかったんですけれども、副主

査とのやりとりでそういうことかと思いました。

90ページでも、全く同じ文章が意見・留意事項

等に書いてあります。そのまま移行しただけの



令和７年９月30日(火) 

 - 43 -

文章で、１字違わず置いてあるんです。 

私たち議員というのは、県民の立場に立って

県政のチェックを図るんですけれども、先ほど

の答弁を聞いていると、「指定管理者が、指定

管理者が」と全て持って行かれるのは、考えを

変えないといけないと思いますよ。私たちが指

定管理者に指示するんだというぐらいの強い気

持ちで持っていかないと変わらないと思います。

それが、「指定管理者と十分連携を図りながら」

という監査の意見ではないかと思いますけれど

も、参考にしてください。 

○児玉商工観光労働部長  福田委員がおっしゃ

る御意見というのは、ごもっともなことだと考

えております。指定管理者制度というもので、

県民の皆様に広く利用していただく公の施設の

管理や使用許可といったものまで含めて、指定

管理者の方にお願いするものなんですけれども、

指定管理者の選定に当たりましては、当然、こ

ういう条件で公募しますといったものも議会に

御報告しながら、最終候補者はこのように決定

いたしましたので、この方を指定管理者にお願

いいたしますということも議会のほうに御説明

しています。 

県民の皆さまが利用される施設だからこそ、

きちんとそういったプロセスを踏みながら指定

管理者を決定し、しっかり利用していただける

ようにするということが大事でございます。そ

こで、県が指定管理者と十分連携しながら、か

つ、まさに委員がおっしゃいましたけれども、

管理そのものは指定管理者にお願いするんです

けれども、施設のあり方や十分な活用を図って

いきましょうというものは、県がしっかり考え

てやらないといけないことだと思っています。 

 福田委員が御意見いただいたことにつきまし

ては、我々もしっかり肝に銘じて、今後もしっ

かり連携等を図っていきながら、県民の皆様が

利用するところで不自由がないように、万全を

期してまいりたいと考えております。 

○山口副主査  しつこくて申し訳ないんですけ

れども、えびの高原のレクリエーション施設の

件については、一定程度理解させていただきま

した。 

 県営国民宿舎特別会計のほうですけれども、

監査委員の指摘を見る限りだと、具体的に何が

連携できなかったのかが読み取れませんでした。

繰越しが大きくあるわけでもなく、不用額が出

てくるのは当たり前というか、執行残なのであ

るのだろうと思うんですけれども、具体的に何

を指摘されたと担当課は理解されていらっしゃ

るんですか。 

○矢越観光推進課長  利用者のさらなる確保な

どはもちろんですけれども、定例的なミーティ

ングなどといった本課と※前指定管理者との連携

部分がもう少しあったほうがいいのではないか

というようなところが、連携についての指摘と

受けとめております。 

○山口副主査  国民宿舎に対しても、指定管理

者が令和６年度から変わっているのではないで

しょうか。アイススケート場と同じ、小林まち

づくり株式会社に変わっていますよね。前指定

管理者との連携部分というのは、令和６年度の

指摘に当たらない気がするんですけれども、そ

こはいかがでしょうか。前指定管理者とあまり

協議できていないということを、既に管理者が

変わっているにもかかわらず、そこを監査で指

摘をされたと担当課は認識をされている。 

○矢越観光推進課長  大変失礼しました。訂正

させていただきます。 

 指定管理者が指定管理初年度ということもあ 

※このページ右段に訂正発言あり 
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って、なかなか厳しい国民宿舎の状況が続いて

いますので、本課も指定管理者と一緒になって、

利用者増のための取組等を行ってくださいとい

うようなところだと考えております。 

○内田主査  今の答弁は、前指定管理者ではな

くて本課との連携ということ。 

○山口副主査   現指定管理者ですね。 

○内田主査   現指定管理者と本課との連携。 

○山口副主査   分かりました。 

○河村商工政策課長  私の発言で、山口副主査

に、前指定管理者との兼ね合いでと答弁させて

いただきましたけれども、ほかの事業と勘違い

をしておりまして、訂正させていただきます。

答弁については、観光推進課長のとおりでござ

います。 

○内田主査   ほかにはないですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  では以上をもって、商工観光労働

部第２班の審査を終了いたします。 

 執行部入替えのため休憩させていただきます。 

 暫時休憩いたします。 

   午前10時53分休憩 

───────────────────── 

   午前10時59分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 昨日からの各課長の説明及びそれに対する委

員の質疑が終了しましたが、執行部の皆様から

御発言等ございませんか。 

○今村企業立地推進局長  昨日、内田主査より

御質問がありました、企業からの相談件数につ

きまして、しっかり整理してお答えできなかっ

たと思いますので、改めてお答えしたいと思い

ます。 

 電話やメールなどによる企業等からの立地に

係る相談や問合せにつきましては、全て丁寧に

対応しておりますが、特に本県への誘致実現性

のある企業に対しては、改めて企業訪問を行っ

ておりまして、その令和６年度の実績は延べで

457件でございました。このうち先方の企業から

情報提供の了解を得た上で、市町村に情報提供

を行ったり、市町村と同行訪問を行った企業数

は15件でございます。 

 今後につきましては、企業から相談を受けた

企業の数、業種、相談内容等に係る情報をしっ

かり分析して、見える化した上で、市町村にも

情報を共有し、市町村の今後の企業誘致活動の

参考にしていただくとともに、企業から情報提

供の了解をいただいた案件につきましては、市

町村とも密に連携、情報を共有しながら、誘致

活動を行ってまいりたいと思います。 

○内田主査  私の質問だったということで答弁

いただきましたが、企業立地推進局において、

課から局に変わったのだから、庁内もしっかり

統括して、企業の窓口となるというスタンスだ

ったと思いますし、市町村の最新の受入状況や

体制といった情報もしっかりキャッチしてほし

い。企業からも３年、５年、10年スパンとかの

話が来ていると思いますので、企業立地推進局

の担当の方も２～３年で交代というようなこと

ではなく、本当は担当の方がずっといらっしゃ

るのが、企業側としても安心感があるというこ

とも感じているところです。知事の目玉政策だ

と思いますので、庁内での横断的な取組として、

しっかり成果を出していただけるように努めて

いただきたいと思っております。 

 九州の中でも、宮崎県は本当にポテンシャル

が高い地域なので、そのチャンスを逃さずやっ

ていただきたいです。現在は九州最下位である

ように感じますが、是非とも成果をしっかり出

していただいて、相談いただいたところの成功
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率をしっかり高めていただけるように、花形の

部署だという意識で取り組んでいただきたいと

思います。是非とも、県土の均衡ある発展のた

めに、努力していただきたいと思って質問させ

ていただきました。 

 それでは、商工観光労働部の決算全般につい

て質疑はありませんか。 

○山口副主査  聞き忘れていました。資料104

ページの「ブラジル宮崎県人会創立75周年記念

式典」についてです。 

2,300万円くらい使っていらっしゃいますけれ

ども、どのようなものに使ったのか、内訳を教

えてもらえますか。 

○牧国際・経済交流課長  「ブラジル宮崎県人

会創立75周年記念式典」の中身といたしまして、

記念式典への参加ということで、知事を筆頭に

県関係者、議会、関係企業、一般参加者も含め

て総勢350名で行ったんですけれども、その参加

費用をここで組んでおります。そちらがこの事

業のメインの費目となっております。 

○山口副主査  もう少し細かく、金額まで含め

て教えてください。参加費用という丸め方では

なくて、航空券代だとか、式典参加に当たって

別に出したのかどうかとか、そのあたりが少し

気になっています。 

○牧国際・経済交流課長  予算額といたしまし

ては……。少々お待ちください。 

○内田主査   暫時休憩します。 

   午前11時７分休憩 

───────────────────── 

   午前11時８分再開 

○内田主査   再開いたします。 

○牧国際・経済交流課長  大変失礼いたしまし

た。見間違えておりました。 

 事業費のうち、知事をはじめ職員分の旅費と

いうことで1,560万円ほど見ております。1,559

万円が当初予算額でございました。それ以外と

いたしましては、事務費として、訪問先への

様々な記念品などの物品購入費用等を174万円ほ

どとしております。今回の訪問団にアルゼンチ

ンやパラグアイなど、ブラジルに限らず周辺の

県人会にも表敬訪問を含んでおりましたので、

それぞれの訪問先に対する贈答品等も含んでお

ります。それ以外の事務費といたしまして、送

料や国際電話利用料、現地ガイドの借上料とな

ります。 

それから委託料を360万円計上しておりますが、

これは現地アテンドの委託をお願いしており、

380万円ほどを一式として計上しております。 

 それから、ブラジル宮崎県人会では、この75

周年記念式典を開催するに当たっての財源がな

いということもありますので、周年事業を開催

するためのブラジル宮崎県人会の事業費として

400万円を計上しております。 

○山口副主査  参加費で1,500万円、記念品で

170万円、現地アテンドで360万円、ブラジル宮

崎県人会で400万円と足していくと、決算額を超

えていきませんか。 

○牧国際・経済交流課長  読み上げたのは予算

額でありますけれども……。 

○山口副主査  予算額ではなくて決算額。 

○牧国際・経済交流課長  当初予算の合計では

2,600万円で組んでおりまして、その後、決算時

点の予算額は2,300万円ということです。多少の

補正減と執行残を残して2,200万円の執行という

ことです。決算額のほうですね。 

○山口副主査  決算額で話していただくと。 

○牧国際・経済交流課長  少々お待ちください。 

○内田主査  暫時休憩します。 

   午前11時12分休憩 
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───────────────────── 

   午前11時18分再開 

○内田主査  再開いたします。 

 一旦、ほかの項目に移りたいと思います。 

○山口副主査  商工観光労働部だけでなく全体

にも言えることですが、主要施策の成果に関す

る報告書について、丁寧にまとめていただいて

いると思います。各事業の目標値は定めてらっ

しゃると思いますが、それがこの報告書の中で

は見切れないところがあります。目標に対して

事業の実績がどうだったのかが見られるように

なってくると、事業に対する評価という点で審

査がしやすいと思っています。これは全体に関

わってくる話だと思うんですが、ぜひそういう

見せ方というところも検討いただきたいと思っ

ています。これはあくまで要望なので、答弁は

要りません。 

最後のほうで、施策の成果等及び今後の方向

性のところに、いろいろと目標値を出していた

だいていますが、事業ごとの成果目標というも

のもあると思います。せっかく定めているので

あれば、そういったものも見えるような形でつ

くっていただけるとありがたいと思います。 

○日高委員  以前の決算特別委員会では、成果

説明書とか聴取書はあったはずですよ。こんな

分厚いものが議員に配られたはずです。先ほど

の山口副主査の質疑は、それがあれば分かる話

だったんです。（「データではある」と呼ぶ者

あり）それにも内訳は載っていない。細かい内

訳が最近まであったんです。各事業による成果

説明書はないでしょう。（「議案書にあった」

と呼ぶ者あり）議案書。これに載っていないの。 

○内田主査   暫時休憩いたします。 

   午前11時21分休憩 

───────────────────── 

   午前11時23分再開 

○内田主査  再開いたします。 

 今の質疑についての答弁は要らないというこ

とで、こちらからも財政課のほうなりに申入れ

をしておきたいと思います。 

○岩切委員  商工観光労働部の業務は本当に多

種多様で広範なものだと理解をしております。

それで、県内の人や企業や営みの中で出てくる

発想というか、企画を情報収集している状況だ

と思うんです。先ほど企業立地推進局の質疑答

弁がありましたけれども、どこかでそれが詰ま

ったりすると悲惨なことになってしまう印象を

受けました。 

皆さんの手元にもパソコンがございますが、

様々な情報がどこかに一斉に集まるような部と

しての情報管理みたいなものは構築されていな

いのかと感じたところです。どこかの企業がこ

う言ったというのは、ある課では参考にならな

い話でも、ほかの課では参考になるというのが、

もしかしたらあるんじゃないかと思うんですが、

そういったものは商工観光労働部では構築され

ていらっしゃらないのでしょうか。 

○児玉商工観光労働部長  県だからこそ様々な

情報を入手できますし、利害関係等関係なく、

その情報を市町村と共有できるというのは、県

だからこそ、公益的な団体だからこそできると

考えております。 

 例えば、企業立地の関係ですと、市町村の企

業立地の担当者と年に複数回の会議等を開いて、

そこで情報共有しており、そこでは本音ベース

でいろいろなことを話しています。市町村単位

になると、なかなか難しいところもあるんです

が、そこは県だからこそできるところです。た

だ、今までそこが十分できていたかというと、

昨日と今日の質疑の中で、ある程度の統計的な
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処理をしたものを情報共有することなどは不十

分だったのかなと反省しております。そこは今

後、しっかり改善していきたいと思っています。 

 それと、観光関係につきましても、宮崎県観

光協会の総会等で市町村の観光協会と意見交換

をしておりまして、そこで情報共有を図ってい

るところです。また、産業関係といいますと、

各産業団体や各事業者との意見交換等もござい

ます。 

当然、相手方に御了解をいただいた情報の範

囲内ということにはなりますが、広範囲な情報

を収集できる県の立場だからこそ、市町村とし

っかり情報共有を図って、それが県全体の発展

につながるような取組をしっかりしていくべき

だと思います。そこは今後もしっかりやってい

きたいと思いますし、職員一同、それぞれ意識

して取り組んでいただくように指導してまいり

たいと考えております。 

○岩切委員  部長がおっしゃったように、部内

で集められた情報は共有されることが適当だと

思うんですが、それをもう少し砕いて、例えば、

商工政策課が得た情報を企業立地課に、発展し

てきている機器を使って共有できるか否か。集

まって議論すると、どうしてもそれぞれがフィ

ルターをかけてしまい、貴重な情報をセレクト

するじゃないですか。それよりも、全ての情

報──こんなことやあんなことがあったという

ものを互いに共有されていくことのほうが、今

から先の情報共有という面では大事になってく

るのではないかと思います。捨てられた情報こ

そが非常に貴重な情報だったということがある

のではないかと思いました。 

これから先、商工観光労働部の仕事はどんど

ん広がっていくように感じていまして、そのあ

たりがうまくシステム化されるといいと感じま

した。情報共有いただいて、漏れなきように、

そこからまた県から市町村に出て行くときのや

りようもあると思いますので、是非よろしくお

願いします。 

○日高委員  私は、昨日と今日の審査をまとめ

たものを用意しました。 

企業誘致では、予算に対して雇用が十分に図

られたのかをしっかりと数値で検証していただ

きたいというのが一つあります。 

 それと、若者や女性の県外流出が続いている

わけであって、効果的な人材定着の施策が十分

に取られているのか、決算からどういった課題

が見えてきたのかもしっかり考えてもらいたい。 

 そして、一番は、コロナ禍以降は観光客数が

若干回復傾向にありますが、観光消費単価の伸

びが弱い。決算をしっかりと分析して、令和

８年の施策にどう反映できるかが大変重要では

ないかと思います。 

この３つを私は考えたので、まとめて部長に

答えていただければと思います。 

○児玉商工観光労働部長  企業誘致については、

立地を促進するということの目的は、当然、県

内雇用をたくさんつくっていくことであります。

補助金自体は実績払いということで、雇用され

たものに応じた補助金を支払っているところで

すけれども、雇用実績についてはしっかり把握

して検証していきたいと思います。また、良質

な雇用を生み出せるような立地企業の誘致にし

っかり取り組んでいくべきと考えております。 

 女性や若者の県内定着については、人口減少

対策ということでしっかり取り組んでいくべき

事項だと思います。私どもも若者の県内定着に

向けては、大学生の県内定着ということで、以

前は大学３・４年生を対象にしてやっていまし

たが、今年度から大学１・２年生も対象にした、
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いろいろな企業の情報を伝える場をつくりまし

た。また、高校生などを対象にした、宮崎県内

の企業を知る機会をつくる取組もやっているん

ですが、教育委員会も同じような取組を意識し

ていただいているところです。 

一番大事なのは、魅力的な職場をつくってい

くことです。どのような働く環境を女性や若者

が求めているのか。福田委員から昨日御指摘も

いただきましたけれども、やはり働く時間です。

短い時間でそれぞれの個人の事情に合わせた働

き方を望まれているというところも、当然ニー

ズとしてあるわけでございます。そういったと

ころは、我々もいろいろな事業者や労働関係団

体と話しをした際に、多様な働き方が求められ

ているということを伺っておりますので、そこ

はしっかり取り組んでいきたい。県内定着にそ

こが役立っているのかという視点は、本当に大

事だと思っております。 

 最後に、観光関係ですけれども、昨年度の実

績について言うと、宿泊客数の伸びが期待でき

るようなところまで至っていなくて、コロナ禍

前にまだ戻っていないというようなところです。

コロナ禍前に回復するというのは、あくまでも

本県の目指すところの通過点であって、やはり

我々はそれ以上を求めていくべきだと思ってい

ます。そのために、ＫＵＲＯＫＩＲＩ ＳＴＡ

ＤＩＵＭであったり、国際水準の大会が誘致で

きるようなテニスコートの整備を進めていると

ころでございます。本県にとっての新たな武器

と申しますか、誘客を図る上でそのような整備

を進めているからには、そこをしっかり生かし

て誘客していくのが我々の仕事だと思っていま

す。 

そうしていく中で、宿泊客が増えないと１人

当たりの観光消費額は伸びませんので、宿泊客

の増加に向けた取組というのは大事だと思って

います。今年の１～６月の期間で見ますと、昨

年よりは回復傾向にはあると考えているんです

が、途中で予言の関係がございまして、５～

６月は少し厳しい状況もありました。これまで

体験型観光や県内を周遊してもらう取組などを

してきており、一定の成果が出てきているんで

すけれども、そこで満足することなく、どうい

ったものをやれば観光消費額をもっと上昇させ

られるのかということは、委員御指摘のとおり、

しっかり取り組むべき事項だと考えております。 

○日高委員  本当に通過点ですよね。通過点と

いういい言葉をいただきました。来年度の予算

にどれだけ部長の意向が反映できるのか、これ

にかかっておると思います。ぜひよろしくお願

いいたします。 

○内田主査  それでは、先ほどの質問の御答弁

はいただけますか。 

○牧国際・経済交流課長  「ブラジル宮崎県人

会創立75周年記念式典」についてですが、当日

の式典への参加者はおよそ350名でございました。

このうち、宮崎県から訪問団として行ったのが

30名ほどです。このうち、県職員６人分の旅費

の予算を計上しており、その決算額が1,310万

3,186円になります。 

需用費といたしましては、記念品等を買って

おります。宮崎県から参加者へのお土産もあり

ますし、県人会活動に長年御活躍いただいた方

への功労表彰といった記念品等も含めた購入で

74万2,849円を決算額として計上しております。 

 役務費のほうですけれども、こちらも各種事

務費でございます。現地借り上げのバスや国際

電話で37万9,230円。それから、現地アテンドを

一式で委託しておりますが、こちらのほうが414

万6,000円となっております。 
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 最後に、ブラジル宮崎県人会への補助金400万

円は400万円のままとなっております。 

○山口副主査  旅費の中で知事の名前は特段出

ていませんでした。最初の説明では「知事を筆

頭に」とおっしゃっていましたけれども、知事

は含まれていないのでしょうか。 

○牧国際・経済交流課長  当初は知事で予定し

ていたんですが、副知事が代理で参加しており

ます。 

○山口副主査  ブラジル宮崎県人会への400万円

の補助がございますが、具体的にこの式典その

ものにどれぐらいの金額がかかっていて、どう

して400万円なのか、どのように使われたと認識

されていらっしゃいますか。 

○牧国際・経済交流課長  総額のほうは控えて

いないのですが、積算の考え方といたしまして

は、ブラジル宮崎県人会の自主財源がほぼない

ということで、必要経費を積み上げまして、会

場の借上料といった現地での事務費ということ

で補助をしております。 

○山口副主査  この400万円を支出するに当たっ

て、例えば、市の祭りに対しても規則があった

り、どういったものに使ったのかは、領収書も

含めて出してもらうということは往々にしてあ

り得ることだと思います。今回はどういう規則

にのっとって400万円を支出して、その上で400

万円が何に使われたのかをどのように確認して

いるのか、教えてください。 

○牧国際・経済交流課長  当然、補助金ですの

で、県の財務規則等に基づきまして補助金交付

要綱も制定いたしまして、現地県人会からは、

必要経費の積算を実績として報告いただいて、

会計規則どおりには支払いしております。積算

の内訳としましては会場借上料、ボディガード

の料金、現地でのアテンド、現地の領事館とい

いますか大使館との調整といった現地での活動

費用として必要なものを積算していただいて、

その実績を報告していただいて、支払ったとい

うことになっています。 

○山口副主査  ブラジル宮崎県人会から来た書

類もあるし、確認できるということですね。 

インターネットで検索すると、飲食とかも割

と派手で、サンバの方が出て来たり、うちの議

員が太鼓を叩かれていたりします。個人的には、

どこからその太鼓を持っていったのかと、輸送

費は大丈夫かと思ったりもしているんですけれ

ども、飲食費といったものには使われていない

のでしょうか。 

補助金交付要綱では、補助金はどのようなも

のに使えるんですか。会場費とかに使えること

は大体理解しているんですけれども、こういう

式典だと、飲食費ですとかイベント出演者のギ

ャラといったものにも使用可能なものですか。 

○牧国際・経済交流課長  副主査御指摘のとお

り、※飲食についてはこの補助の対象とはしてお

りません。 

 それから、ギャランティーが発生するような

ステージものについて、ギャランティーそのも

のは含んでおりませんが、出演調整等に要する

事務費は含めております。ギャランティーその

ものは補助対象とはしていないということでご

ざいました。 

○山口副主査  自主財源がない中で出したとお

っしゃいましが、飲食とかも一切なく、400万円

以外のものについては何かしら手出しであった

り、皆さんからの交付金やカンパみたいなもの

で成立しているということなんですか。この400

万円補助した式典は全体でいくらかかったのか

が分からないと判断しづらいんですけれども、 

※84 ページに訂正発言あり 
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教えてもらえますか。 

○牧国際・経済交流課長  全体事業費は補助実

績の中では記載されておらず、必要対象経費だ

けの精算となっているようでございます。ただ、

全体事業費の部分でいきますと、現地の企業や

個人からの協賛金という形で、周年事業のほう

に協賛金等を集めて開催経費に回したというよ

うなこともございますので、県からの補助金400

万円で収めたということではないということで

ございます。 

○内田主査  大会全体の運営費は出てないんで

すか。 

○牧国際・経済交流課長  ブラジル宮崎県人会

については、補助金に関する経費だけの実績で

精算を済ませているところでございます。 

○山口副主査  いろいろなイベントに補助され

たりしていると思いますけれども、大まかな全

体事業費は把握しないものですか。このくらい

の祭りだから半分ぐらいだとか、いろいろやっ

たりすることも往々にしてあると思います。例

えば、ブラジル宮崎県人会を信用している前提

としても、補助金をお渡しする団体かどうかと

いうところを判断するに当たっても、そういう

実績報告みたいなものが見られるということは

結構大事なことなのではないかと思うんですけ

れども、そのあたりはどう判断すればいいんで

しょうか。見られないのでしょうか。 

○牧国際・経済交流課長  副主査が御疑念のと

おりの部分もあるんですが、この75周年記念式

典はあくまでも主催がブラジル宮崎県人会とい

うことですので、ブラジル宮崎県人会から補助

として必要な額の相談を受けて、必要な分の範

囲内だけで精算を済ませたという事情がござい

ます。 

○山口副主査  事情は重々分かるんですが、そ

れは規則上、全く問題ないやり方なのかという

ところが審査対象になろうかと思っています。

全体事業費や実施主体に対しての調査というか、

交付する際の一定の基準みたいなものとして、

まず全体事業費を把握する必要はないというの

が全く問題ないのかということと、補助金を交

付する主体として、ブラジル宮崎県人会が適切

かどうかという判断は、その規則にのっとって

しっかりやれているのかどうか、結果について

も担保できているのかどうかという、これらの

点を教えていただけますか。 

○牧国際・経済交流課長  まず補助費の支払い

としては、対象経費の部分だけの精算というこ

とで、証拠書類等もしっかり収集しております。

精算においては必要経費についての必要書類を

添付していただき、こちらでも審査しますので、

問題はなかったとは思っております。 

 それから補助対象者の適格性につきまして、

初めて補助対象とした事業者ではなく、長年の

関係性を持った中でのということになります。

国内では、反社会的勢力に関する誓約書を取っ

たりすることはあります。今回は海外の団体と

いうこともありますが、宮崎県と長年主体的な

取組をしている信頼のおける団体ということで

補助対象者として認定することに問題はないと

判断したということでございます。 

○山口副主査  まず、全体事業費を把握しなく

ていいというのは、規則上そうなっているので

しょうか。手続をしっかりしたというのは重々

分かっているんですけれども、そもそも規則上、

全体事業費は把握しなくてもいいとなっている

のかどうかを確認させてください。 

○鬼塚観光経済交流局長  この事業についての

補助金交付要綱を設定しておりまして、その中

で対象経費を全て挙げていただいて、それが適
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正かどうかというところを審査して補助金を交

付している流れになっております。その補助金

交付要綱自体が法規制上正しいかどうかという

のは別観点になるかもしれませんけれども、県

としては補助金要綱を制定しているので、適正

な執行ということで考えております。 

○山口副主査  設定している補助金交付要綱に

おいては適切に判断されているが、その補助金

交付要綱自体が通常と照らし合わせて適正かど

うかの判断をしていない可能性もあると聞こえ

ます。そうなってくると、どの事業でも適当に

補助金交付要綱をつくれてしまうので、おかし

な話になってしまいますよね。 

○鬼塚観光経済交流局長  この要綱については、

財政当局も含めて審査しておりまして、県とし

て適正だと考えております。 

○山口副主査  分かりました。 

○内田主査  そのほかはないですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、以上をもって商工観光

労働部を終了いたします。 

執行部の皆様、昨日、今日とお疲れさまでし

た。 

 続きは、午後１時再開でよろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、午後１時から再開いた

します。 

   午前11時53分休憩 

───────────────────── 

   午後０時56分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 県土整備部の審査は２班体制で、71分間の説

明時間となっております。昨日、今日と熱心な

審議をさせていただいているところですが、本

日、審査が終わるように努めたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和６年度決算について、部長の

概要説明を求めます。 

○桑畑県土整備部長  説明に入ります前に、お

詫びを申し上げます。 

 さきに提出しておりました令和６年度主要施

策の成果に関する報告書に誤りがございました。

大変申し訳ありませんでした。別紙でお配りし

ております訂正表で内容を着席して御説明いた

します。 

 訂正の箇所は、令和６年度主要施策の成果に

関する報告書の506ページになります。 

 訂正前の表、「木造住宅耐震化緊急啓発」の

一番右の欄、下線を引いております決算額の令

和５年度からの繰越額が2,390万1,000円とあり

ますが、正しくは訂正後の表に記載のとおり

2,171万1,000円でございます。これに伴いまし

て、表の一番下の合計欄にも修正が生じており

ます。 

 なお、タブレットのデータとお手元にお配り

しております委員会資料につきましては、訂正

した数字を記載しております。 

 それでは、令和６年度の決算につきまして御

説明いたします。 

 まず、総合計画の体系表に基づきまして、主

要施策の成果について御説明いたします。 

決算特別委員会資料の３ページを御覧くださ

い。 

 この施策体系表は、「宮崎県総合計画2024」

における分野別施策について県土整備部が所管

いたしますものを記載したものであります。 

 まず、「くらしづくり」の分野についてであ

ります。 

 施策の１つ目、「自然・環境にやさしい社会

づくり」では、県民との協働による河川・海岸
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の環境美化・保全活動を推進し、良好な自然環

境・生活環境の保全に取り組んだところであり

ます。 

 ２つ目の、「安心で快適に暮らせる社会づく

り」では、美しい宮崎づくりの推進や都市公園

の整備、県営住宅の建て替えや改修を行うなど、

快適で人にやさしい生活・空間づくりに取り組

みますとともに、街路整備などにより、まちづ

くりと一体となった道路の整備を進め、持続可

能な地域交通網の構築に努めたところでありま

す。 

 ３つ目の、「安全な暮らしが確保される社会

づくり」では、３～５ページにかけまして、河

川の改修・急傾斜地の崩壊対策など、台風や地

震・津波等による災害を防止・軽減するための

対策を実施しますとともに、建設産業における

担い手の確保・育成やＤＸの推進、住宅の耐震

化に関する啓発や支援を行うなど、災害に強い

県土づくりに取り組んだところであります。ま

た、通過路の歩道整備や区画線・ガードレール

の設置を行うなど、交通事故のない社会づくり

に努めたところであります。 

 次に、５ページ中ほどの「産業づくり」の分

野におきまして、「経済・交流を支える基盤の

整備」では、国や鹿児島県とともに整備を進め

てまいりました都城志布志道路が、今年３月に

計画から30年を経て念願の全線開通を迎え、都

城市を中心とした南九州県域の広域的な道路ネ

ットワークが形成されたほか、細島港など重要

港湾の整備等を進め、「広域交通・物流ネット

ワークの整備・充実」に取り組んだところであ

ります。 

 次に、令和６年度決算について御説明いたし

ます。 

６ページを御覧ください。 

 表の一番下の段になります。一般会計と特別

会計を合わせました予算額は1,610億5,504万

5,277円、支出済額は1,002億5,373万7,553円で

あります。翌年度繰越額につきましては、明許

繰越が565億6,158万4,965円、事故繰越が25億

7,855万349円、不用額が16億6,117万2,410円と

なっております。 

 執行率につきましては62.2％で、翌年度繰越

額を含めますと99％となります。 

 次に、９ページを御覧ください。 

 監査における指摘事項等につきまして

は、３件の指摘事項と４件の注意事項がござい

ました。また、別冊の令和６年度宮崎県歳入歳

出決算審査意見書におきまして、１件の審査意

見がございました。決算に関する詳細につきま

しては、担当課長から御説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

○内田主査  部長の概要説明が終了いたしまし

た。 

 これより、管理課、用地対策課、技術企画課、

盛土対策課、道路建設課、道路保全課、高速道

対策局の審査を行います。 

 令和６年度決算について各課の説明を求めま

す。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○小薗管理課長  管理課の決算について御説明

いたします。決算特別委員会資料の11～12ペー

ジが当課の事項別の説明資料です。 

 まず、11ページを御覧ください。 

 表の一番上の段、管理課の計でございますが、

令和６年度の決算額は、予算額19億4,548万

2,000円に対しまして、支出済額19億546万7,123

円、不用額4,001万4,877円であります。なお、

執行率は97.9％です。 
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 次に、各会計の目における執行率が90％未満

のものはございませんので、不用額100万円以上

について御説明いたします。 

 なお、この後の各課の説明におきましても、

各会計の目における執行率が90％未満のものと、

不用額が100万円以上のものについて御説明させ

ていただきます。 

 資料11ページの上から４段目、（目）土木総

務費ですが、不用額が3,758万6,082円となって

おります。主なものは、下にあります給料、職

員手当、共済費の人件費でございます。これは、

職員費で支出を予定しておりました人件費を、

公共事業に係る事務経費である公共事務費での

支出に振り替えたことによる不用でございます。 

 次に、12ページを御覧ください。 

 上から５段目の（目）建設業指導監督費です。

不用額が242万8,795円となっております。主な

ものは、建設業の許可や建設産業振興に関する

委託料の執行残でございます。 

 決算については、以上でございます。 

 続きまして、主要施策の成果につきまして御

説明いたします。 

 主要施策の成果につきましては、それぞれ一

番下の中央と右にページが記載されてございま

す。右下に記載の決算とついたページで御説明

させていただきます。この後の各課の説明も同

様でございます。 

 それでは、右下決算13ページの「（１）災害

に強い県土づくり」に係る事業でございます。

表の事業名「建設業指導」では、建設業法に基

づく建設業許可や、公共事業を受注しようとい

たします場合に必要な経営事項審査、あるいは

法令遵守等に関する指導・監督等を行ったとこ

ろでございます。許可件数等の実績につきまし

ては記載のとおりです。 

 14ページを御覧ください。 

 表の一番上、「みやざき建設産業経営基盤強

化支援」では、建設事業協同組合等が会員に対

して行います融資の原資となる資金を貸し付け

ますとともに、県内３か所で建設業者に対する

法令遵守等の研修会を開催したところでござい

ます。 

 次の「未来へつなぐ建設産業担い手確保・育

成支援」では、従業員の技術力向上に向けた資

格取得等に取り組む建設業者等に対する支援を

行いましたほか、建設産業担い手コーディネー

ターを配置し、高校生を対象といたしました現

場見学会や就業体験の実施、また建設ＩＣＴに

係る研修会を開催いたしました。さらには、建

設産業に特化したポータルサイトにより、建設

産業の魅力を幅広い世代に向けてＰＲしたとこ

ろでございます。 

 15ページを御覧ください。 

 表の一番上、「建設技術者事務効率化アドバ

イザー緊急派遣」では、建設技術者の事務作業

をサポートする人材の育成を図りますため、さ

きの常任委員会でも御説明させていただきまし

た建設ディレクター研修を実施したところでご

ざいます。 

 次の、新規事業「建設産業外国人材定着支援」

では、外国人が抱える就労への不安等を解消す

るため、先ほど御説明しました建設産業向けの

ポータルサイトに特設ページを作成いたしまし

て、外国人材受入企業の情報等を発信いたしま

したほか、建設産業で働く外国人向けの相談窓

口を設置したところでございます。 

 なお、この相談窓口につきましては、これま

で各部局でそれぞれ設置しておりましたが、今

年度より総合政策部に窓口を一本化し、利用者

の利便性向上、あるいは支援の充実を図ってお
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るところでございます。 

 次に、16ページを御覧ください。 

 以上、御説明いたしました取組を通じまして、

Ⅱの今後の方向性になりますが、引き続き関係

団体等との一層の連携強化を図りながら、建設

産業の魅力向上とＰＲに努めまして、将来の担

い手の確保・育成につなげてまいります。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○前村用地対策課長  用地対策課の決算につき

まして御説明いたします。 

決算特別委員会資料17ページを御覧ください。 

 当課は、一般会計と特別会計がございます。 

 まず、一般会計についてでありますが、上か

ら２つ目の段、一般会計の合計欄を御覧くださ

い。 

 令和６年度の決算額は、予算額５億6,677万

8,781円に対しまして、支出済額３億2,820万

9,337円、翌年度繰越額２億875万1,038円、不用

額2,981万8,406円となります。執行率は57.9％、

翌年度への繰越額を含めますと94.7％となって

おります。不用額100万円以上のものにつきまし

ては、上から５番目の（目）土木総務費2,981万

8,406円でありますが、その主な理由は、公共用

地取得事業特別会計における事業費の確定に伴

い、一般会計からの繰出しが不用となったこと

によるものであります。 

 次に、18ページを御覧ください。 

 公共用地取得事業特別会計についてでありま

す。 

 一番上の段、特別会計計の欄でありますが、

令和６年度の決算額は、予算額８億4,238万723

円に対しまして、支出済額６億414万6,415円、

翌年度繰越額２億875万1,038円、不用額2,948万

3,270円となります。執行率は71.7％、翌年度へ

の繰越額を含めますと96.5％となっております。 

 不用額100万円以上のものにつきましては、上

から４段目の（目）土木総務費2,948万3,270円

でありますが、その主な理由は、国道218号五ケ

瀬高千穂道路工事及び蘇陽五ケ瀬道路工事の事

業費の確定に伴い、不用となったことによるも

のであります。 

 17ページの一番上の段、用地対策課計の欄を

御覧ください。 

 一般会計と特別会計を合わせました当課の決

算は、予算額14億915万9,504円に対しまして、

支出済額９億3,235万5,752円、翌年度繰越額

４億1,750万2,076円、不用額5,930万1,676円と

なります。執行率は66.2％、翌年度への繰越額

を含みますと95.8％となります。 

 次に、20ページを御覧ください。 

 公共用地取得事業特別会計における歳入につ

きまして、上の表の一番下の段、歳入合計の欄

を御覧ください。令和６年度は、予算現額８億

4,238万723円、収入済額６億441万7,803円で収

入未済はございません。 

 次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。 

 21ページを御覧ください。 

 公共事業用地取得の推進でありますが、これ

は公共事業の円滑な推進のため、特別会計にお

いて公共用地の先行取得を行うものであります。 

 令和６年度は、国道218号の五ケ瀬高千穂道路

工事、蘇陽五ケ瀬道路工事などの先行取得を行

ったところであります。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○植村技術企画課長  技術企画課の決算につい

て御説明いたします。 

 資料の23ページを御覧ください。 
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 一番上の段、技術企画課計の欄のとおり、当

課の令和６年度決算額は、予算額５億1,518万

5,285円、支出済額４億4,509万2,760円、明許繰

越額6,329万2,419円、不用額680万106円であり

ます。 

 執行率は86.4％ですが、翌年度への繰越額を

含めますと98.7％となっております。 

 次に、不用額が100万円以上のものについて御

説明いたします。表の上から４段目の（目）土

木総務費を御覧ください。 

 不用額が680万106円となっておりますが、こ

れは、主に盛土対策課の分任の「盛土防災総合

推進」において、執行額が生じたものでありま

す。盛土対策課の事業費に係る決算額につきま

しては、後ほど盛土対策課長より御説明いたし

ます。 

 次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。 

資料の24ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」についてで

あります。表の「インフラＤＸ推進」でありま

すが、これはデジタル技術を活用し、建設産業

における生産性向上や担い手の育成・確保を図

るため、民間技術者や産業開発青年隊を対象に、

ＩＣＴ活用工事に関する研修等を実施したもの

であります。 

 また、令和６年度に検討した土木の分野で情

報連携を実現する台帳等管理システムの構築業

務に取り組んでおり、令和７年度に事業費1,570

万円を繰り越しております。 

 今後は台帳等管理システムの構築や研修内容

のさらなる充実等を通じて、建設業の生産性向

上や業務の効率化・迅速化を図ってまいります。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○前田盛土対策課長  盛土対策課の決算につい

て御説明いたします。 

資料の26ページを御覧ください。 

 盛土対策課の事業につきましては、環境森林

部、農政水産部、県土整備部の３部から予算の

分任を受けて事業を行っております。そのため、

今から御説明します決算額は、３部の分任額を

合算した金額となっており、そのうち、県土整

備部分につきましては、技術企画課経常予算の

内数になります。 

 それでは、一番上の段、盛土対策課計の欄を

御覧ください。 

 当課の令和６年度決算額は、予算額１億9,130

万1,772円、支出済額9,385万1,786円、明許繰越

額8,644万9,986円、不用額1,100万円であります。

執行率は49.1％ですが、翌年度への繰越額を含

めますと94.2％となっております。不用額1,100

万円につきましては、表の上から４段目の（目）

農地調整費、表の下から４段目の（目）治山費、

ページが変わりまして次の27ページ、表の上か

ら３段目の（目）土木総務費の合計で、全て

「盛土防災総合推進」の執行残になります。 

 次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。 

資料の28ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」についてで

あります。表の「盛土防災総合推進」でありま

すが、これは盛土規制法に基づき、規制区域の

指定に必要な基礎調査等を実施したものであり

ます。昨年度の補正予算でお願いした事業で、

繰越しのため完了しておりませんが、危険な盛

土等の対策として、県全域の既存盛土等の危険

性を把握するための調査等を実施しております。 

 今後は、盛土等による災害を未然に防ぐため

に、関係機関との情報共有を行う体制を整備す
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ることで、盛土規制法の適切な運用に取り組ん

でまいります。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○椎葉道路建設課長  道路建設課の決算につい

て御説明いたします。 

資料の30ページを御覧ください。 

 表の一番上の段、道路建設課の計であります

が、令和６年度の決算額は、予算額が413億

7,151万4,790円、支出済額が243億7,975万1,654

円、明許繰越額が160億4,717万6,000円、事故繰

越額が９億3,620万7,081円、不用額が838万55円

で、執行率が58.9％、翌年度への繰越額を含め

ますと99.9％となっております。 

 続きまして、下から４段目にあります（目）

道路新設改良費を御覧ください。 

 不用額が809万9,148円となっておりますが、

これは主に国庫補助事業が確定したことに伴う

不用額であります。また、不用額の右側、執行

率が56.7％となっておりますが、これは翌年度

への繰越しによるものであります。 

 次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。 

32ページを御覧ください。 

 「直轄道路事業負担金」であります。この事

業は、国が整備をしております国道10号ほか

１路線５工区の整備費の一部を県が負担したも

のであります。この事業におきまして、道路改

築のほか、交通安全対策等が実施されたところ

であります。 

 33ページを御覧ください。 

 次に、「公共道路新設改良」であります。こ

の事業は、主に国の補助金や交付金を活用して、

国道や県道の改良を行う事業であります。主な

事業内容等の欄を御覧ください。道路改築の状

況でございますが、一般国道では国道327号ほか

７路線20工区の整備を行い、610メートルの供用

を開始し、また、地方道では宮崎西環状線ほか

45路線64工区の整備を行い4,040メートルの供用

を開始したところであります。 

 35ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等であります。 

 ①にありますように、国の直轄事業におきま

しては、国道10号などのバイパス整備や防災対

策事業等が進められたところでありまして、令

和７年２月には都城志布志道路の都城インター

チェンジから乙房インターチェンジまでの区間

が開通したところであります。 

 また、②にありますように、県境の道路整備

により物流の活性化を図るため、国道447号真幸

バイパスの整備を推進したところであります。 

 また、③にありますように、中山間地域等の

産業、生活を支援するため、西臼杵地域の竹田

五ケ瀬線などの整備を進めてきたところであり、

令和６年12月には五ケ瀬町の竹田五ケ瀬線土生

工区の供用を開始したところであります。 

 Ⅱ、今後の方向性の欄を御覧ください。 

 本県の道路改良率は67.6％にとどまっており、

さらなる整備を図る必要があると考えておりま

す。今後も必要な予算の確保に努め、整備を推

進し、道路ネットワークの構築に取り組んでま

いります。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○大部薗道路保全課長  道路保全課の決算につ

いて御説明いたします。 

資料の36ページを御覧ください。 

 ページの一番上の段、道路保全課計に記載し

ておりますとおり、令和６年度決算額は、予算

額が276億3,107万6,292円に対しまして、支出済
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額が175億1,453万4,700円、明許繰越額が100億

490万8,470円、事故繰越額が１億209万2,900円、

不用額が954万222円であります。執行率は

63.4％、翌年度への繰越額を含めますと99.9％

となっております。 

 次に、上から４段目の（目）道路橋梁総務費

でございます。不用額が953万9,959円となって

おりますが、これは主に道路台帳修正業務に要

する経費等の執行残によるものであります。 

 37ページを御覧ください。 

 上から４段目の（目）道路維持費でございま

す。執行率が62.2％となっておりますが、翌年

度への繰越しによるものであります。 

 次に、38ページを御覧ください。 

中ほどの（目）橋梁維持費でございます。執

行率が58.4％となっておりますが、これも翌年

度への繰越しによるものであります。 

 次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。 

資料の39ページを御覧ください。 

 「（１）快適で人にやさしい生活・空間づく

り」についてであります。 

 表の「沿道修景美化推進対策」でありますが、

これは空港、港湾、駅などの主要な交通の玄関

口と、県内の主要な観光地などを結ぶ路線であ

る沿道修景美化推進路線等において、花の植栽

や除草などを行ったところであります。 

 40ページを御覧ください。 

 「「みやざきの道」愛護ボランティア支援」

でありますが、これは地域住民等が行う道路美

化や草刈り活動に対しまして、活動用具や活動

奨励金の支給を行ったところであります。 

 次に、41ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等でありますが、①にありま

すように沿道修景美化推進路線への重点的な植

栽等の実施により、沿道の修景美化を図ったと

ころでありまして、引き続き効率的な沿道修景

美化に取り組んでまいります。 

 ②の地域住民等が行う道路愛護活動につきま

しては、延べ参加人数が５万4,300人余となり、

また「「みやざきの道」愛護ボランティア支援」

による協定締結団体数は、目標に対して順調に

増加しているところであります。 

 次に、42ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」についてで

ありますが、引き続き43ページを御覧ください。 

 「公共道路維持」でありますが、この事業は、

国の補助金や交付金で実施する事業であり、橋

梁補修をはじめ、のり面の防災対策や舗装補修

などを行ったところであります。 

 45ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等でありますが、主に国庫補

助事業等で実施している緊急輸送道路の防災対

策や、橋梁の老朽化対策については、目標達成

に向けて順調に進展しているところであります。

また、日常的な道路管理につきましては、道路

パトロール等により不具合を把握し、速やかに

補修するなど、適正な維持管理を図ったところ

であります。今後も引き続き必要な予算の確保

に努め、効果的な事業執行を行うことで、防災

対策や適正な維持管理を進めてまいります。 

 続きまして、46ページを御覧ください。 

 「（２）交通事故のない社会づくり」につい

てであります。 

 「公共道路維持」でありますが、この事業は

国の補助金や交付金で実施する事業であり、歩

道など交通安全施設の整備を行ったところであ

ります。 

 47ページを御覧ください。 

 「人にやさしい沿道環境整備」でありますが、
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区画線や防護柵の整備など、安全対策を行った

ところであります。 

 続きまして、48ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等でありますが、交通安全施

設の整備につきましては、通学路交通安全プロ

グラムを中心に整備を進めており、歩道整備な

どの安全・安心な歩行空間の確保を行ったとこ

ろであります。今後も引き続き、道路管理者、

警察、教育委員会などと連携し、交通安全対策

の充実を図ってまいります。 

 最後に、監査結果報告書指摘事項につきまし

て御説明いたします。 

 49ページを御覧ください。 

 （３）契約事務の指摘事項であります。 

 串間土木事務所におきまして、片側交互通行

に伴うソーラー信号機等賃貸借契約等について、

契約手続が大幅に遅れているなどが見受けられ

たとの指摘がございます。今後は、遅滞なく事

務処理を行うよう、所属職員への周知を徹底す

るとともに複数職員で確認するなど、所属のチ

ェック体制を強化するように指導し、再発防止

に努めてまいります。 

 また、決算意見審査書につきましては、特に

報告すべき事項はありません。 

○山浦高速道対策局長  高速道対策局の決算に

ついて御説明いたします。 

資料111ページを御覧ください。 

 一番上の段、高速道対策局計の欄ですが、当

局の令和６年度の決算額は、予算額40億8,480万

7,000円、支出済額40億8,344万4,061円、不用額

136万2,939円、執行率は99.9％となっておりま

す。目の執行率が90％未満のものはございませ

んので、執行残が100万円以上のものについて御

説明いたします。 

 表の上から４段目、（目）道路橋梁総務費で

ありますが、不用額が136万2,939円となってお

ります。これは、主に下から３段目の備品購入

費にて、公用車を購入した際に執行残が生じた

ものなどであります。 

 次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。 

資料の112ページを御覧ください。 

 「（１）広域交通・物流ネットワークの整

備・充実」についてであります。中段の表の施

策推進のための主な事業及び実績を御覧くださ

い。 

 まず、１段目の「高速道路網整備促進」につ

いては、各種大会の開催などや、国及び関係機

関への要望活動に関する経費ですが、令和６年

度の実績は、各種大会などが20回、要望活動が

16回となっております。また、九州中央自動車

道に関する用地国債を活用した用地先行取得分

の繰出金を公共用地取得事業特別会計へ支出し

たものであります。 

 次に、113ページを御覧ください。 

 「高速自動車国道等直轄事業負担金」につい

ては、新直轄方式で整備する区間、清武南から

日南北郷及び直轄方式で整備する日南・志布志

道路などの６区間、計７区間の整備に係る県の

負担金であります。 

 続いて、施策の成果等について御説明いたし

ます。 

114ページを御覧ください。 

 ②にありますとおり、東九州自動車道では、

令和６年４月に唯一の未事業化区間であった南

郷～奈留間の新規事業化など、九州中央自動車

道においては、平底～蔵田間が計画段階評価の

調査区間に選定されるなど、事業が進捗してお

ります。今後とも沿線の自治体や民間団体等と

のさらなる連携を図り、高速道路ネットワーク
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の１日も早い全線開通及び暫定２車線区間の

４車線化に向けて、引き続き建設促進大会の開

催や、国への要望活動などに取り組んでまいり

ます。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○内田主査  以上で、説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はございませんか。 

○日高委員  総括次長に質問しますけれども、

この繰越しは適正と判断していいのかを御答弁

お願いします。 

○海野県土整備部次長（総括）  公共事業の繰

越しについては、比較的高い金額で移行してい

ると思っております。繰越しについては、適正

に執行していくということもありますけれども、

毎年災害等で年度後半に補正がつきます。災害

の多い本県は、どうしてもそういう状況になっ

てしまっているという現状がございますが、繰

越し分も含めて、執行体制をしっかり整えて、

公共事業を早く適正に進めていく必要があると

思っております。 

○日高委員  当然、県土整備部というのは、補

助金や交付金の決定によるもの、用地買収に係

るもの、災害などのいろいろな要素があって、

どうしても繰越しという形にならざるを得ない

ものもあります。そういった中でも、公共事業

を１日も早く執行する努力というのは、今回の

決算の中で何かされたのですか。そのあたりを

お伺いします。 

○小薗管理課長  御質問に対して的確な御回答

になるのか、若干、不安な中での御回答になり

ますが、委員もおっしゃっていただきましたと

おり、事業を繰り越すもの、かつて補正予算が

あまりつかなかったころ──当初予算でしっか

り組まれていたころは、年度当初から計画を持

って事業が実施できていたと思います。ただ、

近年、大規模な災害でありますとか、国土強靱

化という特殊な事象に対しまして、年末、ある

いは年度末にかけて補正が組まれます。そうい

たしますと、その事業を国から内示が来て、設

計などをして、必要な工期を入れますと、どう

してもその年度で終わらない部分が出てまいり

ます。繰越しが多い年度というのは、得てして

そういう補正が遅かったとき、あるいは大規模

な災害があったときでございます。 

私どもとしましても、発注の工夫などをしな

がら、できるだけ早期の事業執行を念頭に置き

ながら個々の事業を進めておるところでござい

ます。ただ、どうしても工期の都合上、やむを

得ず繰り越す場合もあるということを御理解い

ただければ大変有り難く存じます。 

○日高委員  それは理解しているんです。理解

した上で、今回努力したところがあるのかを聞

いているわけであります。なぜこんなことを聞

くかというと、年度末に工事を一斉に発注され

ても工事の平準化がどうしても損なわれるから

です。３月は忙しくて、４～６月は暇が出て、

７～８月の暑い時期は忙しくて、例えば入札し

ても厳しいとかね。そんなことではいけないの

で、以前から工事の平準化については、予算を

繰り越して、４～６月もしっかりとやっていく

ということでした。そういったことは継承され

ているのかというのが、今回の決算で再確認し

たかったところです。 

○小薗管理課長  おっしゃるとおりです。やは

り事業者あっての公共事業ということになりま

すので、事業者に過度な負担がかからないよう

な取組が必要と考えてございます。そういった

中で、繰り越すことで完成時期が少しずれると

いうことで、デメリットに見える分もあります
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が、発注に早く取りかかれるという点がござい

ますので、４～５月、もしくは６月での発注が

より可能になるという意味では、１つメリット

がございます。 

 また、委員がおっしゃっていただきましたの

はゼロ県債のことかと思います。債務負担行為

によりまして、今年度のうちに何らかの事務を

進めながら、来年度に工事をしていただく取組

も現在させていただいております。昨年度も実

施させていただいておりますので、今後の議会

でもお願いすることがあるかも分かりません。

そのあたりも含めまして、平準化の取組も進め

ていきたいと考えてございます。 

○日高委員  ゼロ県債。ゼロ県債は年々増えて

きているのでしょうか。 

○小薗管理課長  業者が受けきる数字も一定程

度見ながら発注させていただいております。平

準化という観点ですので、あまり大きな増減は

させていないのではないかと考えますが、申し

訳ございません。手元に数字がございませんで

した。 

○日高委員  私は10年ぐらい前から、ゼロ県債

はどんどんやっていって、とにかく暇な時期を

なくして発注していこうという話をしていまし

た。これは技術企画課の所管ですか。 

○植村技術企画課長  委員がおっしゃる平準化

につきましては、年平均して大体1.0をキープす

るのがベストですけれども、４～６月は工事件

数、稼働件数が少なくなるので、そういったと

ころで目標値を定めて、なるべく４～６月に稼

働している工事が高まるようにということでの

取組となります。令和５年度の県のみの平均で

いきますと、0.75ぐらいの稼働率があったり、

先ほどおっしゃいましたゼロ県債につきまして

は、年間30億円ぐらいを申請しております。さ

らに平準化を図るために、６月定例会で繰越し

を申請しております。 

年々繰越額が増えておりまして、なるべく工

期を多く取りたいということで、令和６年度に

150億円程度だった繰越し申請が、令和７年度に

は165億円となっており、平準化を図るために早

期の繰越し申請やゼロ県債を活用し、平準化が

少しずつではありますが、図られているような

状況ではあります。 

○日高委員  多分以前もゼロ県債は30億円だっ

たんです。平均で言っているのではないかと思

います。これを増やそうとしているのではなく、

30億円なら30億円くらいを設定して、それが何

年も続いている状況ではないかと思うんですけ

れども、本当だったらゼロ県債は必要なところ

だと思います。それを補正予算で上げていると

いうことでしょう、15億円くらい。 

○植村技術企画課長  ゼロ県債につきましては、

令和４年度が約47億円、令和５年度が約27億円、

令和６年度が約32億円ということで、年度の予

算に応じて若干上下はしているという状況では

あります。それで30億円前後ということです。 

○日高委員  この件については分かりました。 

○福田委員  資料49ページですけれども、道路

保全課の指摘事項の内容を詳しく教えてくださ

い。 

○大部薗道路保全課長  この件につきましては、

災害等により県道の一車線が通れなくなるとい

うことで、道路利用者の安全を確保するために

信号を設置する業務になっております。 

 これはリース会社から信号機等を借りて設置

している業務なのですけれども、今回、契約手

続が遅れた主な理由としましては、串間土木事

務所の職員が４名から２名に減ったということ

が一つあります。 
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 もう一つは、職員からリース会社に資料の提

出を数回ほど依頼しましたが、リース会社も忙

しかったせいか、なかなか提出いただけなくて、

職員も減ったということも重なり、業務に手が

回らなかったというのが実情でございます。 

○福田委員  要するに、期限に合わせるのに人

手が足りなかったということですか。 

○大部薗道路保全課長  リース会社を悪く言う

つもりはないのですけれども、リース会社の方

が規定どおり資料を出していただいていたら、

職員の方もスムーズに処理ができたのではない

かと推察しております。 

○福田委員  県のほうからの指示というのは、

串間土木事務所職員とリース会社との関係のと

ころで止まっているのですか。 

○大部薗道路保全課長  先ほど申し上げました

とおり、串間土木事務所の職員から数回ほど書

類の提出の依頼はしておりましたが、なかなか

出していただけない状況でした。職員もお願い

していたので、出してくれるだろうというとこ

ろで少しブランクが空いた関係で、業務が後手

に回ってしまったのかと思われます。 

○福田委員  何か奥歯に物の挟まったような言

い方ではないのですけれども、内容が気に食わ

なかったから出さなかったということですか。 

○大部薗道路保全課長  そういうわけではなく、

あくまでも私の個人的な推測ですけれども、

リース会社も忙しかったのではないかと推察し

ております。 

○福田委員   分かりました。 

○日高委員   道路保全課に伺います。 

のり面とかの補修をやっていますね。これは

決算に関する内容か分かりませんが、年々のり

面工事が減っているといううわさがかなり流れ

ています。割合としてはどのくらいずつ、年々

減っているのでしょうか。 

○大部薗道路保全課長  県土整備部におきまし

ては、道路保全課も含めてほかの事業課も、の

り面工事をしているところでございます。ちな

みに、道路保全課につきましては、10億円程度

で推移している状況でございます。昨年度は新

規工区等の立ち上げがありまして、調査設計の

ほうに予算を取られた関係で若干減っておりま

す。 

 令和７年度予算のほうは昨年度より多くなっ

ておりますので、今年度は引き続き計画的に執

行してまいりたいと考えております。 

○日高委員  令和６年度は調査設計に要したと

いうことでした。のり面は砂防課になるので砂

防課に聞きますけれども、しっかりと調査設計

を急いでやるようなことが必要かと思っており

ます。 

 それと、道路愛護活動の話がありました。協

定団体が年々増えているということで、いいこ

とだと思うのですけれども、実動部隊はどれぐ

らいなのですか。団体を増やすことよりも、実

動部隊がどれだけいるかだと思うのですけれど

も、そのあたりはどうでしょうか。 

○大部薗道路保全課長  草刈り活動ですけれど

も113団体ございまして、そのうち73団体で実績

があります。約７割弱の実績でございます。 

○日高委員  草刈りと言いましたけれども、こ

れは河川パートナーシップ事業とは違うのでし

ょうか。一緒ですか。 

○大部薗道路保全課長  河川パートナーシップ

事業とは違いまして、あくまでも県が管理する

道路ののり面等の草刈りが対象となります。 

○日高委員  そうであれば、道路保全課が出し

ている草刈り事業はほぼ公共発注であり、ボラ

ンティアではないですね。 
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○大部薗道路保全課長  道路保全課としまして

は、普段、造園業者に依頼している分とは別に、

ボランティア事業として、「「みやざきの道」

愛護ボランティア支援」という形で支援させて

いただいているところでございます。 

○日高委員  河川パートナーシップ事業とこの

事業の単価は違うのですか。 

○大部薗道路保全課長  河川パートナーシップ

事業は承知しておりません。道路の場合でいい

ますと、100～500メートル未満の１回当たりが

5,000円。上限としましては、６キロメートル以

上で２回刈ったときに11万6,000円という形で支

給しております。 

○日高委員  メートルは分かるけれども、幅が

あるから面積ではないのでしょうか。 

○大部薗道路保全課長  幅につきましての明確

な基準はなく、延長で支払うような形となりま

す。一般的に、造園業者には幅１～２メートル

の草刈りをしていただいておりますので、同様

のレベルではないかと思われます。 

○日高委員  単価は比べようがなさそうですね。

そんなものなのですね。よく分かりました。 

 でも、県土整備部ですから、ある程度単価は

合わせていると思うのですけれども、河川課長

は次の班だから聞けばいいわけですから、道路

保全課については終わります。 

○脇谷委員  資料28ページについて、盛土対策

課にお伺いします。 

公共３部が予算を取ってやられていらっしゃ

るとは思うのですけれども、「盛土防災総合推

進」の中身とすみ分けについて、詳しく教えて

ください。 

○前田盛土対策課長  「盛土防災総合推進」に

つきましては、資料27ページの表の中に、既存

の盛土等の基礎調査という形で入れております。 

簡単に説明させていただきますと、過去に造

成された盛土に対して、実際に危ないかどうか、

速やかに応急対策をする必要があるかどうかと

いったものを調査しております。 

 それと、昨年度まででいきますと、規制区域

の指定もありましたので、そちらのほうの調査

などで費用を出しているような状況になります。 

○脇谷委員  ほかの２部とのすみ分けというの

はもちろんあると思うのですけれども、そちら

はいかがでしょうか。 

○前田盛土対策課長  基本的には３部で全て連

携してやっております。それぞれが負担してい

ただいてやっていくという、分任という形を取

っておりまして、全部一緒に事業を進めていく

ことになります。県内ほぼ全域を規制区域にか

けていますので、全体でやっていくというよう

な形で考えております。あと、宮崎県盛土等情

報管理システムというのも作っております。 

基本的に公共３部の負担でいきますと、おお

むね３分の１ずつで費用負担をお願いしている

ところです。 

○脇谷委員  公共３部で３分の１ずつ応分負担

をする場合、どこかが少ないとか多いとか、そ

ういうものはあるのですか。 

○前田盛土対策課長  資料26ページでいきます

と、不用額につきまして、（目）農地調整費が

100万円とか、（目）治山費と（目）土木総務費

で500万円ずつとなっております。緊急時に応急

対策工事を実施しなければならないというよう

な場所に関しては、そういった対策費用を計上

していた状況になります。 

 ただし、山地部と比べて農地のほうが少ない

という想定をしていたという中で、その分で費

用の負担割合が少し変わっている部分はござい

ます。実績はなかったので不用残というような
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形にしております。 

○脇谷委員  分かりました。 

○日高委員  盛土については、公共３部で盛土

状況確認書を取ると思います。公共３部の中で

は、一番比重が重いのはどこですか。 

○前田盛土対策課長  住宅関連の建てる部分で

一番問合せが多くなっている状況になります。

盛土規制がかなり厳しくなっていて、１メート

ルから許可が必要となっておりますので、住宅

が一番多いという形になっております。そのた

め、県土整備部が一番多いというような状況に

なっています。 

○日高委員  農地改良の部分では問合せはあり

ますか。 

○前田盛土対策課長  農地のほうでどれだけ盛

土ができるかどうか、それが規制に対象になる

のかということで問合せは出てきております。

農地転用する場合に、土砂を盛って、さらにか

さ上げをしたりとかいうのも出てきたりします

ので、そういった問合せも出てきております。 

○日高委員  表土の高さが30センチというのは、

農地の場合は別に出てくるのではないですか。

盛土対策課もかなり忙しいだろうとは思います

が、そういうものも……。 

○前田盛土対策課長  農地の場合は30センチか

らチェックが入ってくるようになっています。

ただ、農業委員会にもいろいろな協力をお願い

しておりまして、最初の振り分けとかも各市町

村の農業委員会でしていただいて、その中から

の情報を全て盛土対策課にいただけるように制

度的に設計したところです。 

○山口副主査  資料15ページの「建設産業外国

人材定着支援」についてお伺いします。実績と

して、情報発信としてポータルサイト内に特設

ページを作成とあります。ポータルサイトはビ

ルミヤのことだと思いますけれども、具体的に

どのあたりを追加したのか。ワークインジャパ

ンのところかと思っているのですけれども、こ

ことどこを追加して、どれぐらいお金がかかっ

たのか教えてもらっていいですか。 

○小薗管理課長  ホームページを御覧いただい

ている中での御説明ですので、ほかの委員の皆

様も御覧いただいているのか恐縮ですけれども、

副主査のおっしゃるとおりでございます。そち

らのホームページの原案を作成いただいていま

す。 

 あと、経費につきましては、相談窓口と合わ

せた形でやっているものですから、合計金額579

万2,000円の中で対応いただいておるところでご

ざいます。 

○山口副主査  一括委託をしていて、相談窓口

の設置と情報発信のホームページの作成という

ものをまとめて発注していると、内訳は分から

ないという理解でよろしいでしょうか。 

○小薗管理課長  おっしゃるとおりでございま

す。 

 委託事業としてやっておりまして、細かくて

恐縮ですけれども、ホームページの原案をワー

ドで作っていただいたものを、私どものほうで

ホームページ掲載をさせていただいております。

そこと相談窓口の中でいろいろな話を聞く中で、

そういった情報も含めまして、ホームページに

載せる原案を作っていただいているような事業

になってございます。 

○山口副主査  ちなみに、この情報発信につい

ては、誰に何を知ってほしくて行っているので

しょうか。 

 日本語で書いてあります。ホームページには

翻訳機能もついているので、翻訳しようと思え

ばできるだろうとは思いますが、外国の方に読
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んでほしいのがメインであれば、最初から外国

語でもいいのではないかという気がするのです

けれども、このページは誰に何を知ってほしく

て作成したのかを教えてもらえますか。 

○小薗管理課長  副主査のおっしゃるとおりで

す。確かに、第一義的には、県内で働く外国の

方にも見ていただきたいですし、県内での外国

人の採用を希望される企業にも見ていただきた

いと考えてございます。 

 ただ、海外に目を向けますと、使われる言語

につきましてはもう少し検討すべき点があるの

と考えているところでございます。多少進行形

のところがありますので、そのあたりの改善も

含めまして、今後検討させていただきたいと考

えてございます。 

○山口副主査  続いて、技術企画課の「インフ

ラＤＸ推進」についてお伺いしたいと思います。 

 確認ですけれども、令和７年度への繰越額が

1,500万円くらいあります。令和７年度の予算額

が2,100万円あるという形で記載していただいて

いますが、これは足し算をするのですか。令和

７年のこの事業における予算というのは、2,100

万円足す1,500万円なのか、それとも2,100万円

の中に1,500万円が入っているのですか。教えて

いただければと思います。 

○植村技術企画課長  令和６年度の繰越額が

1,570万円、令和７年度の予算が2,100万円とい

うことです。合わせて執行しても別々に執行し

てもよろしいですし、その業務内容によって、

予算の執行の仕方についてはその都度検討して

います。 

○山口副主査  ということは、今年度において

は3,600万円ぐらいは枠としてはあるだろうとい

う理解をしようかと思いますが、いいですか。 

○植村技術企画課長  トータル予算ではそのよ

うな形になりますけれども、この1,500万円につ

きましては、情報連携基盤構築のための検討業

務に昨年度末に予算を充てておりまして、こち

らの業務で執行しております。 

○山口副主査  関係機関との調整に日時を要し

たためという繰越理由になっているのですけれ

ども、具体的にはどんな調整があったのですか。

当初予算で恐らくこの額が入っていたと思いま

す。 

○植村技術企画課長  システムを作成する際に、

道路台帳や河川台帳、砂防関係の施設台帳とい

ったシステムの中に取り込むようないろいろな

台帳等ございます。関係各課との調整が必要で

ございましたので、そういったところとの調整

に日時を要したことを繰越理由として書かせて

いただいています。 

○山口副主査  この事業は、令和５年度の1,400

万円くらいから始まっていると認識していて、

令和６年度に繰り越したのが1,000万円、さらに

令和６年度予算も1,600万円ぐらいついて、その

うち1,500万円を繰り越しているという形で、予

算の大半を繰り越しながら事業されているよう

に感じられます。 

 当初に予算を上げている段階でやろうとして

いることが決まっているのだから、繰り越すこ

とを前提で仕事をしているわけではないと思う

のですけれども、そんなに想定外の調整が庁内

での調整で生じたのですか。 

○植村技術企画課長  令和５年度は、まず、今

回のシステムについて、どのような情報を取り

込んで、どのような機能を備えるべきかという、

情報基盤の基本設計を実施しております。 

 さらに、その翌年度の令和６年度は、その基

本設計に基づいてシステムの構築をしていると

ころです。県土整備部で管理しております道路、
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河川、砂防施設といったところの施設台帳のデ

ジタル化がなされておりませんので、そういっ

たところのデジタル化の作業と併せて各課と協

議をしていく中で、庁内ではありますけれども、

少し時間を要したということでございます。 

○山口副主査  確認ですけれども、この事業が

令和５年度に上がってきたときに、事業期間は

令和７年度までで上がってきているようです。

繰越しをされていらっしゃいますけれども、今

年度にこの事業自体は完了する予定と理解して

いてよろしいでしょうか。 

○植村技術企画課長  今年の８月からシステム

の一部運用を開始しております。例えば、現場

に行った際に、タブレットで道路台帳を確認し

ながら、地元住民の苦情や要望を受け付けて、

その場で記録したりしています。そういったと

ころで、既に一部のシステム構築が昨年度の繰

越事業で完了しております。 

 今年度につきましては、内容のグレードアッ

プですとか、各事務所からの意見を伺って、どう

いった機能を備えたほうがさらにいいかいった

ところの検討を加えることとしておりまして、

基本的には今年度である程度の形までは完了す

る予定でございます。 

○山口副主査  「基本的には」というのがよく

分からなかったけれども、終わるのでしょうと

いうところで考えていていいですか。 

○植村技術企画課長  ある程度までは終わりま

すが、その後のシステム運用や一部改修といっ

たところが課題として残る可能性があるという

ことでございます。 

○山口副主査  分かりました。 

 続いて、道路保全課にお伺いしたいのですけ

れども、「公共道路維持」についてもかなりの

額の繰越しが行われています。一定程度仕方の

ないところもあるかもしれないですが、この決

算額を見ると、前年度の分を次年度でしっかり

やることに業務を取られていて、翌年度に繰り

越すことが当たり前の形になってしまっている

のではないかとも、表面上で読み取ってしまう

ところがあります。 

 基本的に予算を要求するに当たっては、現年

度でしっかり完了できるもの、もしくは完了す

る予定のものを要求しているということを大前

提として、理解しておいてよろしいでしょうか。 

○大部薗道路保全課長  副主査のおっしゃられ

るとおり、基本的には当初予算案につきまして

は、年度内に執行させるということで考えてお

ります。 

 先ほど管理課長からも話がありましたけれど

も、近年、補正予算をたくさんいただいている

関係もありますし、令和４年災や令和６年災で

結構大きな災害がありましたので、その影響も

多少あるかとは考えておりますけれども、適正

な執行には努めていきたいと考えております。 

○山口副主査  今、補正予算という話もありま

したけれども、令和６年度予算額32億9,386万

3,000円とありますが、このうちどれだけが当初

予算でどれだけが補正予算なのか教えてもらっ

てもいいですか。資料46ページの「公共道路維

持」になります。 

○大部薗道路保全課長  先ほど御指摘いただい

たことについて、資料43ページにも同じ「公共

道路維持」というのがありましたので、そちら

のほうと勘違いしておりましたので、訂正させ

ていただきます。 

 交通安全事業につきましては、用地買収など

を伴う関係がありまして、どうしてもスムーズ

にいかないケースもございます。その関係で繰

越しが増えているものでございます。 
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○山口副主査  資料43ページの「公共道路維持」

について、どうなるか教えていただけますか。

令和６年度予算が73億円ぐらいありますが、ど

れだけが当初予算で、どれだけが補正予算なの

か。 

○大部薗道路保全課長  ※当初予算が50億円で、

残りの23億円が補正予算というような形になっ

ております。 

○山口副主査  当初予算は50億円で23億円が補

正予算。実際に使っている決算額が16億円くら

いということでいいですか。 

○大部薗道路保全課長  副主査のおっしゃると

おりでございます。 

○山口副主査  今の話でいけば、補正が多かっ

たので使い切れませんという話が説明としてあ

りましたけれども、補正額は23億円ですよね。

でも当初予算が50億円あるじゃないですか。16

億円しか使えていない。いろいろな事情がそれ

ぞれあるにせよ、そこが気になっていますが、

どうしてなのですか。 

○大部薗道路保全課長  訂正ですけれども、令

和６年度につきましては、８月に台風第10号の

影響で大きな災害等もありました。そういった

災害対応が出先事務所で多く発生した関係で、

本来より執行率が下がったということでござい

ます。 

○山口副主査  通常だともっと執行率は高いけ

れども、他業務が増えてしまったために、当初

予算のほうに業務上回らなかったということが、

この決算の状況なのだという理解でよろしいで

すか。 

○大部薗道路保全課長  台風も含めてですけれ

ども、この業務の中には、当然、先ほど交通安

全事業でも言いましたが、用地買収とか地権者

との調整とかもありますので、そういったもの

も含めまして執行率が下がったということでご

ざいます。 

○山口副主査  令和６年度が特別ということな

のですか。今から見ますけれども、ほかの年度

だと執行率はもっと高いのですか。 

○大部薗道路保全課長  令和６年度予算への繰

越しは42億円ということで、令和６年度よりは

少なくなっております。 

○山口副主査  それでも40億円弱繰り越してい

るわけだから、恐らく同じように例年50億円と

か60億円単位の当初予算はついていらっしゃる

のではないかと思うのです。そのうち40億円を

繰り越していますと、令和６年度については、

災害とかがあったので60億円近くになりました。 

 増えてしまった部分については理解しなくも

ないところであるのですけれども、課題感とし

て私が感じているのは、当初予算から考えて40

億円とか30億円とか、そういう単位内での繰越

しが常態化しているという可能性があるのでは

ないだろうかと、そこは何とかいく努力をしな

いといけないのではないだろうかと思っていま

す。 

 常態化しているということに対して、仕事の

進め方としてやむを得ないことがあるというこ

とであれば、教えていただければ、そこは理解

したいと思いますが、改善できる可能性がある

ということであれば、改善していくべきであろ

うと思っているので、指摘していきたいと思っ

ています。何か理由があるか、部長に教えても

らえますか。 

○桑畑県土整備部長  道路保全課長が申し上げ

ましたけれども、資料43ページの令和６年度予

算をおさらいいたしますと、現年の予算が73億

円、このうち※当初予算が50億円、補正予算が23 

※84 ページに訂正発言あり 
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億円という構成になっておりまして、当初予算

50億円のうち34億円を繰り越している状況でご

ざいます。 

 当初予算分についても、企業と契約させてい

ただいて、発注といいますか、工事にはかかっ

ているのですけれども、工事自体が終わってい

ないケースになります。全く執行していないわ

けではなく、工事は発注していますが３月まで

に工事が完了しなかったというものが大部分を

占めているかと思います。 

 先ほども道路保全課長が話しをしましたけれ

ども、公共工事の品質確保の観点から、公共工

事の工期を大分長く設定することになっており

まして、ある程度の規模になってしまうと、す

ぐ年度末を標準工期で超えてしまうというよう

な状況がございます。そういう傾向も重なって、

当初予算の繰越額が増えているという状況にご

ざいます。 

 補正予算については先ほど申し上げましたと

おりですけれども、国土強靱化の予算が大体年

度末に流れてまいります。年度内に契約できる

もの、契約できないものがございますけれども、

ほとんど全ての額を繰り越しているというよう

な状況になっております。 

 繰越額が大きくなっているというのは現実的

にございますけれども、契約ベースでは、当初

予算についてはしっかり年度内に発注している

という状況でございます。あと、工期の終期を

どこに設定するかというところで、予算上の取

りまとめとしては、副主査が御指摘になったと

おりの状況になっているところでございます。 

○山口副主査  私も少し勉強不足なところがあ

るので教えていただきたいのですが、契約ベー

スの執行率的なものはどこかに書いているので

したか。 

○小薗管理課長  この資料の中には、そこまで

のデータは掲載していないと思います。 

○山口副主査  やっているのであれば、契約

ベースのものも補足で書いていただければ、そ

れはそれで分かるような気はしています。 

 私も勉強不足で読み切れていなかったので反

省しているところでありますが、使い切ってい

なく見えてしまうので、工事自体は全部執行し

ようとしているということであれば、そういう

形で載せてもらえるような形を取っていただけ

ると分かりやすいと思います。検討していただ

ければ十分です。 

○小薗管理課長  補足させていただきます。 

 記載の仕方につきましては検討させていただ

きたいと思いますが、大きな整理といたしまし

て、本件の場合、先ほど部長が申し上げました

とおり、未契約繰越しというのは基本していな

い状況ですので、何らかの発注行為がしてある

ものが繰越しという形になっていると思います。

そういった意味では、純粋に使われなかったお

金は不用額に出てきております。 

 令和６年度一般会計の不用額が全部で15億円

ほどございまして、うち公共事業が14億円、そ

の中でさらに災害復旧が12億円となっておりま

すが、そのほとんどが繰越分の災害復旧ですの

で、繰越分の災害復旧について、令和６年度の

額が固まったため不用にしているというような

状況でございます。そのため、事業の発注とい

う観点では、一定程度適正にやってきているも

のと考えてございます。 

○日高委員  高速道対策局長に伺います。 

 用地国債を活用した先行取得の用地の特別会

計への繰出金についてですが、用地を県があら

かじめ取得するのでしょう。このあたりは毎年

出るのですか。 
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○山浦高速道対策局長  用地国債というのは、

県が国に代わって先行取得をして、後から国が

買い戻すという制度となります。これは国道218

号──九州中央自動車道のほうでやっていると

ころですが、買収のほうは順調に進んでおりま

す。 

○日高委員  局長の仕事ぶりで進んでいるとい

うことを、よく西臼杵の人から聞いております。

これは褒めていますからね。 

 高速道路についていつも言われるのが、防災

の高速道路ネットワークなんです。例えば、高

速道路でつながると経済がどうなるのか。ミッ

シングリンクが解消されて日南市までつながり

ましたが、どういう波及効果があるのかとか、

物流会社などの車がどれだけ増えたかとか、そ

のあたりの調査は当然されているものと思って

います。 

 そういった中で、今回これだけが高速道路に

力を入れて、どれぐらい有利に動いたというか、

高速道路の効果が上がってきたのかということ

を、今回の決算でどう検証されているのか伺い

たいと思います。 

○山浦高速道対策局長  今回の決算と直接とい

うところではございませんけれども、基本的に

高速道路がつながって供用率が伸びると、キャ

ンプや合宿などによる県内の経済波及効果とい

うのはございます。直近でいきますと、日南市

から北九州市まで令和５年３月に開通をしまし

た。県内の供用率が現在80％なのですが、その

ときの経済波及効果というのが118億円。 

 平成25年ぐらいでいきますと、供用率61％で

経済効果が96億円ということで、高速道路がつ

ながると、キャンプなどで来られて、着実に経

済効果的には上がっていくというような感じに

今のところなっています。 

 平成26年、平成27年でいきますと、東九州自

動車道では、宮崎～延岡が平成26年３月開通、

供用率が約69％で約90億円の効果。宮崎～大分

が平成27年３月に開通しておりますけれども、

供用率が71％で130億円という形で、高速道路が

つながっていくと、誘客などといった形で県内

には着実に波及効果が出てくるのだろうという

ことで、ミッシングリンクを早く解消しないと

いけないと考えております。 

○日高委員  そういう考えを持たれていれば安

心です。違うことを考えていないかと思ったも

のですから。 

 だから、高速道路において用地を取得するこ

とは非常に重要だと思います。ここができれば、

国土交通省からすれば、宮崎県はこれだけ用地

を早めに先行取得してくれたのだと、県の意気

込みが分かるんです。普通の道路もそうですけ

れども、用地買収・用地取得は大変重要になり

ます。そこが順調だということなので、これを

継続してやっていただきたいと思います。 

 用地取得だと、年間どれくらい県が立替えを

するのですか。 

○山浦高速道対策局長  特別会計については、

今年度５億円を用意しております。 

○日高委員  大体５億円ですか。大体毎年そん

な感じですか。それとも、今年は少し多めに取

得しておこうとか、そういった戦略はあるので

しょうか。 

○山浦高速道対策局長  年度ごとに少し凸凹が

生じます。補償が大きい物件があると金額的に

は伸びますが、用地補償ですから、補償の調査

に時間がかかるため、単年度で均一に予算がか

かるというものではございません。そういう意

味では、今年度の用地費としては少し多いとい

う状況でございます。 
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○日高委員  これは少し決算から外れるけれど

も、国土交通省と毎年やっていかないといけな

いので、そのための地固めは非常に重要なとこ

ろです。トンネルや橋梁も多いので、そのあた

りをしっかりやってもらいたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○内田主査   ほかにないですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、以上をもって県土整備

部第１班の審査を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

   午後２時28分休憩 

───────────────────── 

   午後２時31分再開 

○内田主査   分科会を再開いたします。 

 これより、河川課、砂防課、港湾課、都市計

画課、建築住宅課の審査を行います。 

 令和６年度決算について、各課の説明を求め

ます。 

○中武河川課長  河川課の決算について御説明

いたします。 

 資料の50ページを御覧ください。 

 一番上の段、河川課計でありますが、当課の

令和６年度決算額は、予算額492億8,730万9,809

円、支出済額281億2,338万1,196円、明許繰越額

187億2,829万1,000円、事故繰越額12億2,939万

223円、不用額12億624万7,390円、執行率57.1％

で、翌年度への繰越額を含めますと97.6％とな

ります。 

 まず、４段目の（目）河川総務費でございま

す。不用額が4,048万5,989円、執行率は56.0％

となっております。不用額については、主に河

川施設の維持・管理費の確定に伴うもので、執

行率については翌年度への繰越しによるもので

あります。 

 次に、51ページを御覧ください。 

 ４段目の（目）河川改良費でありますが、不

用額が3,205万7,076円、執行率は62.2％となっ

ております。不用額については主に公共災害関

連河川等事業費の確定に伴うもので、執行率に

ついては翌年度への繰越しによるものでありま

す。 

 次に、52ページを御覧ください。 

 ６段目の（目）海岸保全費でありますが、不

用額が1,114万3,000円、執行率は59.2％となっ

ております。不用額については主に海岸保全事

業費の確定に伴うもので、執行率については翌

年度への繰越しによるものであります。 

 次に、下から４段目の（目）水防費でありま

す。執行率が55.6％となっておりますが、翌年

度への繰越しによるものであります。 

 次に、53ページを御覧ください。 

 下から２段目の（目）土木災害復旧費であり

ますが、不用額が11億2,256万1,325円、執行率

は51.3％となっております。不用額については

主に災害復旧事業費の確定に伴うもので、執行

率については翌年度への繰越しによるものであ

ります。 

 次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。 

 資料の55ページを御覧ください。 

 「（１）良好な自然環境・生活環境の保全」

についてであります。 

 主な事業について説明いたします。 

 56ページを御覧ください。 

 「河川パートナーシップ」であります。これ

は、自治会等が実施する河川の草刈り等に対し

て報奨金を支給するものであり、良好な河川環

境や景観の保全等を図ることを目的としており

ます。 
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 57ページを御覧ください。 

 上段のⅠ、施策の成果等であります。 

 ②にありますとおり、「河川パートナーシッ

プ」への参加団体数につきましては、平年並み

の759団体となっており、官民の協働による河川

の管理や環境の保全が図られております。 

 次に、中段のⅡ、今後の方向性であります。

②にありますとおり、今後も河川や周辺環境を

安定的に良好な状態に保ち、治水安全度や官民

の信頼・協力関係の維持及びさらなる向上を図

っていくため、引き続きパートナーシップ事業

の推進に取り組んでまいります。 

 58ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」についてで

あります。 

 下の表を御覧ください。 

 主な事業について御説明します。 

 まず、「公共河川」であります。これは、浸

水被害を受けた箇所の河川改修事業等を行うも

のであり、耳川ほか28河川におきまして、河道

掘削や堤防整備などを行ったところです。 

 次に、59ページを御覧ください。 

 中段の「県単河川改良」であります。これは、

八重川ほか95河川におきまして、河道掘削や護

岸の整備などを行ったものであります。 

 次に、60ページを御覧ください。 

 上段の「公共土木災害復旧」であります。こ

れは、令和６年に被災した国道265号など、90か

所の道路や河川及び砂防施設等の災害復旧を行

ったところです。 

 次に、下段の「ダム施設整備」でありますが、

松尾ダムほか12ダムの放流設備等の改良を行っ

たところです。 

 62ページを御覧ください。 

 上段のⅠ、施策の成果等であります。 

 まず、①でありますが、令和６年度は、防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策予算の活用により、洪水に対する安全性の向

上が図られたところであります。 

 また、②でありますが、令和６年に被災した

施設等に対する災害復旧事業では、令和６年度

予算で施工する箇所の80.9％に着手し、14.2％

の復旧が完了しております。 

 次に、下段のⅡ、今後の方向性であります。 

 まず、①でありますが、令和６年度末の河川

整備率は50.6％といまだ低い水準にあることか

ら、今後とも、より一層重点的に河川改修を推

進していく必要があります。 

 また、②でありますが、本県は、洪水・地

震・津波など自然災害のリスクが高いことから、

県道の強靱化を着実に推進していく必要があり

ます。 

 今後とも引き続き、必要な予算確保に努める

とともに、効果的な事業執行を行い、ハード・

ソフト両面から減災・防災対策を推進してまい

ります。 

 次に、監査結果報告書の指摘事項について御

説明いたします。 

 63ページを御覧ください。 

 収入事務の指摘事項についてであります。 

 都城土木事務所の砂利採取料において、調定

が遅れているなど調定事務の適当でないものが

見受けられたとの指摘でございます。 

 これにつきましては、会計制度等の確認の徹

底や、進行管理表を複数の職員で確認すること

で、執行の進捗管理を的確に行うなど、組織内

の体制を強化し、再発防止に努めてまいります。 

 最後に、決算審査意見書につきましては、特

に報告すべき事項はございません。 

○三橋砂防課長  砂防課の決算について御説明
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いたします。 

 資料の64ページを御覧ください。 

 一番上の段、砂防課計でありますが、令和

６年度決算額は、予算額148億9,592万1,401円、

支出済額87億5,230万533円、明許繰越額57億

9,895万円、事故繰越額２億2,786万145円、不用

額１億1,681万723円、執行率58.8％で、翌年度

への繰越額を含めますと、執行率は99.2％とな

ります。 

 下から３段目の（目）砂防費でありますが、

不用額が１億1,681万723円で、執行率が58.6％

となっております。不用額については、主に公

共砂防事業費の確定に伴うもので、執行率につ

いては翌年度への繰越しによるものであります。 

 次に、主要施策の成果について御説明いたし

ます。 

 66ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」についてで

あります。 

 主な事業について御説明します。 

 まず、「通常砂防」であります。宮崎市の伊

倉谷川１・２ほか75渓流において、堰堤工等を

実施いたしました。 

 67ページを御覧ください。 

 下段の「地すべり対策」であります。椎葉村

の大藪２地区ほか６地区において、地すべり解

析や地すべり観測等を実施いたしました。 

 68ページを御覧ください。 

 上段の「急傾斜地崩壊対策」であります。都

城市の城山西側地区ほか52地区において、擁壁

工や、のり面工を実施しました。 

 次に、下段の「総合流域防災」であります。

これは、流域一体となった総合的な防災対策を

行うものであり、基礎調査として、土砂災害警

戒区域等の指定関連の調査を県内一円で実施い

たしました。 

 70ページを御覧ください。 

 上段の「県単自然災害防止急傾斜地崩壊対策」

であります。これは、市町村が実施する工事等

に対する県からの補助金であります。日向市の

岩崎１地区ほか４地区において、擁壁工やのり

面工を実施したものです。 

 71ページを御覧ください。 

 上段のⅠ、施策の成果等についてであります。 

 まず、①土砂災害警戒区域の整備につきまし

ては、令和６年度は砂防事業で４渓流、急傾斜

地崩壊対策事業で４か所の工事を完成させ、土

砂災害に対する安全性の向上を図ったところで

あります。 

 次に、②令和６年度の啓発活動につきまして

は、小中学生を対象とした土砂災害防止教室や、

地域住民を対象とした土砂災害防止講座を開催

し、土砂災害防止に関する県民意識の向上を図

ったところであります。 

 Ⅱ、今後の方向性でありますが、①に記載の

ありますとおり、土砂災害警戒区域の令和６年

度末の整備率は30.5％であることから、今後と

も安全で安心な県土づくりを目指し、施設の整

備を進めるとともに、②に記載のありますとお

り、警戒避難体制の整備や防災情報の提供に取

り組むなど、ハード・ソフトの両面から総合的

な土砂災害防止対策を推進してまいりたいと考

えております。 

 最後に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○那須港湾課長  港湾課の決算について御説明

をいたします。 

 資料の72ページを御覧ください。 

 港湾課は、一般会計と特別会計がございます

が、一般会計から御説明をいたします。 
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 72ページの表、上から２段目、一般会計の計

の欄でございます。 

 令和６年度決算額は、予算額80億3,029万

7,196円、支出済額64億9,218万8,333円、明許繰

越額13億6,647万円、事故繰越額8,300万円、不

用額8,863万8,863円、執行率80.8％、翌年度繰

越額を含めますと98.9％となります。 

 73ページを御覧ください。 

 まず、上から２段目の（目）海岸保全費であ

りますが、執行率が66.1％となっております。

これは翌年度の繰越しによるものであります。 

 次に、下から３段目の（目）港湾管理費であ

りますが、不用額が2,142万1,434円となってお

ります。これは、「油津港利用促進支援事業」

の額の確定による残や、港湾施設維持管理費の

執行残などであります。執行率が89.1％となっ

ておりますが、これは翌年度への繰越しによる

ものであります。 

 次に、75ページを御覧ください。 

 一番上の段、（目）港湾建設費でありますが、

不用額が3,045万1,701円となっております。こ

れは、主に公共港湾建設事業費の確定に伴うも

のであります。執行率が80.1％となっておりま

すが、これは翌年度への繰越しによるものであ

ります。 

 76ページを御覧ください。 

 上から５段目の（目）港湾災害復旧費であり

ますが、不用額が3,570万7,567円、執行率が

65％となっております。これは、港湾災害復旧

事業において事業費が確定したことに伴うもの

であります。 

 77ページを御覧ください。 

 港湾整備事業特別会計の決算についてであり

ます。 

 一番上の段、特別会計の計の欄であります。

令和６年度決算額は、予算額20億9,463万円、支

出済額14億3,850万2,800円、明許繰越額５億

7,860万円、不用額7,752万7,200円、執行率

68.7％、翌年度繰越額を含めますと96.3％とな

ります。 

 まず、上から４段目の（目）港湾管理費であ

りますが、不用額が935万1,965円となっており

ます。これは、主に港湾運営に係る需用費及び

委託料の執行残であります。執行率が84.8％と

なっておりますが、これは翌年度への繰越しに

よるものであります。 

 次に、下から３段目の（目）港湾建設費であ

りますが、不用額が6,530万円となっております。

これは、細島港整備に伴う執行残であります。

執行率が56.2％となっておりますが、これは翌

年度への繰越しによるものであります。 

 78ページを御覧ください。 

 下から２段目の（目）予備費であります。不

測の事態への対処のため計上しておりますが、

全額の200万円が不用額となっております。 

 ここで、72ページにお戻りいただきまして、

一番上の段、港湾課計の欄を御覧ください。 

 当課の一般会計と特別会計を合わせました令

和６年度決算額は、予算額101億2,492万7,196円、

支出済額79億3,069万1,133円、明許繰越額19億

4,507万円、事故繰越額8,300万円、不用額１億

6,616万6,063円、執行率78.3％、翌年度繰越額

を含めますと98.4％となります。 

 次に、79ページを御覧ください。 

 港湾整備事業特別会計の歳入について御説明

いたします。表の一番下の段の歳入合計ですが、

予算現額20億9,463万円に対しまして、２列横の

収入済額が15億8,988万4,873円となっておりま

す。 

 80ページを御覧ください。 
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 主要施策の成果の主なものについて説明いた

します。 

 「（１）広域交通・物流ネットワークの整

備・充実」についてであります。 

主な事業及び実績でありますが、「港湾改修」

では、油津港におきまして、船舶の大型化に対

応する水深12メートルの第10岸壁の整備を進め

ています。宮崎港においては、マリーナ航路等

の砂の堆積対策として、防砂堤工事を進めたと

ころであります。 

 81ページを御覧ください。 

 一番上の「統合補助」でありますが、宮崎港

ほか２港におきまして、桟橋補修や緑地連絡橋

の整備等を行ったものです。 

 82ページを御覧ください。 

 一番上の「ポートセールス推進」であります。

ポートセールスについては、企業訪問や県内外

でのセミナー開催等により、新規・増加貨物の

掘り起こしや、港湾関連企業のマッチング機会

づくりなどを行い、利用促進に努めました。 

 次に、84ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等につきましては、港湾の利

便性・安全性の向上に向け、②に示します細島

港の原木輸出に対応する16号岸壁や、宮崎港の

緑地連絡橋が完成、供用開始しました。油津港

では、船舶の大型化に対応する第10岸壁工事の

進捗が図られました。 

 次に、下段の今後の方向性についてでありま

す。重要港湾への重点投資により、利便性・安

全性の向上を図り、老朽化対策についても計画

的に推進することとし、細島港では、国が進め

る19号岸壁整備に関連する泊地工事等を、宮崎

港では、マリーナ航路等の砂の堆積対策として

防砂堤工事を、油津港では、第10岸壁工事を推

進してまいります。 

 また、③のポートセールスにつきましても、

関係自治体や関係団体と連携して推進してまい

ります。 

 主要施策の成果については、以上であります。 

 次に、審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

 85ページを御覧ください。 

 令和６年度宮崎県歳入歳出決算意見書より抜

粋しておりますが、（13）港湾整備事業特別会

計についてであります。 

 86ページを御覧ください。 

 一番下の意見・留意事項等のとおり、借入金

の推移など財政状況に留意しながら、引き続き

計画的な施設整備と効率的な運営が望まれると

の意見がありました。 

 港湾整備事業特別会計につきましては、港湾

の円滑な運営に向け、港湾機能の充実強化を図

ってきたところでありますが、今後とも使用料

収入の確保と経費の節減を図り、健全な運営に

努めてまいります。 

○村岡都市計画課長  都市計画課の決算につい

て御説明いたします。 

 資料の87ページを御覧ください。 

 表の一番上の段、都市計画課計の欄でござい

ますが、当課の令和６年度決算額は、予算額72

億9,128万2,000円に対しまして、支出済額39億

4,356万９円、明許繰越額33億4,048万3,000円、

不用額723万8,991円となっておりまして、執行

率は54.1％となります。 

 また、翌年度への繰越額を含めますと99.9％

となっております。 

 88ページを御覧ください。 

 一番上の段の（目）街路事業費であります。

不用額が650万1,693円となっておりますが、こ

れは公共街路事業費の確定に伴う執行残であり
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ます。 

 また、執行率47.9％につきましては、翌年度

への繰越しによるものであります。 

 89ページを御覧ください。 

 一番上の段、（目）公園費であります。執行

率56％となっておりますが、これは翌年度への

繰越しによるものであります。 

 次に、主要施策の成果の主なものについて御

説明いたします。 

 90ページを御覧ください。 

 まず、「（１）快適で人にやさしい生活・空

間づくり」についてであります。 

 91ページを御覧ください。 

 表の下段、「みんなで取り組む「美しい宮崎

づくり」」でありますが、これは、景観形成に

取り組む団体に対して、市町村と連携し、活動

に利用する経費の一部を支援したものなどであ

ります。 

 次に、92ページを御覧ください。 

 「県単都市公園整備」でありますが、これは、

ひなた宮崎県総合運動公園ほか５公園で、施設

の改修工事等を行ったものであります。 

 93ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等であります。 

 ②にありますように、美しい宮崎づくりにつ

きましては、団体への補助のほか、セミナーの

開催等による魅力ある地域づくりを推進しまし

た。 

 また、③ひなた宮崎県総合運動公園につきま

しては、各施設の老朽化対策を実施することで、

利用者の利便性や快適性が確保されました。 

 Ⅱ、今後の方向性につきましては、②にあり

ますように、美しい宮崎づくりにつきましては、

連携・協働による植栽活動のモデルづくり等を

通じ、愛着と誇りを持てる美しい宮崎の創造と

継承を図ってまいります。 

 また、③ひなた宮崎県総合運動公園につきま

しては、施設の高質化及びトイレの改修等を行

うことで、利用者のさらなる利便性・快適性の

確保をしていきます。 

 続きまして、94ページを御覧ください。 

 「（２）持続可能な地域交通網の構築」につ

いてであります。 

ページ中ほどの「公共街路」でありますが、

これは、延岡市の安賀多通線ほか10路線で街路

の整備を行ったものであります。 

 96ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等でありますが、環状道路や

駅及びバスターミナルへのアクセス道路の整備、

通学路における交通安全の確保などを進めたと

ころであります。 

 Ⅱ、今後の方向性につきましては、未整備区

間において、都市部における安全で円滑な交通

を確保するとともに、安心で快適な都市空間の

整備に取り組んでまいります。 

 次に、97ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」についてで

あります。 

ページ半ほどの「公共都市公園」につきまし

ては、ひなた宮崎県総合運動公園におけるサン

マリンスタジアム観客席改修工事等を行ったと

ころであります。 

 98ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等でありますが、スポーツラ

ンドみやざきの主要施設である武道館やサンマ

リンスタジアムの老朽化対策を実施したことに

より、施設利用者の安全性の向上を図ることと

しております。 

 Ⅱ、今後の方向性につきましては、各種ス

ポーツ施設の老朽化対策や改修を進めることで、
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災害対応力の向上に取り組んでまいります。 

 最後に、監査結果報告書指摘事項について御

説明いたします。 

 99ページを御覧ください。 

 （２）支出事務の指摘事項についてでありま

す。特別史跡公園西都原古墳群の維持管理業務

について、概算払いで支出した委託料の額の確

定等の精算手続が行われていなかったとの指摘

でございます。 

 改善につきましては、事務処理手続を再確認

するとともに、チェックリストを活用し、複数

の職員で確認するなど、チェック体制の強化を

することで再発防止に努めてまいります。 

 また、決算意見審査書に関しましては、特に

報告すべき事項はございません。 

○松田建築住宅課長  建築住宅課の決算につい

て御説明いたします。 

 資料100ページを御覧ください。 

 表の一番上の段、建築住宅課の計でございま

すが、令和６年度決算額は、予算額が24億9,838

万円、支出済額が22億4,315万8,632円、翌年度

への繰越額が２億1,591万2,000円、不用額が

3,930万9,368円、執行率89.8％で、翌年度への

繰越額を含めますと98.4％となっています。 

 次に、同じページの表の中ほど、（目）建築

指導費ですが、不用額が567万1,839円となって

います。これは、主に委託料や旅費、需用費等

の執行残によるものであります。 

 次に、101ページを御覧ください。 

 （目）都市計画総務費でありますが、執行率

が81.5％となっています。これは、旅費、需用

費等の執行残によるものであります。 

 次に、中ほどより下になります。（目）住宅

管理費ですが、不用額が3,274万4,280円となっ

ており、執行率が89.4％となっています。これ

は、主に委託料や補償・補塡及び賠償金等の執

行残によるものであります。 

 次に、102ページを御覧ください。 

 表の中ほどより下、（目）住宅建設費ですが、

執行率が88.5％となっています。これは、主に

翌年度への繰越しによるものであります。 

 続きまして、主要施策の成果の主なものにつ

いて御説明いたします。 

 104ページを御覧ください。 

 「（１）快適で人にやさしい生活・空間づく

り」であります。 

 主なものとしましては、次の105ページを御覧

ください。 

 「公共県営住宅建設」であります。主な実績

内容等の欄を御覧ください。右側の住宅整備事

業では、令和６年度に宮崎市の出来島団地にお

いて、建て替え完了に伴う既存建物の解体工事、

外構工事を行いました。その下の環境整備事業

では、宮崎市の神宮駅東団地等の外壁改修工

事３棟、宮崎市の大塚Ｃ団地等のエレベーター

改修工事３棟、日向市の三ツ枝Ｂ団地給水設備

改善工事４棟、門川町の下水流団地等のエレ

ベーター設置工事２棟を実施しました。 

 次に、106ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等であります。②の県営住宅

についてですが、建て替えのほか、住戸内の段

差の解消や手すり設置による高齢者向けの住戸

の整備、エレベーターの設置など、入居者の利

便性の向上を図ったところです。 

 Ⅱ、今後の方向性であります。②の県営住宅

についてですが、昭和50年代前半までに建設さ

れた多数の県営住宅が建て替え時期を迎えてお

り、計画的な整備に取り組んでまいります。 

 次に、107ページを御覧ください。 

 「（１）災害に強い県土づくり」であります。 
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「被災建築物・宅地応急危険度判定体制拡充」

ですが、下の主な実績内容等の欄を御覧くださ

い。被災建築物応急危険度判定士の養成のため

の講習会を３回、判定士の模擬訓練を１回実施

しました。 

 次に、108ページを御覧ください。 

 「木造住宅等耐震化支援」ですが、耐震化が

必要な木造住宅等の所有者に対しまして、国・

県・市町村が耐震化の費用の一部を支援する事

業です。下の主な実績内容等の欄を御覧くださ

い。令和６年度では、アドバイザー派遣99件、

耐震診断526戸、耐震改修107戸、ブロック塀等

除去100件について支援を行いました。 

 次に、109ページを御覧ください。 

 「木造住宅耐震化緊急啓発」ですが、これは、

木造住宅の倒壊リスクの軽減を図るため、木造

住宅の耐震化について広く県民に啓発する事業

です。下の主な実績内容等の欄を御覧ください。

令和６年度に、テレビＣＭ制作、放送を計219本、

ラジオＣＭ制作、放送を計114本、住宅の耐震化

に関する相談対応359件、路線バス車内広告52台、

県内温泉施設、店舗へのポスター掲示52施設な

ど、県民に対して啓発や相談対応を行いました。 

 次に、110ページを御覧ください。 

 Ⅰ、施策の成果等であります。②の木造住宅

の耐震化の実績については、啓発や相談窓口の

設置等により、耐震診断件数は前年度比2.8倍、

耐震改修工事件数は前年度比1.6倍といずれも増

加しております。 

 Ⅱ、今後の方向性でありますが、②につきま

して、木造住宅の耐震改修に対する所有者の負

担軽減を図るため、耐震化に取り組む業者の確

保や、改修費用のローコスト化を図るための取

組をさらに加速し、建築物の耐震化等に積極的

に取り組んでまいります。 

 主要施策の成果については、以上であります。 

 最後に審査意見書及び監査報告書に関して、

特に報告すべき事項はありません。 

○内田主査  説明が終了いたしました。委員の

皆様から質疑はございませんか。 

○日高委員  資料56ページの「河川パートナー

シップ」の予算について、繰越額はないのです

か。 

○中武河川課長  ございません。 

○日高委員  こういうのは、事業予算を決めず

に必要なところを予算化して、ないものは基金

で対応するようなやり方は考えられないのでし

ょうか、お伺いいたします。 

○中武河川課長  現時点ではそこまで考えてい

ませんが、団体数が今後伸びていくといったよ

うな状況が増えていくようであれば考えていく

必要もあると思っております。現状は大体多め

に足りているという状況でございます。 

○日高委員  何回も繰り返すのですけれども、

予算は足りていません。「河川パートナーシッ

プ」については、予算が足りているのではなく

て、いろいろな団体が赤字覚悟でやっている状

況です。その前の年だったか、予算を1,000万円

足したのですけれども……。今後、ロボットが

導入されるとは思いますが、この事業はもう少

ししっかりやっていかないといけません。 

先ほど、道路保全課の道路沿いの草刈り予算

についてお伺いしましたが、「河川パートナー

シップ」の積算方法と違うのかお伺いしたいと

思います。 

○中武河川課長  単価の出し方はそれぞれ成り

立ちが違うので異なりますが、先ほど道路保全

課長が申し上げたのは道路なので、道路に影響

がないところで幅１メートル程度の延長の単価

で組まれています。 
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 一方で河川の場合には、堤防や河川内の高水

敷といった、面的に広い範囲の草を刈るもので

すから、平米単価で構成されております。単価

につきましても、「河川パートナーシップ」の

場合は最低500平方メートル以上ということで価

格を細かく設定してやっており、単価の構成は

違っているという状況です。 

○日高委員  どちらが有利なのですか。 

○中武河川課長  見比べますと、「河川パート

ナーシップ」のほうが若干単価が高いという感

じでございます。 

○日高委員  河川の草刈りよりも道路の草刈り

のほうが単価が低いんですね。逆かと思ってい

たから。 

○中武河川課長   高いようです。 

○日高委員  この質問はやめるけれども、県管

理河川の整備率が50.6％でいまだに低いと書い

てありますが、河川が整備されているかはどう

見極めればいいですか。 

○中武河川課長  確かに委員のおっしゃるとお

り、河川の整備率はすごく分かりづらいです。

道路ですと、２車線の道路が出来上がると改良

済みとか、すごく分かりやすいのですけれども、

河川の場合は広いところ、狭いところ、もとも

と自然に流れております。 

 そういう中で、いわゆる治水の断面が足りて

いない──計画の雨が流れ切らないところを、

県内で1,000キロメートルほど延長をピックアッ

プしておりまして、そこの改修がどれぐらい進

んでいったかということでパーセンテージを出

しているところです。 

○日高委員  今の説明では多分分からないです。

もっと分かりやすく説明してください。 

○中武河川課長  未改修のところを改修してい

るのですけれども、必要な改修区間の中で

50.6％しか整備が終わっていません。大体平均

的に0.2％ぐらいずつ年間整備が進んでいるとい

う状況でございます。 

○日高委員  普段は水が流れていない川という

ことですよね。 

○中武河川課長  流れてはいますけれども、断

面が狭い川が未改修ということです。 

○日高委員  雨が降ったら断面も広くなったり

するものですよね。だから、河川の整備率とい

うのは必要なのでしょうか。 

 令和６年災のうち、令和６年度予算で施行す

る箇所については80.9％に着手し、14.2％しか

復旧が完了していない。令和６年災全体として

は38.6％着手している。どこの河川がよくて、

どこが悪いかが分からないなと思いました。た

だ、災害があると河川は大変です。河川による

水害というのは相当あるわけです。だから道路

とかよりも河川なのです。 

 だから、0.2％ずつ進んでいるというのは非常

に遅いのではないかと思います。0.2％ずつしか

進んでいないということは、次年度は50.8％、

その次は51％、その次は51.2％でしょう。やっ

ていくわけですけれども、こういうことでいい

のかなと思います。それしか予算は組めないわ

けですよね。 

○中武河川課長  委員がおっしゃるとおり、河

川改修率というのが一つの指標なのですけれど

も、分かりやすいところでいきますと、洪水浸

水した家屋がどれくらい減少したかとか、いろ

いろな数字の効果の出し方というのはございま

す。浸水被害等ですと、類似の台風が来ないと

効果がなかなか現れない部分もございます。 

１年の指標として表すにはなかなか難しい指

標なものですから、この河川の整備率を上げさ

せていただいているという状況でございます。 
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○福田委員  監査結果報告書の中で、砂利採取

料について調定が遅れているなど、調定事務の

適当でないものが見受けられたということで、

都城土木事務所の収入事務が指摘されています

けれども、詳しく教えてください。 

○中武河川課長  河川内の砂利を採取する場合

に、砂利採取料といいまして、料金を県のほう

が収入として受けるという事務がございます。 

 今回のケースでいきますと、下半期分という

ことで、令和６年10月１日～令和７年３月31日

の半年間の砂利採取における収入の調定をする

事務手続がありました。本来であれば、許可日

である10月１日にこの事務を行いまして、相手

方に10月15日納付期限の納付書を発行しまして、

納めていただく手続をすべきだったのですけれ

ども、その事務を失念しておりまして、10月15

日の納付期限より後に、遡って事務を行ったと

いうところが適切でなかったということでござ

います。 

○福田委員  この話とは直接関係ないかもしれ

ませんが、台風が来て、あるところに砂がたま

り、民間の方がきれいに整地しようということ

で、ブルドーザーできれいに持っていけるよう

に砂を山積みにされました。それを持っていく

業者も現れたのですが、規定がいろいろあって

ということで、都城土木事務所からストップが

かかったのです。地域の人は台風で来た砂利を

運んでくれるからいいと思っているのです。協

力して砂利を運ぼうという人もいるのですけれ

ども、都城土木事務所がストップをかけたので

す。 

 これは何が原因ですか。想像するに、土砂を

持っていくところで、今度は盛土の問題がある

というのを少し感じたんですけれども、そうい

ったことは関係ないですか。 

○中武河川課長  今のお話と直接関係はないの

ですけれども、恐らく河川内の土砂に関しまし

て、以前はいろいろな方が持っていってもよか

った時代がありました。 

 ところが、土砂の供給が減っていく中でどん

どん砂利を取ることで、河川がどんどん河床低

下していたということで、こういう規制をして、

許可制度になりました。法律ができる以前の方

は今でも許可をしているのですけれども、現在

は新たな許可は行っていないというのが実情で

ございます。 

 砂利を勝手に持っていかないようにという意

味で、法的に手続のストップをかけたというの

もひとつあるのではないかと思います。 

○福田委員  ありがとうございました。参考ま

でに。 

○脇谷委員  先ほどの日高委員の質問で、年

0.2％の進捗と言われましたけれども、資料58

ページの「公共河川」に関して、国２分の１、

県２分の１が入った、耳川ほか36河川とありま

す。２級河川の一ツ瀬川なども入っているとい

うことで、これが0.2％進捗という感じなのです

か。 

○中武河川課長  一ツ瀬川の改修もこの中に入

っております。先ほど0.2％と申し上げましたけ

れども、延長でいきますと大体年間２キロほど

整備が進んでいる状況でございます。一ツ瀬川

もその中の一つに入っているという状況です。 

○脇谷委員  資料59ページの「県単河川改良」

の小松川や八重川、天神川もそうですけれども、

小さい川に関しては、どのくらい進んでいるの

ですか。 

○中武河川課長  分かりにくくて申し訳ないの

ですけれども、河川を改良するときに、一定の

水を流せる能力を確保するということで、川幅
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を広げるなどのいろいろな整備をします。 

 河川が計画どおりに出来上がった部分を0.2％

と申し上げましたけれども、「県単河川改良」

で計画どおりの断面を確保するような改修的・

改良的なものであれば率に入りますし、部分的

な護岸の補修といったものだけですと、この率

には含まれないということになってまいります。

計画の河川断面がどのくらいできてきたかとい

うことでございます。 

○脇谷委員  つまり0.2％という進捗状況ではな

く、いろいろな状況も踏まえてやっていってい

るという感じなのでしょうけれども、「県単河

川改良」と国も入れての「公共河川」について、

どのように進めているのだろうと思っていると

ころです。 

○中武河川課長  「県単河川改良」の場合には、

基本的に交付金等の採択にならない事業をやっ

ているという面がございます。比較的規模の小

さい、「公共河川」で手が回らないきめ細かな

ところを重点的にやっているという状況でござ

います。 

○脇谷委員  「公共河川」については、一ツ瀬

川や耳川も入っているということなのですけれ

ども、予算確保につきまして、近年の動向はど

のような感じなのでしょうか。 

○中武河川課長  河川の場合は、特に国土強靱

化の予算が確保しやすい状況が続いておりまし

て、大体の規模感で申し上げますと、令和６年

度当初予算25億7,000万円に対しまして、補正予

算が39億円ということで約40億円となっていま

す。どちらかというと、当初予算よりも補正予

算のほうを多くいただけている状況でございま

す。 

○脇谷委員  補正予算を積み増ししても、なか

なか0.2％しか進まないという感じですか。 

○中武河川課長  現在、河川課のほうでいただ

いている国土強靱化関連予算を加味しても0.2％

でございます。実際、維持管理のメンテナンス

部分ですとか、それ以外のものも含まれており

ますので、幅広に予算は確保しているという状

況でございます。 

○脇谷委員  「県単河川改良」についてです。

小松川ほか77河川をやっていくということで、

同じぐらいの河川の幅なのでしょうけれども、

どの河川を先にやるかというのはありますか。 

○中武河川課長  まずは、河川の流れ、治水能

力がないところを考えていきますけれども、地

域バランスも多少考えながらやっております。 

 補足説明をさせていただきますと、「県単河

川改良」につきましては、国土強靱化に伴い予

算を多く配分いただいている状況がございます。

この中にしゅんせつのお金も入っておりまして、

台風通過後に非常に緊急性のあるところから優

先的にしゅんせつをやらせていただいたりして

おります。そういった意味で優先的なところか

らやらせていただいているという状況がござい

ます。 

○日高委員  国の予算でも県単でも、しゅんせ

つをしていますよね。県は、流域治水というの

を進めないといけないというのでやっていると

思います。 

 流域治水なんかを言ったら、計画的にどの部

分を河道掘削、河川改修するという根拠みたい

なのをやりながら、なおかつそこに予算を当て

はめていくということをやらないといけないと

思うのですけれども、計画性をもってやってい

るのでしょうか。 

 流域治水と言っているのであれば、ただ災害

が来るから、少し崩れたからそこをやるのでは

話にならない。そのあたりの計画とかは何かあ
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るのですか。 

○中武河川課長  現在の河川整備が進まない中

で、国土強靱化のしゅんせつにつきましては非

常にありがたい予算でございます。しゅんせつ

につきましては即効性がございますので、氾濫

しそうだとか、あるいは河川の水位が高いです

と内水被害にもつながりますので、浸水家屋が

出そうなところに瞬間的に予算が入れられます。 

 一方で、河川改修は計画的にやっております

ので、例えば、耳川ですと橋梁の架け替えも行

っておりますし、美郷町のほうでは宅地かさ上

げもやっております。こういった改修系の計画

的な事業も入れつつ、短期的にはしゅんせつも

効果的にやっているという、そういう状況でご

ざいます。 

○日高委員  だから、流域治水というのは一体

何だろうかという話になってくるわけです。河

川が氾濫したではいけないわけで、するかもし

れないからやらないといけないというところに

ピンポイントに予算をあてがうのが流域治水だ

と思います。予算執行に当たって、そこがしっ

かり守られてきているのか。大雨が降るじゃな

いですか。どこに降るかによっても全然違うわ

けですよ。 

 非常に難しいけれども、今回の決算を分析し

て、県単の部分については新たなことを考えて

いるのでしょうか。ただ単に公共工事を増やさ

ないといけないからやる、ただ単に掘っている

だけなのかというのを考えるのか、どっちなの

かなと思う。 

○中武河川課長  この県単予算は、どちらかと

いうと各地元の方々からいただいている要望に

なかなか応え切れていない予算規模でございま

す。脆弱な護岸を修理・補修してほしいという

心配事ですとか、そういった部分になかなか応

えられていないので、この県単予算をもっと戦

略的に使っていく必要があります。 

 そういう中で、この県単予算をいかに有効に

活用していくかということを河川課としては考

えております。例えば、この県単予算事業の一

部が、今度の国土強靱化の５か年計画における

新しいメニューでできれば、県単予算をさらに

有効なところに回せます。県単予算をどこに使

うか、いかに有効に使うかというのは考えなが

ら業務を進めているところでございます。 

○日高委員  せっかくこの委員会でそういう話

をするわけですから、次の事業につなげていか

ないといけないわけです。河川のことが結構詳

しくなったじゃないですか。 

○中武河川課長  委員の御指摘を受けまして、

今後もそういった戦略的に事業を推進していき

たいと思っております。 

○日高委員  お願いします。 

○福田委員  港湾課にお聞きしたいのですけれ

ども、資料84ページの施策の成果及び今後の方

向性についてです。港湾整備については、３重

要港湾へ重点的に投資し、利便性及び安全性が

向上したと施策の成果にあります。 

 そして、今後の方向性として、港湾整備につ

いては、３重要港湾へ重点的に投資を行い、利

便性及び安全性の向上を図っていくとあり、細

島港、宮崎港、油津港という３つの港が記載さ

れています。 

 油津港では、船舶の大型化に対応する第10岸

壁（水深12メートル）事業の進捗が図られたと

ありまして、今後の方向性として、同じく油津

港では船舶の大型化に対応する第10岸壁（水深

12メートル）の工事を推進していくとあります

が、どのくらいの進捗が図られていて、あとど

れだけあるという内容なのかを教えてください。 
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○那須港湾課長  油津港では、第10岸壁を延伸

する工事をしております。その隣にある岸壁が

船舶の大型化により延ばす必要があり、それを

延ばしたことによって工事の必要が生じ、75

メートルある10号岸壁を延ばしている最中でご

ざいます。 

 昨年度の実績としましては、工事に着手した

ことから推進が図られたということにしており

まして、今後は工事をどんどん進めていきたい

ということでございます。 

○福田委員  どれくらいかかるのですか。 

○那須港湾課長  水深がかなり深いこともあり

まして、岸壁整備で60億円の計画をしておりま

す。 

○福田委員  どれぐらいの期間がかかるのです

かという質問です。 

○那須港湾課長  現在の計画としまして、令和

15年までの完成を考えております。 

○福田委員  先日、観光推進課から大型クルー

ズ船の説明を受けました。油津港は大型クルー

ズ船が寄港する場所でしょうか。 

○那須港湾課長  大型クルーズ船になりますと

利用いたします。 

○福田委員  九州管内における油津港の寄港数

が非常に減っていまして、コロナ禍以前に少し

は戻ってきていますが、たしか年間にまだ11か

12ぐらいの寄港数です。それが来年の目標とし

て寄港数を50と上げているのです。 

 私は、倍以上になる根拠は何があるのかと質

問しましたが、あくまでもセールスを一生懸命

やるということで、港を大きく広くするという

理由は出てきませんでした。設定された目標と

関係あるのかと思ったけれども、令和15年だっ

たらかなり先ですね。 

○那須港湾課長  そうですね、あと８年ほど先

になります。 

○福田委員  貨物船と交互に同じ港を利用して

いるから週に何回しか着けないというのも、寄

港数が減っている理由なので、そこをクリアし

て大型クルーズ船が着けるようになるともっと

寄港数が増えると思ったところですが、今回の

工事と観光推進課から出された回数は関係ない

というのが分かりました。 

○山口副主査  港湾課に資料86ページについて

お伺いします。収入未済額が一定程度あると思

いますが、収入のめどが立っているのかという

ことと、毎年、過年度収入があるように見受け

られるのですけれども、何か理由があるのか教

えてください。 

○那須港湾課長  まず、記載しております200万

円程度の収入未済額ですけれども、令和６年度

に発生した未済額が28万円少しあり、過年度分

の未済額として172万円あります。令和６年度に

発生した28万6,000円については今年度払ってい

ただけることになりました。電話をしたり訪問

したりという結果でございます。 

 過年度未済額の172万円ですけれども、昨年度

18件あった過年度未済分のうち、８件は納入し

ていただいたという状況で、残るのが172万円と

いうことでございます。地道に粘り強く活動し

ていけば解消に向かっていけるのではないかと

思っております。 

○山口副主査  何者でどれくらい残っているの

かということと、法律上きちんと回収し切れる

のか。時効みたいなものはないのかというとこ

ろを確認させてください。 

○那須港湾課長  一番古いものですと平成29年

度の未済分がございます。件数でいきますと、

９人、10件になります。 

 また、施設の使用料についての時効は５年と
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いうことになります。 

○山口副主査  ５年。 

○那須港湾課長  ５年です。ただし、相手に対

して督促とかをしておけば延びることになりま

す。 

○山口副主査  他の部署とかだと、弁護士のよ

うな法律の専門家等にもお願いしながら、債権

回収に動いているところもあるようですけれど

も、今後、特に過年度に対する収入未済への対

応について、何か考えていること、実際に動い

ていることがあれば教えてください。 

○那須港湾課長  現在やっておりますのが、電

話をする、訪問する、督促状を出すということ

と、県税事務所と連携いたしまして、実際に差

押えもしております。 

 副主査がおっしゃいますように、弁護士など

の専門家への相談も考えていく必要があるかと

思っております。 

○内田主査  資料90ページについて、都市計画

課へ質問させていただきます。 

「（１）快適で人にやさしい生活・空間づく

り」ということで、施策の目標に、人口減少下

でも持続可能な都市を実現し、「県土の発展に

つなげ」という言葉があるのですが、ここで書

いてある発展というのはどのような発展なのか、

ビジョンも踏まえて、将来像を描かれているの

かというのをお聞かせいただいていいですか。 

○村岡都市計画課長  本県全体の都市計画の方

向性を示しております宮崎県の「都市計画に関

する基本方針」というものがございます。こち

らにおきまして、人口が減っていく中でも活力

を維持できるようなまちを今後つくり上げてい

きますというような方向性で、検討を行ってい

るところであります。 

 基本方針の中でうたっておりますけれども、

基本的な考え方といたしましては、国のほうが

示しているコンパクト・プラス・ネットワーク

という考え方の下で方向性を打ち出していると

ころであります。 

○内田主査  「スマートでコンパクトなまち宮

崎県」というような将来像なのかなと、人口減

少の中ですので、インフラの維持管理とかにも

経費があまりかからないようコンパクトシティ

をということなのかなと、今の御答弁で感じ取

ったところではあります。 

 昨日今日と、商工観光労働部の企業立地課に

いろいろと質疑させていただき、半導体企業の

企業立地を進めていきたいというような意思の

中で、企業ニーズに沿うような用地が不足して

いるというのが課題であり、積極的な誘致活動

を行っていきたいというような答弁がありまし

た。企業立地課として、どれぐらいの相談件数

があって、いただいている相談の中で市町村の

用地がどれだけ足りていないのかとか、そうい

う分析をされているのかという質問をさせてい

ただきました。昨日お答えいただけなかったの

ですが、今日お答えいただいて、見える化を進

めていきたいというような意思を力強くおっし

ゃられて、相談件数も電話やメールだけでも457

件ありましたという話がありました。実際の成

功率はお答えにはならなかったのですけれども、

400件以上の企業を訪問したり頑張っているとい

う中で、15件ぐらい誘致に結びついているとい

うような答弁だったと思います。 

 そのような答弁のやり取りの中で、市町村に

土地の確保などを頑張っていただく中で、補助

金についての質問とかもあったのですけれども、

要は土地が足りないというのが大きな課題だと

いうことはすごく感じました。しかし、都市計

画課のお答えでは、持続可能な──現在を維持
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していけるようなというお答えで、発展的な答

えじゃないということをかなり感じております。 

 資料93ページについて、今後の方向性の①が

読まれなかったので、議事録に残していただき

たかったと思ったのですが、市町との連携、適

正な土地利用への誘導、都市施設の適切な見直

し・整備を促進していくというような方向性が

書かれているのですけれども、この「促進」と

いうのも維持していきますということなのです

か。 

 もっと宮崎を発展させるために、商工観光労

働部で答えていただいているような、いろいろ

な企業の誘致も前向きに進めていくと。 

用地をどんどん取得して道路を造っていくこ

とによって、企業とまちを活性化させるという

のもあるかもしれないのですけれども、企業が

これだけ来ているのだから道路を前倒ししてで

も建設してもらわないと困るというようなとこ

ろに、宮崎県は攻めの姿勢として持っていてほ

しいと思っていて、それが県土の均衡ある発展

だと思っていますが、そこを含まないのですか。 

○村岡都市計画課長  企業誘致をするにしても、

誘致できるような土地が足りないとか、前から

いろいろおっしゃられている内容だと思います。

例えば、地域産業の発展だとか、そういう側面

で見ると、間違いなく企業誘致は大事だと考え

ております。 

 一方で、まちとして必ず考えておかなければ

いけないのは、例えば、津波が来るかもしれな

いので高台のほうに移りたいと言われて、企業

が移られたときの跡地の問題です。 

 立地企業の跡地をどうするのかも考えておか

ないといけません。恐らく移転前の場所という

のは、そういった災害のリスクはあるかもしれ

ないのですが、利便性が高かったり、何らかの

なりわいや歴史的背景で出来上がったものもあ

るかと思います。その跡地に入りたいという企

業も出てくるのではないかという気がするので

すが、その部分を今後のまちのビジョンとして

しっかり考えておかないと、不必要にといいま

すか、場当たり的に拡大することだけは抑えて

おかなければいけません。 

 お答えになっているかどうか分からないので

すけれども、拡大させるといいますか、まちの

ビジョンとしてそういうものをつくっていくの

であれば、それは当然進めていくべきだと考え

ております。 

○内田主査  今のお答えもひとつあるかなと思

いますが、例えば、農地転用する際には、代替

え地をしっかり用意してください、農地をしっ

かりつくってくださいという条件があると思う

ので、そこを農地にすればいいのではないです

か。 

 いろいろな条件があるので、それに合わなか

ったりするかもしれませんが、空いた用地の使

いようとしては、いろいろな方法があると思っ

ています。 

○村岡都市計画課長  おっしゃられるような考

え方もあると思います。地元という言い方ばか

りをして申し訳ないのですけれども、ビジョン

として、今までの跡地はだんだん工場とかが立

地できないように、災害があってもダメージが

少ないような活用の仕方をする。 

 安全なところにまち全体が少しずつ移転して

いきます。そういった長期ビジョンの下で動か

れるということであれば、これは当然一体とな

って進めていくべきだと考えております。 

○内田主査  県土の発展というのは、いろいろ

なやり方もあると思うし、条件もあると思いま

すが、宮崎県を維持していくということだけで
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はなくて、発展させていくということも含めて、

企業立地課や担い手農地対策課などとも連携を

取りながら、チェックもしっかりしながら進め

ていくという意気込みも含んでいると取ってい

いですか。今後の方向性も含めて、部長に答弁

していただきたいです。 

○桑畑県土整備部長  本議会でも御質問いただ

きまして答弁いたしましたけれども、県土の発

展という意味でいきますと、先ほどお話しがあ

ったようなコンパクト・プラス・ネットワーク

というような、縮小・維持していくという立場

だけではなくて、やはり産業を含めまして発展

していくべきだと思っております。 

 当然、先ほどお話ししましたように、跡地の

問題をはじめ、いろいろな問題がありますけれ

ども、そこは地元の市町としっかり話をさせて

いただいて、発展する土地の利用も当然やって

いくべきだと思っております。 

 企業の考えもありますし、市町のまちづくり

の考え方もありますけれども、そこはしっかり

マッチングさせて、県もしっかり中に立って発

展していく、維持すべきところは維持していく

という観点に立って、まちづくりを進めていき

たいと思います。 

○内田主査  ほかにないですか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、以上をもって県土整備

部第２班の審査を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

   午後３時50分休憩 

───────────────────── 

   午後３時53分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 各課長の説明及びそれに対する委員の質疑が

終了しましたが、県土整備部の決算全般につい

て質疑はありませんか。 

○大部薗道路保全課長  先ほど説明した予算額

について、73億円の内訳に誤りがありましたの

で、訂正させていただきます。 

 正しくは、当初予算が約37億円で、補正予算

が約36億円であり、当初予算のうち令和７年度

に繰り越した額は約21億円でした。 

○内田主査   ほかにありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、以上をもって県土整備

部を終了いたします。 

 執行部の皆様お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午後３時54分休憩 

───────────────────── 

   午後３時56分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

○牧国際・経済交流課長  内訳について先ほど

誤った発言をしてしまいましたので、お詫びし

て訂正させていただきたいと思います。 

 資料の104ページを御覧ください。 

 「ブラジル宮崎県人会創立75周年記念式典」

についてでございます。 

 資料104ページの説明のところで、食糧費と謝

金等が含まれていなかったと発言いたしました

が、実際には含まれておりました。正しくは、

式典における食事代や式典等でのアトラクショ

ンとして謝金も今回の補助金に含まれておりま

す。 

 補助対象経費の内訳といたしまして、食事代

194万2,000円のほか、物品や会場装飾代等……。

会場費として344万6,000円です。そのほか会場

警備費等が35万9,000円入っております。その他

の経費としても44万5,000円ほどございまして、

その他経費を含めまして、総額で補助対象経費
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としましては425万1,000円でございました。 

 このうち本県からの補助金といたしまして400

万円を定額補助したところでございます。 

 この本補助金交付要綱に基づきまして、対象

経費となるものに関して、式典に係る開催経費

及び謝金につきましては、この補助金の対象と

いたしまして適切に会計処理を行ったところで

ございます。 

○内田主査  説明に対して質疑はございますか。 

○山口副主査  教えてほしいんですが、食事代

が194万円で、会場代が344万円と聞こえたんだ

けれども、そうなると、圧倒的にもう補助対象

経費が飛んじゃうんです。正確に教えてもらっ

ていいですか。 

○牧国際・経済交流課長  式典全体の会場費合

計が先ほど言いました340万6,000円となってお

ります。この主な内訳といたしまして、食事代

が194万2,000円。物品や会場装飾代等に……。

装飾代は計算しておりませんので、食事代が194

万2,000円。それから……。 

○山口副主査  ゆっくりでいいので正確にお願

いします。 

○内田主査   暫時休憩いたします。 

   午後４時２分休憩 

───────────────────── 

   午後４時３分再開 

○内田主査  再開いたします。 

○牧国際・経済交流課長  改めて御説明いたし

ます。 

 こちらの式典の開催経費のうち、式典本体の

開催経費総額が344万6,000円。このうち主なも

のといたしまして食事代194万2,000円が含まれ

ております。344万6,000円の残りの経費は、広

報費やプログラムの印刷費といった開催費に関

する事務的経費となっております。 

 補助対象経費425万1,000円のうち、会場代以

外に警備費36万円ほど、その他の経費44万6,000

円ほどがかかっており、この大きな３つを合わ

せて425万1,000円という計算になっております。 

○日高委員  まず総額の420万円から説明すれば

分かるんだけれども、食事代が何万円だとか言

われても違うところに行ってしまうので、やは

り説明の仕方だと思いますよ。議事録には残っ

たと思うのでいいです。 

○山口副主査  その他の45万円というのは何で

すか。警備費を除いたもう一つの柱です。その

他に丸められると困ります。 

○牧国際・経済交流課長  その他の経費といた

しまして、一番多いものとしましてコピー代が

計上されております。それから、慰霊碑の保存

協力費であるとか、会場外で行われた記念事業

等もその他経費に含まれているようでございま

す。 

○山口副主査  一番多いコピー代で幾らですか。 

○牧国際・経済交流課長  単位を間違えており

ました。一番多いのが広告費でございます。こ

れが日本円に換算して17万円程度でございます。 

○山口副主査  食事代の194万円は何人分になる

んですか。 

○牧国際・経済交流課長  こちらは350名で計上

しております。 

○山口副主査  もともとは、全体の事業費は分

かりませんという答弁をいただいていたかと思

いますけれども、425万円が全体の経費というこ

とでいいですか。それとも、全体経費は分から

ないけれども、補助対象経費が425万円で、それ

をいろいろ精査して400万円を出してあげたとい

う理解をすればいいでしょうか。 

○牧国際・経済交流課長  副主査の後ろの質問

のとおりでございまして、現地県人会が個別で
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動かれた経費等もあるかと思いますが、今回の

申請分については、直接補助申請用にくくられ

た事業費だけが計上されているということでご

ざいます。 

○山口副主査  400万円の補助の半分以上が飲食

もしくはそれに伴うものとして消費されていま

すが、これは予算の使い方として適切なのかと

いう議論が恐らく出てきてもおかしくないので

はないかと個人としては思っています。 

 このように、飲食というものに対して、これ

だけの額を使うということは、担当課として問

題ないという認識なのでしょうか。 

○鬼塚観光経済交流局長  我々としては、今回、

記念式典という目的の事業に対して補助してい

るというところがございまして、記念式典につ

きましては、やはり飲食が付随してくるものと

は理解しています。 

 金額の多寡についてですが、これが正しいか

どうかというのは一般的には判断できませんけ

れども、補助金要綱の中でも補助対象として認

めているので、我々とすれば、適正な補助要綱

に基づいて執行していると理解しております。 

○山口副主査  この事業を組み立てるときの400

万円というものも、補助経費の大半を飲食に使

うということを想定していたのかということと、

今回の式典においては全ての参加者の手出しも

しくは参加費はなかったのかを確認させてくだ

さい。 

○牧国際・経済交流課長  記念式典を行うとい

う目的で起こされた事業でございますので、当

然、飲食を伴うことは当初から予定してありま

した。予算においては、現地からの見積りを基

に積算をしたということでございます。 

 それから、参加者からは参加費を徴収してお

りません。 

○山口副主査  当初の積算の段階で、飲食費が

大半を占めるという概算を既にしていたという

ことでいいんですか。確認ですけれども、飲食

代は分からないので会場使用料として見ていた

わけではなく、飲食も完全にこれだけの額だと

いう前提の下で予算計上していたということで

いいのでしょうか。 

○牧国際・経済交流課長  細かな積算内訳はご

ざいません。現地からは、式典全体費というこ

とで見積りが出てきたということになっており

ます。食事代だけで幾らという細かい積算はご

ざいませんでした。 

○山口副主査  他の式典事業においても、これ

だけ飲食費が大半を占めるものがあり得るんで

しょうか。 

 県としては、通常の式典開催事業において、

これだけ飲食費が大半を占めるような補助金要

綱、事業を恒常的に行っているものですか。そ

れともこれが特殊なのでしょうか。 

○牧国際・経済交流課長  国際会議等のレセプ

ション等を行う場合には、レセプション費用と

して飲食費を想定した事業費を組むことはあろ

うかと思っております。 

○山口副主査  その際に、飲食費については、

上限を設けましょうとか、そういうことにはな

かなかならないものですか。 

 あまり県民の方にきれいに説明がつきづらい

費用だと感じるところもあるもので、一応、確

認させてください。 

○鬼塚観光経済交流局長  副主査がおっしゃら

れたいのは、やはり会議の内容によると思いま

す。ただ、我々は全体を承知していないところ

でございます。 

 この事業に関して具体的に説明しますと、こ

の式典は、県が事業者に委託して実施していた
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事業になります。令和６年度から、現地の県人

会が主催してやるということになりました。 

 それまで400万円の事業として実施していたも

のですから、今回もその予算は変更せずに400万

円の補助をするという事業を組み立てて、実施

しているところでございます。金額については、

そういったことでございます。 

○児玉商工観光労働部長  いろいろな御指摘、

ごもっともだと思います。 

 今回の「ブラジル宮崎県人会創立75周年記念

式典」につきましては、75周年の節目の事業と

いうことで開催したものだと承知しております。 

 海外で実施するものですから、その開催の検

討に当たりましては、これまでブラジル現地で

このようなレセプション等を含めた記念式典を

実施してきた中で、予算の組立てをしてきたも

のと承知しております。 

 宮崎県にゆかりのある皆様方にお集まりいた

だいて式典を実施するという中で、こういう食

事の場をメインとしており、レセプションの中

で、いろいろな踊りや現地で親しまれている芸

能文化の発表などもあったものと承知しており

ます。 

 いずれにしましても、先ほど御意見等いただ

きましたけれども、当然、海外でこのようなイ

ベントを実施するに当たっても、どのようなも

のなのかっていうのはしっかり見積りを取るべ

きものだと思います。先ほどの局長の答弁で、

これまで400万円規模のもので実施していたもの

について、継続して実施する方向で検討してい

く中で、見積書も取ったのでありますけれども、

その見積書の内容が十分詳しいものであったの

かというところについて、副主査の御指摘につ

いては十分踏まえて、今後また同様の式典等を

実施するに当たっては、内容の確認はすべきも

のと思います。 

これまで答弁させていただいてきた中で、内

容についてしっかり説明できなかったことにつ

きまして陳謝申し上げます。 

○山口副主査  先ほど、局長が委託したという

言葉を使われていましたけれども、これは結構

危ない言葉じゃないかと思っています。 

 委託したということは、こちら側が内容を決

めていますから。食事代とかも含めて、こうい

う形でやってくださいっていうのは委託ですよ。

これだけの金額で食事代も込み込みでやってく

ださいという形で内容を定めて県が委託したん

ですか。 

○鬼塚観光経済交流局長  説明足らずで申し訳

ありません。委託内容としては、式典だけでは

なくて慰霊碑とかを回っていくんですけれども、

その行程代も含めた委託ということになります。 

○山口副主査  食事も込みで、こういう形の

パーティーをやってくださいという形で、主体

的にお願いをしたのは県だということでいいん

ですね。委託内容を決めたのは。 

○内田主査  暫時休憩します。 

   午後４時20分休憩 

───────────────────── 

   午後４時21分再開 

○内田主査  再開します。 

○鬼塚観光経済交流局長  大変失礼いたしまし

た。私が申し上げたのは、５年前の事業のこと

でございまして、現在はこの補助制度にのっと

って事業を実施しているものでございます。 

○山口副主査  分かりました。 

○岩切委員  全体的に県の補助金を出す制度に

乗っかってやったということで、今日これだけ

ごたごたしたのは、現地での費用を把握できる

ものが手元になかったことをもって、その全体



令和７年９月30日(火) 

 - 88 -

費用を確認していませんとお答えになったこと

が原因だと思います。 

 結果、把握されていたという結論になってい

らっしゃるわけですよね。そのあたりは準備で

きていなければ準備できていないで、しっかり

調査した上で答弁いただければ結構なことなの

に、慌てて答弁されたことで、我々の頭の中を

混乱させているところがありますよね。内容的

にごまかしだとか不正があるわけではないのに、

何となく変な雰囲気になってしまったのは、そ

の辺に原因があるかと思います。 

 海外で行われる事業だから不透明なところが

あるのではないかというようなところが提起さ

れたら、そこは資料もそろえてしっかり準備で

きておりますという姿勢でおられたほうがよろ

しいんじゃないかと思うんです。 

 ぜひそういった対応で決算審査にもお臨みい

ただきたいし、これからの事業展開も行ってい

ただきたい。希望を申し上げておきたいと思い

ます。 

○鬼塚観光経済交流局長  大変申し訳なく思っ

ております。適切な説明ができなくて、こうい

った場も設けていただくことになりました。次

回以降、改めて気をつけた上で、準備をして説

明したいと思います。 

○内田主査  岩切委員にもまとめていただいて

ありがとうございます。 

前回の補正予算審査のときも申入れさせてい

ただきましたが、再度申し入れさせていただき

ます。 

本日はお疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午後４時24分休憩 

───────────────────── 

   午後４時27分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 まず採決についてですが、10月１日の午後

１時に採決を行いたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、そのように決定いたし

ます。 

そのほかで何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは以上で、本日の分科会を

終了いたします。 

   午後４時28分散会 
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令和７年10月１日（水曜日） 

───────────────────── 

   午後１時０分再開 

──────────────── 

出席委員（６人） 

  主      査   内 田 理 佐 

  副 主 査   山 口 俊 樹 

  委      員   日 高 博 之 

  委      員   福 田 新 一 

  委      員   岩 切 達 哉 

  委      員   脇 谷 のりこ 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議 事 課 主 査   春 田 拓 志 

  政策調査課主任主事   岩 倉 有 希 

───────────────────── 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 まず、議案の採決を行いますが、採決前に、

昨日の議論の中でありました「ブラジル宮崎県

人会創立75周年記念式典」の件ですけれども、

部長をはじめ国際・経済交流課長が説明にあが

った件で皆様に御説明したいと思います。 

そのために暫時休憩させていただきます。 

   午後１時１分休憩 

───────────────────── 

   午後１時36分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

これより採決に入りますがよろしいでしょう

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、議案第25号についてお

諮りいたします。 

原案どおり認定することに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  御異議ありませんので、原案のと

おり認定すべきものと決定いたしました。 

 次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の項目及び内容について御意見はあり

ませんか。 

 暫時休憩いたします。 

   午後１時36分休憩 

───────────────────── 

   午後１時37分再開 

○内田主査  分科会を再開いたします。 

 主査報告につきましては、正副主査に御一任

いただくことで御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  それでは、そのようにいたします。 

 そのほか何かございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内田主査  以上で分科会を閉会いたします 

   午後１時37分閉会 
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